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平成23年６月９日（木曜日） 

 

○出席議員（16名） 

    議 長  夷  藤     満 君     ８ 番  北  川  悦  子 君 

    １ 番  太  田  臣  宣 君     ９ 番  能  村  憲  治 君 

    ２ 番  中  島  利  美 君     10 番  清  水  文  雄 君 

    ３ 番  酒  本  昌  博 君     11 番  水  口  裕  子 君 

    ４ 番  生  田  勇  人 君     12 番  渡  辺     旺 君 

    ５ 番  川  口  正  己 君     13 番  八  田 外 茂 男 君 

    ６ 番  藤  井  良  信 君     14 番  中  川     達 君 

    ７ 番  恩  道  正  博 君     15 番  南     守  雄 君 

 

○説明のため出席した者

町    長 八 十 出  泰  成 君

副 町 長 蓑     外 史 男 君

教  育  長 西  尾  雄  次 君

総 務 部 長 出  川  常  俊 君

まちづくり政策部長 高  木  和  彦 君

町民福祉部長 川  口  克  則 君

都市整備部長 中  西  昭  夫 君

教育委員会教育次長 
兼学校教育課長 

長  丸  一  平 君

消 防 長 津  幡     博 君

町 民福祉部 
担 当 部 長 

北     雅  夫 君

都市整備部担当部長 
兼企業立地推進室長 

山  田  吉  弘 君

会 計管理者 
兼 会計課長 

黒  田  邦  彦 君

総  務  部 
総 務 課 長       

長  丸  信  也 君

総務部税務課長 
兼総合収納室長 

若  林  優  治 君

まちづくり政策部 
企画財政課長 

田  中     徹 君

まちづくり政策部情報政策課長  
兼公聴広報室長 

岩  上  涼  一 君

町 民福祉部 
町民生活課長 

大  徳     茂 君

町 民福祉部 
健康推進課長 

重  原     正 君

町 民福祉部 
介護福祉課長 

長 谷 川     徹 君

町 民福祉部 
環境政策課長 

北  川  真 由 美 君

都 市整備部 
産業振興課長 

中  宮  憲  司 君

都市整備部都市建設課長 
兼北部開発対策室長 

井  上  慎  一 君

都 市整備部 
上下水道課長 

長  田     学 君

教 育委員会 
生涯学習課長 

島  田  睦  郎 君

選挙管理委員会 
書 記 長 

松  岡  裕  司 君
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○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長       向     貴 代 治 君

  

事 務局書記 助  田  有  二 君

 

○議事日程（第２号） 

  平成23年６月９日  午前10時開議 

 日程第１ 

  議案一括上程（議案第35号から議案第38号まで） 

 日程第２ 

  町政一般質問 

   ９番 能 村 憲 治 

   ５番 川 口 正 己 

   ６番 藤 井 良 信 

   12番 渡 辺   旺 

   ２番 中 島 利 美 

   ３番 酒 本 昌 博 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午前10時00分開議 

    ○開   議 

○議長【夷藤満君】 皆さん、おはようござ

います。 

 傍聴席の皆様におかれましては、本会議場

にお越しいただき、まことにご苦労さまでご

ざいます。 

 本日は、町政に対する一般質問の日です。 

 傍聴席の皆様にお願い申し上げます。本会

議場では、携帯電話の電源を必ずお切りくだ

さい。 

 また、議員が質問している際は静粛にして

いただき、むやみに立ち歩いたり退席しない

ようお願い申し上げます。 

 ただいまの出席議員は、16名であります。

よって、会議の定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【夷藤満君】 本日の会議に説明のた

め出席をしている者は、７日の会議に配付の

説明員一覧表のとおりであります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【夷藤満君】 日程第１、議案第35号

専決処分の承認を求めることについて〔平成

23年度内灘町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）〕から議案第38号内灘町税条例の

一部を改正する条例についてまでの４議案を

一括して議題といたします。 

 各議案に対する提案理由の説明は、既に聴

取しております。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【夷藤満君】 これより提出議案に対

する質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

 10番、清水文雄さん。 

   〔10番 清水文雄君 登壇〕 

○10番【清水文雄君】 おはようございます。 

 一般質問の前の貴重な時間ですけれども、

議案に対する質疑を行わさせていただきます。 

 議案第36号平成23年度内灘町一般会計補正
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予算（第１号）第３款第１項社会福祉費２目

老人福祉費７節賃金233万円減ということで

ございます。この間、この議案審議に当たっ

ての全員協議会の中で議案に対する説明がこ

れまであったわけでございますけれども、今

回はなかったということでございまして、こ

の分の233万円については人事異動について

だというふうに思うんですけれども、その分

がどこへ行って、どこで１名補給またされて

いるのか、お聞きをしたいというふうに思い

ます。 

 ３月議会、23年度の予算書では、ここに673

万円計上されています。その部分がどういう

ふうになったのか、ひとつ質問をいたします。 

 同時にもう一つ、今ほど言いましたけれど

も、議会に対する議案説明というのがこの間、

全員協議会でなされております。そういう意

味では、これからこういうふうにして議案説

明をしないでこの場で質疑をずっとやってい

くつもりなのか、執行部として。内灘町議会

は２つの委員会、３つあったんですけれども

それを２つにしました。そういう意味では、

議員の情報の共有という意味からもぜひとも

全員協議会の中で議案説明もきちっと議案書

に基づいてやるべきだというふうに思います。

その点についての見解もお伺いをしたいとい

うふうに思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長【夷藤満君】 出川常俊総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 ３款１項２目老

人福祉費の７節賃金、臨時職員等賃金の233

万の減額についてお答えいたします。 

 ここでは当初３名の嘱託職員の予定をして

いました。この人事異動によりまして嘱託職

員を２名ということで１名を減額しまして、

一般職としてここでは１名増員ということに

してございます。人数については一般職がそ

の分に充てたということです。 

 ただ、一般職の金額については、人事異動

の職員の金額の関係で76万8,000円の増額で

予定をしていると、そういうことでございま

す。 

 もう一つの議案説明の話がありましたけれ

ども、これについては、また議会の議長とそ

の辺はまた相談していきたいと思っています。

よろしくお願いします。 

○10番【清水文雄君】 議長、最後のほうち

ょっと聞こえなかった。 

○総務部長【出川常俊君】 議案説明につき

ましては、その議案の説明のやり方について

は、議長等とまた相談して決めていきたいと、

そう思っています。 

○議長【夷藤満君】 他に質疑ありませんか。 

──質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案等の委員会付託 

○議長【夷藤満君】 お諮りいたします。た

だいま議題となっております議案第35号専決

処分の承認を求めることについて〔平成23年

度内灘町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）〕から議案第38号内灘町税条例の一部

を改正する条例についてまでの４議案につい

ては、お手元に配付してあります議案付託表

のとおり所管の各常任委員会に付託いたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、各議案は議案付託表のとおり所管の

各常任委員会に付託することに決定をいたし

ました。 

 なお、今期定例会までに受理いたしました

請願第１号中学校卒業までの子どもの医療費

の完全無料化と「病院窓口での支払いなし」

の実施を求める意見書を石川県に提出するこ

とを求める請願、請願第２号原子力発電所の

安全対策の抜本強化を求めるとともに、原発

ゼロをめざす計画作成を国に求める意見書の

提出を求める請願については、お手元に配付
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の請願・陳情文書表のとおり所管の常任委員

会に付託いたしますので、審査願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○一 般 質 問 

○議長【夷藤満君】 日程第２、これより町

政に対する一般質問を行います。 

 質問に入る前に、どちらの質問方式で行う

か表明して始めてください。 

 質問時間は、再質問も含め１人30分以内と

いたします。５分前に呼び鈴で合図をいたし

ますので、ご容赦願います。 

 また、自席に戻ってからの質問はできませ

んので、ご了承願います。 

 なお、関連質問につきましては、通告によ

る質問がすべて終わる明日行いますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 また、発言の際は挙手にて、議長の許可を

得てから行ってください。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 ９番、能村憲治議員。 

   〔９番 能村憲治君 登壇〕 

○９番【能村憲治君】 傍聴の皆さん、おは

ようございます。統一地方選挙が終わって初

めての議会ですけれども、たくさんの方にお

越しいただきまして、大変ご苦労さまでござ

います。 

 ９番、能村憲治。 

 ことし３月の東日本大震災によって犠牲と

なられた方々に心より哀悼の意を表します。

さらには、被災され、今なお厳しい状況に置

かれている方々に謹んでお見舞いを申し上げ

ます。 

 巨大地震、大津波、加えて原発事故と東日

本大震災は想像を絶する被害をもたらせまし

た。原発事故の収束は今なお先が見えない中

ではありますが、復興への営みも始まりつつ

あるようでございます。一日も早い復興をご

祈念申し上げる次第でございます。 

 それでは、平成23年第２回定例会において

一般質問の機会を得ましたので、これより通

告に従って質問に入らせていただきます。 

 一問一答方式で行いますので、よろしくお

願いをいたします。 

 最初は、統一地方選挙における投票率低下

の要因と今後の対策についてお伺いをいたし

ます。 

 昨今、全国的に投票率の低下が問題になっ

ております。自治体によっては電子投票の導

入や小学校、中学校で教育委員会の協力を得

て、子供たちに選挙や政治に対しての理解を

深めてもらうなど改善に向けていろいろな取

り組みをしていますが、十分な成果が得られ

ていないのが現状であります。 

 さて、内灘町での過去２回の投票率を見ま

すと、４年前、平成19年の石川県議会議員選

挙では60.38％、今回は55.38％、町議会議員

選挙では平成19年は68.14％、そして今回は

61.47％という結果であり、いずれも過去最低

の投票率となっております。 

 町議会議員選挙に限って見ますと、平成３

年は84.53％と大変高い投票率であります。し

かし、その後下がり続け、今回の数字となっ

ております。 

 このような投票率の低下を選挙管理委員会

はどのように受けとめているのか、かつ今後

の改善策をどのように図っていくのか、具体

的には次の４点についてお伺いをいたします。 

 まず１点目、今回の町議会議員の選挙にお

きましては、冒頭でも申しましたように、東

日本大震災を受けたことから、一部の候補者

を除き全員が街宣車──要するに選挙カーで

すね──自粛を申し出、これまでと違った選

挙活動になりました。このような事態に対し

て、選挙管理委員会はこれまでとは違った何

か特別な啓発活動を試みることはなかったの

でしょうか、お伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 松岡裕司選挙管理委員

会書記長。 

〔選挙管理委員会書記長 松岡裕司君 登壇〕 

○選挙管理委員会書記長【松岡裕司君】 能
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村議員の質問にお答えします。 

 今回の統一地方選挙は、東日本大震災によ

り全国的に選挙運動自粛ムードの中での選挙

であり、選挙カーによる選挙運動についても

全国で自粛の動きがありました。 

 本町の投票結果でございますが、県議選で

は前回選挙に比べ5.00ポイント、町議選では

6.67ポイントの投票率が低下となりました。 

 大震災の影響も大きいと考えられますが、

その中で選挙カー自粛による影響の範囲につ

いては判断しかねるのが実情であります。 

 選挙管理委員会の選挙啓発活動でございま

すが、町ホームページ、広報でのお知らせは

もとより、役場庁舎での懸垂幕の掲示、選挙

公報車での町内の巡回、防災行政無線、公民

館での有線放送による期日前投票、当日投票

の案内を放送しております。 

 また、幅広い年齢層の利用のある図書館な

ど町公共施設においても啓発グッズの配布を

実施しておりました。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 それでは、２点目に

移ります。 

 選挙公報の配布方法についてお伺いをいた

します。 

 内灘町の条例では、選挙期日１日前までに

選挙人名簿に登録された各世帯に選挙公報を

配布することになっております。当町では、

選挙公報を各公民館から班長を通じて各家庭

に配布しています。 

 班長は、選挙当日の１日前に配布するよう

に指示を受けているようではございますが、

公報が班長の手元に届いてからすぐに配布し

ないとこの期日に間に合わなくなります。帰

りが遅くなったり、休日しか時間がとれなか

ったりする人もいます。また、町会によって

は30世帯余りに配布しているところもありま

す。 

 しかも今回、公報紙が他の配布資料と一緒

になって七、八枚同時に配布する形になって

おり、その区分け作業にも時間を要したとい

うことでございます。 

 夜遅く帰宅してからのこれらの作業は、身

体にも苦痛であるとの声も聞かれます。また､

この状況では期日前にも間に合わなくなるこ

とも考えられます。 

 したがって、このような重大な責任ある作

業は、例えば郵便や宅配事業者に委託するな

ど何らかの措置を考える必要があるかと思い

ますが、この点についてお伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 松岡裕司選挙管理委員

会書記長。 

〔選挙管理委員会書記長 松岡裕司君 登壇〕 

○選挙管理委員会書記長【松岡裕司君】 選

挙公報の配布につきましてお答えします。 

 選挙公報の配布につきましては、町会を通

じ地区の班長さんに配布をお願いしておりま

すが、短期間での配布という負担を考えます

と、議員提案のように今後の選挙においては

郵便事業者、宅配業者による選挙公報の配布

の委託を検討していきたいと考えております。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 確実にやっぱり届く

ように進めていってほしいと思います。 

 それでは、３点目に投票場所についてお伺

いいたします。 

 当町には11の投票所が設置されております。

投票状況集計表から今回の町議会議員選挙を

見ると、千鳥台の第４投票所の投票率が

51.07％となっております。千鳥台は、皆さん

ご存じのように大変広い町内でございます。

このことから、投票所までの距離が影響して

いるのではないかと推測をいたします。 

 次に気になるのは、アカシア地区の投票場

所が向陽台公民館になっていることでござい

ます。アカシアは３人に１人が65歳以上で、

当町一番の高齢化率が高い地区であります。

投票場所が国の基準である３キロ以内にはな

っていますが、これらの状況をどのように考
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えているのか、お伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 松岡裕司選挙管理委員

会書記長。 

〔選挙管理委員会書記長 松岡裕司君 登壇〕 

○選挙管理委員会書記長【松岡裕司君】 投

票所につきましてお答えします。 

 投票所につきましては、１投票区１投票所

が原則でありまして、投票区の規模、範囲に

ついては投票所から選挙人の住所までの道の

りが３キロ以上ある場合は投票区の分割、再

編成に努めるものとされております。当町の

投票区はすべて３キロ以内にあるものです。 

 投票区の再編につきましては、選挙人の利

便性、名簿登録者数を考慮に入れ、今後検討

していきたいと考えております。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 それでは、４点目に

期日前投票についてお伺いをいたします。 

 期日前投票は、告示の翌日から選挙期日の

前日まで受け付けています。しかし、告示日

に立候補届のすべての書類を提出するため、

告示翌日と翌々日は公報がまだでき上がって

いないわけであります。ですから、少なくと

もこの２日間は候補者を選ぶ資料がないとい

うことになります。これは選挙制度そのもの

に対する意見として積極的に中央に述べてい

くという姿勢が大切かと思いますが、町の考

えをお伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 松岡裕司選挙管理委員

会書記長。 

〔選挙管理委員会書記長 松岡裕司君 登壇〕 

○選挙管理委員会書記長【松岡裕司君】 期

日前投票についてお答えします。 

 期日前投票は、選挙当日投票所へ行けない

選挙人の便宜を図るために、当日投票同様に

直接投票できる制度であります。議員言われ

るように、期日前投票開始時に選挙公報が印

刷できていない状況になっております。 

 この制度については、公職選挙法で定めら

れているものであり、広い議論が必要と考え

られます。このような実態については、県選

挙管理委員会及び委員研修等で申し述べたい

と考えております。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 投票率の低下がこれ

以上進みますと、町民は町政に対して関心が

ないというあらわれでもあり、信頼も得がた

く、議員も含め町としても大いに反省しなけ

ればならないのかなと、このように思います。 

 次の質問に移ります。 

 次に、企業誘致の現状とその進捗状況につ

いてお伺いをいたします。 

 企業誘致につきましては、八十出町長の強

い思い入れがあり、平成18年４月に企業立地

推進室を設置したり、副町長を民間から迎え

るなどして取り組んでいますが、今の段階で

はその成果が余り見られません。現在どのよ

うな段階にあるのかについて４点お伺いしま

すので、よろしくお願いをいたします。 

 アウトレットモール誘致についてお伺いを

いたします。 

 町は、北部地区開発の一環としてアウトレ

ットモールの誘致を計画し、運営会社である

チェルシージャパン株式会社と交渉を進めて

いました。ことし３月議会で町から運営会社

であるチェルシージャパンが北陸への出店は

しばらく時間を要するということだとお聞き

しました。 

 ところで、地域活性化に向けてアウトレッ

トモールを進めていた町があります。徳島県

の東みよし町という町でございます。ここは

四国４県庁所在地から100キロ前後に位置し

ており、高速道路網の中心である吉野川スマ

ートインターがあります。観光環境も充実し

ており、吉野川ハイウェイオアシスには年間

110万人が観光に訪れるという好条件の町で

あります。 

 この立地条件のよさから、町を挙げて四国

初の大型アウトレットモールの誘致に取り組

みましたが、実現できませんでした。その理
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由は発表はされておりませんのでよくわかり

ませんが、このような好条件であってさえ誘

致できなかったのであります。 

 これらから内灘町を見ますと、誘致場所未

定や道路網の整備がされていないこと、そし

て観光資源などからかなり厳しいと考えます。 

 運営会社は23年度からの５カ年計画の一つ

に入っていると言っていますが、前向きな姿

勢が感じられません。この計画が出てから３

年以上過ぎております。視点を変えてみるの

も一つの案と思いますが、町長は５月に金沢

医科大学でこの誘致を進めていると講演の中

で話しておられます。具体的にどのように進

めているのか、お伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 山田吉弘都市整備部担

当部長兼企業立地推進室長。 

〔都市整備部担当部長兼企業立地推進室長 山田吉弘君 登壇〕  

○都市整備部担当部長兼企業立地推進室長

【山田吉弘君】 能村議員のアウトレットモ

ールの誘致についてお答えいたします。 

 北陸地方に進出するアウトレットモールの

誘致については、現在も内灘町は候補地の一

つとして検討していただいております。新年

度に入り、運営会社にあいさつに行く旨連絡

をいたしましたが、大震災の影響で日程がと

れず、７月ごろにあいさつに伺う予定でござ

います。訪問の際は、運営会社の状況につい

ても伺ってまいりたいと考えております。 

 用地につきましては、市街地にまとまった

土地を確保できませんので、市街化調整区域

で考えております。市街化調整区域における

開発は、各種の法律で厳しく規制されていま

すので、それまでにできる限り関係各位と協

議を重ねて準備を進めてまいりたいと考えて

おります。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 それでは、町長にち

ょっとお伺いします。 

 市街化調整区域で考えておるというような

ことでございました。そうすると、白帆台よ

り北部地区というように考えてよろしいわけ

ですか。 

 また、調整区域を外すには県との話し合い

が必要やというようなことであります。県と

の話し合いというのはどのあたりまで進んで

いるのか、お伺いをいたします。 

 具体的な話もなかなかありません。せめて

方向性だけでもお伺いをいたしたいと思いま

す。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 能村議員の質問に

お答えしたいと思います。 

 なかなか前へ行かないというお話がござい

ました。現状を言いますとおっしゃるとおり

なんです。しかしながら、月ごとにあるいは

季節ごとにお邪魔をいたしまして、ごあいさ

つも含めて状況を把握するということをずっ

とやってきているわけであります。そのたび

に、内灘町につきましては候補地の一つとし

て考えているということが言われるわけでご

ざいまして、アウトレットの効果、このこと

を考えますと何としても誘致を成功させたい

という思いは変わらないわけであります。可

能性がある限り、その夢を追っていきたいと

思っているわけであります。 

 あわせて県との関係ということであります。

その話を具体的に詰める場合には、例えばア

ウトレット会社が進出する旨をきちんと受け

てからでないとそのことは難しいと、こんな

ふうに思っているわけでありますので、その

ことが現状の交渉の中で考えていくものと、

このように考えているわけであります。 

 ご案内のとおり、内灘町は大正年代、大正

14年に北陸の宝塚と言われました粟崎遊園が

つくられて、ある意味では一大パラダイスと

いうことでありました。残念ながら、戦争の

入る前に閉鎖してしまったというそんな歴史

もあるわけであります。そのときに多くの皆

さんを集客したと、こんなすばらしい事業を
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我々は受け継いでいるわけでありますので、

町活性化に向けてぜひともこの夢をつないで

いきたいと、このように思っているわけであ

りますので、よろしくご理解をいただきたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 先ほどの部長の答弁

で、７月ごろにあいさつに行くと述べられて

おられますわね。先ほど町長の話の中にも候

補地の一つということに挙げられておる、こ

のような話もありました。５カ年計画の内容

というのをもっとしっかり調べていただいて、

どれだけの候補地があってその中の一つに挙

げられているのか、そのあたりをはっきり聞

いてきていただいて、また今後知らせていた

だきたい、このように思います。 

 さらには、夢は大きいほどいいけれど、夢

ばかり見ておってもおなかが膨れるわけでな

いと、こういうようなこともやっぱり肝に銘

じておかなならんがでないかなと。 

 平成18年から担当部署をつくって担当者が

その都度かわっていくというようなことでは、

なかなか相手方もしっかりした交渉ができな

いんじゃないかなと、こんなふうに考えます

が、そのあたりどうなんでしょうかね。 

○議長【夷藤満君】 蓑外史男副町長。 

   〔副町長 蓑外史男君 登壇〕 

○副町長【蓑外史男君】 ただいまの能村議

員のご質問にお答えします。 

 まず、企業立地推進室の組織でございます

が、平成18年につくりまして、これはアウト

レットの誘致を目的とした組織ということで

はなくて、町全体の企業誘致を担当してきて

おります。 

 実際には、直接的な成果にはつながってお

りませんが、今いろいろとこの町に関心があ

って、進出の意向を示している業者も少し出

てまいりましたので、今後の成果にぜひ期待

をしていただきたいというふうに思います。 

 担当者がかわっているということでござい

ますが、直接相手との交渉の中で担当者がこ

ろころというふうなかわり方を相手に見せて

いる状態ではありません。たまたま前年度と

今年度については明らかに担当者がかわりま

したので、そこは必要な相手に対して直接ご

あいさつに行き、引き継ぎもちゃんと行って

いる状況でございます。 

 それと、今名前の出ましたアウトレットの

業者の５カ年計画ということでございますが、

これは５年のうち、平成22年度からですか、

５年のうちに、現在その業者は日本の中で８

カ所のアウトレットを経営しております。５

年のうちに10カ所にしたいという計画でござ

います。 

 そのうちの残り２カ所になりますが、その

１カ所は場所が確定しております。残りの１

カ所の場所を今探しているというところの中

で、北陸が一つ候補として挙がっております。

北陸だけではないです。北陸と、ちょっと確

認はまだ正確ではないんですが、もう１カ所

ほど大きな範囲で場所を見ているというふう

に伺っております。 

 北陸の中では明らかに内灘町は一つの候補

だというふうなことを伝え聞いておりますの

で、今度７月にはお会いできると思いますの

で、行って、議員おっしゃるとおり正確に確

かめてまいりたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 期待をしてよろしい

ような、そんな答弁でした。 

 次に、企業誘致の現状とその進捗状況につ

いてお伺いいたします。 

 企業誘致につきましては、先ほど八十出町

長にしっかり話を伺うことができました。 

 さらに、次に白帆台の商業施設についてお

伺いをいたします。 

 町は、平成21年８月、内灘町北部地区土地

区画整理組合が解散するに当たり、保留地の
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買い取り要望を受け、白帆台商業施設用地１

万5,300平方メートルを取得いたしました。そ

の理由は、個人消費が冷え込んでいるので町

が用地を確保し貸し出すことで民間事業者の

進出しやすい環境をつくると説明をされてい

ます。 

 また、町としてここでの企業誘致を早める

ことが町全体のにぎわいを生み出す重要なか

ぎととらえているとも説明しています。 

 そして、９月にコンビニ大手であるセブン

－イレブンと賃貸の覚書を交わし、12月から

コンビニエンスストアが開業されています。

しかし、この賃貸面積はわずか全体の15％に

すぎません。残地85％、１万3,000平方メート

ルは、３年になろうとしていますがいまだに

企業進出の話がないように見受けられますが、

この点どのようになっているのか、お伺いを

いたします。 

○議長【夷藤満君】 山田吉弘都市整備部担

当部長兼企業立地推進室長。 

〔都市整備部担当部長兼企業立地推進室長 山田吉弘君 登壇〕  

○都市整備部担当部長兼企業立地推進室長

【山田吉弘君】 白帆台の商業施設について

お答えいたします。 

 平成23年、ことしの３月議会でお示ししま

したとおり、白帆台の商業施設については食

品スーパーを中心にサービス業などの施設を

セットした誘致を進める考えであります。そ

のため、内灘町と石川県住宅供給公社がそれ

ぞれ県内食品スーパーとの交渉を続けてまい

りました。しかしながら、現状では誘致に至

ってないということです。 

 ただ、白帆台につきましては、平成21年度

から町が行っています定住促進策の影響もあ

り、本年４月末の人口は1,056人、世帯数332

世帯となっております。平成21年３月末と比

較いたしましても397人、137世帯増加してい

ることになります。この状況は、商業施設の

誘致にも有利なものであると思われますので、

引き続き地元スーパーを中心に接触を続けて

まいりたいと考えております。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 頑張っていただきた

いと思います。 

 次に、ちょっとタイトルを変更いたしまし

て、中身は一緒ですが、国際ペット専門学校

についてお伺いをいたします。 

 白帆台北部の企業誘致について、県内数カ

所で専門学校を開校している学校法人国際ビ

ジネス学院が当地での学園都市構想を計画し

ておりました。しかし、事情により、ここで

の計画を断念したという経緯がございます。 

 その後、昨年10月、同法人が当町の商業ゾ

ーン、コンフォモール内灘の一部で国際ペッ

ト専門学校を開校するという計画を発表いた

しました。平成24年４月の開校を目指し、学

生数400人で専門学校としては国内最大級に

なると予想されます。開校されれば、内灘町

としては町の活性化や北陸鉄道の浅野川線の

利用促進にもつながるということで大変期待

を寄せているわけでございますが、ことし４

月中には全体構想ができると伺っております。

その後の進捗状況をお伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 山田吉弘都市整備部担

当部長兼企業立地推進室長。 

〔都市整備部担当部長兼企業立地推進室長 山田吉弘君 登壇〕  

○都市整備部担当部長兼企業立地推進室長

【山田吉弘君】 専門学校の関係についてお

答えいたします。 

 コンフォモール内灘のＣゾーンでの国際ビ

ジネス学院の当初計画では、同法人の国際ペ

ット専門学校を含めた専門学校を集積いたし

まして、平成24年春の開業を目指すものであ

りまして、町としても支援をしていきたいと

考えておりました。 

 その後、所有者のゲオエステートと事業者

が協議を重ね、賃料についてはおおむね合意

に達したと聞いております。しかしながら、

現状の学院側の計画では、国際ペット専門学

校の進出のみ決定しておりまして、それ以外
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は未確定で、全体構想もまだ決まっておりま

せん。４月からちょっとおくれているという

ことです。 

 開校予定も平成25年４月となり、当初より

１年おくれております。25年４月開業するた

めには、事業者は本年９月ごろまでに結論を

出す必要があると言っております。事業者の

最終的な全体構想が決まり次第、その内容を

議会にお示ししまして、町の対応についてご

相談したいと考えております。 

 以上です。 

○９番【能村憲治君】 それでは４点目、最

後の質問になります。ほのぼの湯と福祉セン

ターの跡地利用についてお伺いをいたします。 

 現在の福祉センターほのぼの湯は、耐震基

準を満たしていないということから、総合公

園の温水プールとサイクリングターミナルの

間に移転新築することになっています。今年

度に設計に入り、24年度、工事に着工する予

定となっております。また、福祉センター本

館は耐震基準を満たしていないということか

ら２年前から休館になっています。 

 これらすべて含めた跡地利用について、21

年６月議会に町から観光ゾーンや観光資源と

位置づけた地区計画、また市街化区域に編入

し用途地域を指定する方法などがあると聞い

ておりますが、現在どのような方向で進んで

いるのか、その進捗状況をお聞きをいたしま

す。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの能村議

員の質問にお答えしたいと思います。 

 福祉センターの関係で言いますと、今議員

おっしゃったとおりでありまして、耐震上強

度不足ということで、それも補強と設備改修

に多額の費用がかかるということでありまし

て、平成20年度に閉鎖をしたわけでございま

して、また、ほのぼの湯につきましても耐震

上問題があるということで、今議員おっしゃ

いましたようにプールとターミナルの間で建

設するということで、この23年度、24年度に

かけて設計、建築ということを目指している

ところでございます。 

 あと、福祉センターの跡地でありますが、

市街化調整区域でありまして、建築行為には

厳しい規制がかけられているところでござい

ます。 

 一方で、平成10年に策定をいたしました都

市計画マスタープランの改定作業も現在進め

ておりまして、その中で当該用地を含めた総

合公園周辺の土地利用を観光レクリエーショ

ンの拠点ゾーンとして位置づけているわけで

ございます。 

 具体的な福祉センターの跡地利用につきま

しては、土地利用を踏まえながら、そして町

民の皆さんのニーズも勘案して、さらに新幹

線金沢開業に向けて議会の皆さんとも協議を

重ねていきたいというふうに思っているとこ

ろでございます。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 温泉施設は遅くとも

25年度には移転ができるとこういうことで、

まだ新幹線開業というのはそのまた１年後。

すると、その間に解体して更地にするという

ようなことでございました。 

 温泉施設を移すだけでかれこれ３年近くか

かると。２年から３年かかるというようなこ

とから、今その移してしまってから後のこと

を考えるというのではかなり時間的にも遅い

のじゃないかなと、こういうふうに考えるわ

けでございます。 

 さらには、今の調整区域の中で何が建てら

れるのか、調整区域を外すまでにどれだけの

時間がかかるのか、そのあたりもおおむねど

んなものなのか。さらには、建物は考えてい

ないということで公園のゾーンにしていこう

ということで今話あったと思いますが、建物

を考えないということも資料の中に入ってい

るのかどうか、そのあたりもちょっと聞きた
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いんです。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 今ほどの質問にお

答えしたいと思います。 

 建物を考えていないということをおっしゃ

いましたけれども、建物を考えているんです。

福祉センターにいたほのぼの湯を移転新築し

て、その後、福祉センター全体を解体をする。

そして、民間の手法で宿泊施設を建てて建設

してもらうという、こんな大きな枠での目標

を持っているわけであります。そのときにど

んな手法がいち早くそのことができるかとい

うことを今議論している最中でありまして、

もちろん議員の皆さんとも集中しながら、議

論をしながら進めていかないかんということ

でありますが。 

 例えば市街化調整区域、今のままで民間の

皆さんに建築してほしいということでも、こ

れは建築できないということでありますので、

全体を公園用地とした上で、その公園を利用

される方が宿泊する施設ということで建築す

るということであれば民間も可能ということ

でありますし、今のまま福祉センターとして

新たに建設するということであれば、町がも

ちろん事業主体ということになるんですが、

その場合にはいち早く手がけることができる

というときに、私たちの今の財源不足の中で

可能かどうかといえば極めて難しいというこ

ともあります。民間手法も取り入れたＰＦＩ

方式もあるわけでございますが、その辺も含

めて今内部で議論している最中でありますの

で、その経過の中でも皆さんのご意見をいた

だいて決め合っていければと、このように思

っているところでございまして、先ほど能村

議員おっしゃいましたように公園ということ

ではないんです。そこには跡地には宿泊施設

を主に考えているということをご理解いただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 内灘町には宿泊施設

が極端に少ないというような現状もあります。

また、ぜひそのあたり早急な青写真というん

ですか、出していただければありがたいと、

このように思います。 

 以上で私の質問は終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長【夷藤満君】 ５番、川口正己議員。 

   〔５番 川口正己君 登壇〕 

○５番【川口正己君】 おはようございます。 

 議席番号５番、川口正己でございます。 

 傍聴の皆様、傍聴まことにありがとうござ

います。 

 質問に先立ちまして、東日本大震災でとう

とい命を失われました犠牲者を悼み、また、

いまだ行方がわからない方々の安否が一日も

早く判明することをお祈り申し上げます。そ

して、原発事故で被害に遭われました方々を

含めまして、被災されたすべての被災者に心

よりお見舞いを申し上げます。 

 大震災との戦いは現在も続いており、被災

地の復興、原発事故の収束、そして日本の再

生が緊急の課題であります。しかし、震災が

起きてから既に３カ月も過ぎようとしている

のに、菅直人首相率いる民主党政権は何ら有

効な手だてをとれておりません。 

 大震災からの復興、原発事故への対応、円

高対策を初めとする経済対策などすべてに対

して後手に回り、このままでは日本国そのも

のが他の先進国から大きくおくれをとってし

まうのではないかと危惧しております。一日

も早く菅総理に退陣していただき、新しい首

相のもとで大連立を組み、挙国一致体制を整

えていただきたいと願っております。 

 また、先般行われました統一地方選挙にお

いては、町民の皆様の温かいご支援をいただ

きまして、再び議会の壇上に立つことができ

ました。心より御礼申し上げるとともに、町

勢発展のために全身全霊をささげる覚悟でご
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ざいます。 

 前置きが少々長くなりましたが、早速質問

に入らさせていただきます。 

 まず最初の質問は、緑台保育所の跡地利用

についてでございます。 

 現在、我が町でも核家族化がますます進み、

新興住宅地だけでなく、旧の在所でもお年寄

りだけの家庭やお年寄り一人だけで住まいさ

れている家庭が多くなっております。このよ

うな中、近所同士のつき合いも希薄化されつ

つあると聞いております。 

 また、子供たちも友達同士で遊ぶにしても

屋内でテレビゲームをして遊ぶなど私たちの

小さかったころと比べましても大きな違いが

あり、年代を超えて遊ぶ、遊んでもらうとい

うことがない。周り近所の年配者たちとしゃ

べったこともない子がいると聞いております。 

 このような人間関係の希薄化は全国的なも

のであり、団塊の世代が高齢化したときや少

子・高齢化が進む我が国ではますます進んで

いくのではないかと言われております。 

 そこで、旧緑台保育所を高齢者や児童のコ

ミュニティセンターとして活用してはいかが

でしょうか。 

 昭和47年に開所しました緑台保育所は、緑

台地区の子供たちを中心に千鳥台などの子供

たちも受け入れにぎわい、子供たちや地域の

人たちに大変親しまれておりました。そして、

惜しまれつつもことしの３月に保育所として

の役割を終えたわけでございます。 

 この旧緑台保育所ならば大小の部屋に分か

れており、同じ趣味を持つ人々が集まること

ができ、また多くの高齢者が子供たちと触れ

合う機会がふえるのではないでしょうか。 

 この場所はコミュニティバスの路線区域の

ため、時間はかかりますがいろいろな区域か

ら訪れることができます。管理運営は向粟崎

３丁目にある少年の家を参考に地域住民の

方々やボランティアの方に任せれば、それほ

ど町の負担も大きくないのではないかと考え

ております。 

 団塊の世代の方々も定年を迎えつつある中、

これからもっと高齢化が進むであろう町のモ

デル事業としてこの旧緑台保育所を活用して

みてはいかがでしょうか。執行部のご見解を

お聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 川口議員の質問に

お答えしたいと思います。 

 今ほどもありましたように、緑台保育所の

跡地利用ということであります。 

 昨年11月ごろに緑台町会の皆さんが、緑台

保育所跡地利用につきまして高齢者が安心し

て暮らせる町会を目指すと。そのために高齢

者・児童コミュニティセンターの提案という

ことで私たちにお示しをいただきました。 

 この提案でございますが、高齢者・児童の

交流を目的にしたものでありますが、これは

当町が今年度から取り組み始めました無縁社

会による町民の孤立を予防するための世代間

交流事業など高齢化社会の抱えています諸課

題を解決することにより、人間中心の新たな

価値を創造する、いわゆるプラチナ構想にも

つながる事業であります。 

 内灘町も過去の団地造成によりまして団塊

世代等同年代が急激に増加したこともあり、

現在の高齢化率が19％でありますが、それは

25年後には24％になるというふうに言われて

いるとおりであります。このように急激に増

加することが予想されるわけでございます。 

 一方、高齢者の単身世帯の増加によります

独居老人問題も大きな課題になるということ

も予想されるわけでございます。 

 このため、地域での人と人とのつながりを

大切にし、互いに見守り助け合う社会の仕組

みづくりが今大事だと、このように考えてい

るところでございます。今後、地域や世代間

の交流を促進しまして、地域コミュニティを

活性化し、健康で生きがいを持ち安心して暮
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らせる社会の構築が内灘町の重要な課題とな

っていると思っているところでございます。

その構想の具体化に向けまして、今ほどの緑

台町会のご提案も大いに参考にしながら、議

会や町民の皆さんのご意見も伺って検討して

まいりたいと、このように思っているわけで

ありますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○議長【夷藤満君】 川口議員。 

○５番【川口正己君】 何とぞ、この内灘か

ら無縁社会というものをなくすように、ぜひ

とも町当局にも頑張っていただきたいと思い

ます。 

 それでは、次の質問に入ります。 

 町道についてでございますが、西荒屋小学

校の北側に今から七、八年前に西荒屋の区が

独自に宅地造成した場所がございます。その

造成地の半分には既に区画が埋まり、新しい

家が10軒ほど建っておりますが、なぜかその

半分のほうの道路が町道認定されているにも

かかわらず舗装もされておらず、また上下水

道も通っておりません。そのため、その半分

の区画にはまだ一軒の家も建っておりません。 

 ここに家を建てようとしている地権者の方

に話を伺うと、もともと町道は斜面の中腹を

走っており、その町道をおろすときに自分の

土地の半分と交換したと聞いております。ま

た、こんなことなら土地を交換しなければよ

かったとも言っておりました。 

 町の最大の使命は町民の生命、財産を守る

ことだと思っておりますが、なぜこのような

事態になっているのか、執行部の見解をお聞

きいたします。 

○議長【夷藤満君】 中西昭夫都市整備部長。 

   〔都市整備部長 中西昭夫君 登壇〕 

○都市整備部部長【中西昭夫君】 西荒屋地

区の町道のご質問についてお答えいたします。 

 ご指摘の道路につきましては、西荒屋区の

要望に基づきまして平成15年に町道認定を行

っております。その際、それぞれの地権者か

ら道路用地の提供を受けております。その際、

町と西荒屋区におきまして道路整備に関する

覚書を締結しております。 

 一昨年、その中の１名の地権者より住宅を

建築したいという申し出がありました。町と

いたしましては、当時の覚書がありますが、

住環境の整備に向けまして関係各位と協議し

てまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 川口議員。 

○５番【川口正己君】 その同意書があると

いうのは私も聞いておりますが、そして見ま

したが、今ここに家を建てようとしている人

やとか、町道認定されているにもかかわらず

舗装がされていない場所の地権者の方々は、

その同意書をとることに、当時の区長さんが

その同意書を町と同意を結ぶことについて、

その地権者は同意はしてないです。 

 だから、ちょっと言い方悪いですけれども、

当時の区長さんと当時の町長さんとの間で交

わされた同意書であって、地権者は全くその

同意書があることすらも知らなかったんです。

だから、その同意書があるからというもとで

その一画だけ、町道認定をしておるにもかか

わらず、半分の舗装されておるところは西荒

屋の区が分譲して、区が売り出した地面であ

りますから、舗装も下水もすぐ通してあたっ

たんやろうと思いますけれども、片一方のほ

うはもともとの地権者のほうの方が持ってお

る土地のほうには舗装をかけんというのは、

どう見ても、言葉ちょっとあれですけれども

片手落ちというか、と思いますけれども、部

長の見解をお願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 中西昭夫都市整備部長。 

   〔都市整備部長 中西昭夫君 登壇〕 

○都市整備部部長【中西昭夫君】 先ほども

申し上げましたように、当時の覚書は当時の

いきさつとしてあるんですけれども、住民の

生活環境とか住環境、そういったもの、定住

促進とか踏まえまして、今後関係各位と協議、
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覚書がありますので協議いたしまして、前に

向くように協議しながら、また議会とも相談

しながら進めていきたいと、そのように考え

ております。 

○議長【夷藤満君】 川口議員。 

○５番【川口正己君】 何とぞ前向きに、ぜ

ひともその地権者の方が今息子さんのために

そこに家を建てようとしているわけでござい

ますから、その息子さんがここに家建てれん

がやったら金沢行くわと言ったらもとのもく

あみにもなりますもので、ぜひともよろしく

お願いいたします。 

 次の質問に入ります。 

 内灘駅からアカシア公民館に向かい、その

左側にあるアカシア２丁目の住宅地の町道が

車で入っていくと袋小路になっております。

これは今さらのことではなく、アカシア団地

が宅地造成された五十数年前からですが、こ

こにある家を訪れた人たちが車で入っていく

と、道路幅も狭いため帰りはバックで出てこ

なければいけません。昔ならいざ知らず、現

在のような車社会の中、このような不便を解

消することはできないものでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 中西昭夫都市整備部長。 

   〔都市整備部長 中西昭夫君 登壇〕 

○都市整備部部長【中西昭夫君】 アカシア

地区の町道に関するご質問にお答えいたしま

す。 

 アカシア団地は、内灘町における最初の住

宅団地として昭和35年に石川県住宅供給公社

によりまして整備されました。当時は県内で

も最先端のモダンな住宅団地でありましたが、

現在のような車社会ではなかったため、ほと

んどの道路の幅が４メーターで整備されてお

ります。 

 アカシア２丁目の一部の道路では、車で通

行しようといたしますと袋小路になっている

ところがあります。ただ、その突き当たりに

は大通りパークという緑あふれる公園が整備

されておりまして、それに沿うように約２メ

ーターほどの歩行者通路が整備されておりま

す。その歩行者通路を使えば災害時における

避難路としてなるような、そんな状況となっ

ております。 

 議員指摘のように不便な点があると思いま

すが、それを解消するにはさまざまな課題が

あり、今後検討したいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 今のアカシア団地のあ

の場所だけが内灘で唯一車が回れないところ

でございますから、多分、今までもそこに住

んでいる方、特に先ほど能村議員の質問にも

ありましたが、アカシア団地は特に高齢者が

多いもので、救急車とかの要請があったとき

にやはり不便があると思いますので、何とぞ

どうにかして何か１カ所だけでも２カ所だけ

でも車が回れるように、よろしくお願いいた

します。 

 以上で私からの質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長【夷藤満君】 ６番、藤井良信議員。 

   〔６番 藤井良信君 登壇〕 

○６番【藤井良信君】 本日早朝より傍聴の

皆様方、長時間にわたりまことにありがとう

ございます。 

 議席６番、公明党、藤井良信。 

 平成23年第２回内灘町議会定例会におきま

して、町政一般質問を行います。 

 私のほうからは、一問一答方式といたしま

す。 

 最初に、このたびの東日本大震災では、地

震と津波と原発事故の３つの大災害が重なり、

甚大な被害がもたらされました。ここで被災

されました方々に心からお見舞いを申し上げ

ます。 

 そして、今、新たな危機として考えられる

ことは、感染症対策であります。現地では今

のところ避難所での衛生改善までが精いっぱ

いであり、被災地全体の対策は県レベルでの

権限では難しいとのことです。政治が弱体化
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すると感染症が蔓延するとは昔からの言い伝

えでございますが、今、国民の目は第２次補

正予算での国がすべき対策に注がれていると

ころでございます。 

 このたびの震災被害では、国からの補償が

１軒全壊でわずか300万円。また、遠く離れた

仮設住宅に入居しても食費が支給されない。

避難所にとどまれば食費は支給されるとのこ

とです。家にあった財産をすべて失い、所得

も蓄えもない方には、今国からの特別の支援

をと同じ国民の一人として願うところでござ

います。 

 加えて、大災害後の自殺の急増への対応が

急務であるとも言われておりますが、一方、

避難所生活では女性の目線からのサポートと

してエリアごとで女性リーダー会議を行い、

男性の気がつかない要望などを吸い上げて避

難所での全体会議で代弁していくことの現場

での知恵が生かされているとの明るい報道も

ございました。 

 そして、これら大災害の発生時におきまし

ては、行政の素早い対応が被災者支援並びに

復旧、復興には不可欠であります。被災地で

は地方自治体の行政機能が麻痺した地域も多

くありましたが、災害時での崩壊した行政組

織とどう向き合うのか、復旧、復興政策をど

う考えていくのか。 

 大切なことは被災された多くの方々の暮ら

しそのものであり、仕事や地域のつながりで

あります。国のこれまでの公共工事優先主義

から、人々をつなぎ互いに励ましてきた地域

文化の継承と社会での連帯意識の再構築、そ

して新しい文化創造へ向けての町の取り組み

がこれからは大事になってくるように思いま

す。 

 ここで３・11大震災を経て、政治も経済も

まことに不安定な状況の中での今年度町政の

取り組みとなりますが、ここでこれらの点か

ら質問をしたいと思いますので、行政執行部

におかれましては何とぞ的確な答弁をよろし

くお願いいたします。 

 そこで、ＮＰＯ法人環境・災害対策研究所

の中村八郎氏は、「東日本大震災で明らかに

なった防災上の問題と自治体防災の方向性」

と題して講演をされております。 

 その中では、平成７年に制定された地域防

災特別措置法が効果的に機能していない点を

挙げております。また、地域防災計画では、

第２次、第３次以降の５カ年計画での整備状

況は総務省での全国調査が実施されていない

ことや、内閣府でさえ進捗状況を把握してい

ないことを指摘しております。 

 また、市町村の地域防災計画においては、

被害想定は数字的な算定がされていないこと

が多く、数字的な算定がされていなければ意

味がないと断可しております。 

 そういったことから、ここでお伺いします。

本町における内灘町地域防災計画は、平成20

年７月の大野川はんらんや近年の異常気象か

らの災害を受けて全面見直しが進められ、平

成22年３月30日に修正が行われております。

このたびの想定外に及ぶ大地震の経験から、

町の地域防災計画では震災対策編など見直し

の検討が必要であると思います。町ではどの

ようにお考えでしょうか、できれば具体的に

お答えください。よろしくお願いします。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 藤井議員の防災計

画の見直しについてお答えをしたいと思いま

す。 

 今ほども議員おっしゃいましたように、平

成20年７月の金沢市湯涌地区を襲った集中豪

雨ということによりまして浅野川がはんらん

し、多くの床上床下浸水の被害をもたらしま

した。本町におきましても浅野川の下流に当

たります大野川が増水いたしまして、あわや

堤防決壊かという、そんな危機的な状況まで

いったわけでありますが、地元の皆さんや消

防の皆さんも含めたお力で何とか持ちこたえ
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たわけでございますが、それにしても13棟の

浸水があったわけでございます。 

 また、平成19年８月20日に本町を襲った集

中豪雨におきましても、降り始めから80分の

間に総雨量100ミリという記録的な降雨とな

りまして、この際にも54棟の浸水被害があっ

たわけでございます。 

 これらの災害を受けまして、今ほど議員お

っしゃいましたように町地域防災計画の修正

作業に着手をし、平成22年の３月に現行の町

地域防災計画が完成したわけでございます。 

 今回の東日本大震災の未曾有の災害を受け

まして、地震対策に関する計画部分の大幅な

見直しが必要でありまして、特に津波に対す

る計画の充実が必要であると思われるわけで

ございます。 

 現在、町独自に情報の収集を行い、町地域

防災計画の内容が不十分と思われる計画項目

及び未着手になっています計画などを洗い出

すなどの点検作業を進めている最中でござい

ます。 

 しかしながら、町地域防災計画の修正は災

害対策基本法の中で国の防災基本計画に基づ

かなければならないことと、加えて県の地域

防災計画に沿った計画とすることが規定をさ

れているわけでございます。そんな意味で、

見直しについては既に見直し作業に着手をい

たしました国の基本計画と県の防災計画の修

正内容を踏まえて、できるだけ早く修正を行

いたいと思っているところでございます。 

 なお、町民の皆様におかれましては、昨年

10月に全世帯に配布をさせていただきました

防災マップをいま一度ご確認をいただきまし

て、災害に対する備えとして活用していただ

ければ幸いだと思っています。 

 私からは以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 できるだけ早くとい

うことでございましたので、よろしくお願い

したいと思います。 

 次に、町の防災計画における恒久的な基本

計画であるところの内灘町地域防災計画の修

正では、毎年検討を加え、今ほど町長からも

話がありました実地調査なんかもされて修正

をされることとなるわけでございますが、こ

こで町の防災会議の充実という観点からお伺

いしたいと思います。 

 会議そのものが形骸化していないか、また

現場への調査活動は行われているのか、また

会議の運営形態なども気になるところでござ

います。 

 あわせて、情報の共有ということからお尋

ねをしたいと思いますが、防災会議での現在

の検討内容や重点課題はどのようなものがあ

りますか、もう一度お示しください。 

○議長【夷藤満君】 出川常俊総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 防災会議は、災

害対策基本法において設置が定められており

まして、同法並びに内灘町防災会議条例にて

地域防災計画の作成及びその実施の推進や、

災害が発生した場合において情報を収集する

こととしております。 

 今回の東日本大震災の災害の特徴といたし

まして、津波による被害が甚大であったこと、

被災地域が広大であったこと、中長期的な災

害対応が必要とされていることが特徴として

挙げられています。 

 国の防災基本計画の修正にかかわる情報を

収集しまして防災会議を開催し、津波による

避難対策等について協議をしていただき、本

町の防災計画に反映させていきたいと、そう

思っています。 

○６番【藤井良信君】 また、町民主体のま

ちづくりという観点からは、今、都市計画で

さえ町民参加が叫ばれるような時代となって

まいりました。そこで町の防災会議では町民

の代表参加は検討されるべき課題であると思

いますが、町ではどのようにお考えでしょう

か。 
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○議長【夷藤満君】 出川常俊総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 平成21年４月に

本条例の改正を行っておりまして、防災会議

の委員構成を見直しをしてございます。この

見直しの中で町民からの意見を取り入れるこ

とを目的にいたしまして、町会区長会、女性

団体連絡協議会、そして防災士連絡会の代表

を委員として加えると、そういう条例改正を

行っております。 

 また、石川県の機関として土木事務所及び

保健福祉センターの職員、ライフラインの機

関といたしまして通信事業者、電力会社、公

共交通機関、ガス供給事業者の職員、医療機

関の医師や職員も委員として加え、専門的な

立場の意見も加えまして、町の防災対策に反

映させてきているところでございます。 

 今後ともその方向で運営していきたい、そ

う考えています。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 町民の代表参加がも

う既に条例に基づいて実施されているという

ことでございます。 

 次に、これらの大災害に備えて、私のほう

から被災者支援システムの導入についてお伺

いしたいと思います。 

 95年の阪神・淡路大震災を機に、兵庫県西

宮市が独自で開発したこの被災者支援システ

ムは、被災者証明の発行に迅速な対応ができ、

また救援物資の管理、義援金の交付などの業

務も速やかに行えるとのことです。2005年に

は総務省所管の財団法人地方自治センターが

この被災者支援システムを地方公共団体業務

用ライブラリに登録し、2009年には全国の地

方公共団体にこの同システムのＣＤ－ＲＯＭ

が配布されているとのことです。 

 全国の地方公共団体が無償でこの被災者支

援システムを入手でき、災害時の緊急対応や

仮に役場が災害に遭った場合でも被災者支援

に関する必要な情報のバックアップが可能と

なってまいります。 

 ここで、このシステムの登録に向けた積極

的な取り組みをお願いしたいところですけれ

ども、町でのこの被災者支援システムに関す

る検討調査、準備状況はいかがでしょうか、

お示しください。 

○議長【夷藤満君】 出川常俊総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 兵庫県西宮市が

開発いたしました同システムは、阪神・淡路

大震災の混乱の中、市の職員みずからが開発

しまして無償で配布されているソフトウエア

を多く使用した安価に導入できるシステムで

あります。また、西宮市が災害時にシステム

を稼働させまして、問題点などの改修を加え、

実践で使用したシステムで、高く評価できる

ものであります。 

 平成21年12月にシステムの配布元でありま

す財団法人地方自治情報センターに利用許可

申請を行い許可をいただいております。そし

て、この許可により使用可能となる同センタ

ーのデモサイトにてシステムの動作について

も確認をいたしております。 

 今後は、機器並びに設定作業にかかわる費

用の精査などを行い、速やかな導入を図って

いきたい、そう考えています。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 話がちょっと難しい

ので意図するところがはっきりわからなかっ

たんですけれども、既に導入されているとい

うことですか。登録はしたけれど、実際設備

機器が充実してないので機能はしていないと、

こういうことなんでしょうか、ちょっとお伺

いします。 

○議長【夷藤満君】 出川常俊総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 利用許可申請を

行いまして、そのソフトウエアの利用するこ

との許可はいただいております。その情報量

は専用サーバーを導入して可能ということに
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なりますので、その専用サーバーの機器並び

に設定作業に係る費用を予算化して早急に導

入を図っていきたいと、そう考えています。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 早急に導入を図って

いきたいということで理解したいと思います。 

 ちょうどきのうの北國新聞に、志賀町が何

か被災者支援システム、この制度ですけれど

も導入しますという新聞記事がちょうど載っ

ておったものですから、ちょっと一歩出おく

れたかなという感がしないわけでもないです

けれども、また執行部のほうにはよろしくお

願いしたいと思います。 

 また、住民の生活再建に向けてなくてはな

らないものといたしましては罹災者証明とい

うのがございます。仮に本町で罹災証明を発

行するときには、住民基本台帳と家屋台帳、

そして被災状況などの新たに作成した調査結

果のこの３つのデータを突き合わせる作業が

必要となってまいります。こういったことは、

今回の災害を通じて、テレビを通じて大変住

民の方は待たされて困っているというお話も

皆さんご存じかと思いますけれども、現状で

の独立した３つの確認作業に手間取り、被災

者を長時間待たせると、こういう負担を強い

るようになるわけでございますけれども、こ

ういった被災者システムではそれらの情報が

一本化されるということ、こういったメリッ

トがあるということでございます。 

 また、被災地から石川県に今回避難してき

ている方々の数というのは大体600名ぐらい

というふうに聞いておるわけなんですけれど

も、原発事故も含めて被災地の自治体では全

国へ避難した方々の住所確認などの情報管理

も今回のこのシステムの導入で可能となって

まいります。ここは住民本位の行政サービス

が提供されるようにということでございます

ので、ぜひとも町の取り組みを速やかにお願

いしたいと思います。 

 次に、このたびの大震災を機に平時からの

防災対策として今注目されているのが事業継

続計画（ＢＣＰ）であります。地震や水害、

新型インフルエンザの大流行など大規模な災

害や不測の事態が発生したとき、企業や自治

体が早期復旧のために組織内での役割分担や

連携業務の組み立てが速やかにできるよう、

事業が継続できる体制を整えるための計画策

定であります。 

 そして、このＢＣＰ策定では、これまでの

定性的な議論のもとでのマニュアル作成であ

ったものから、定量的な分析による検証に基

づいた見直しで計画の改善がされるべきであ

るとあります。 

 例えば、被害を考慮してもこの体制なら一

定以上の本部機能の維持が期待できるとか、

現状ではここまでの体制しかとれないなどと

の個別の項目に対しても質的な評価が期待さ

れてくるわけでございます。また、職員の迅

速かつ効果的な対応のためのシステム化がこ

こでは構築されてくると言われております。 

 今後さらに民間企業でもＢＣＰ策定がより

推進されていくことが考えられ、災害時での

相互支援や産官連携協定の拡大にもその効果

が確認をされているとのことです。 

 そこでお伺いをいたしますが、町でのこの

事業継続計画（ＢＣＰ）策定につきまして、

町のお考えはいかがでしょうか、お答えくだ

さい。 

○議長【夷藤満君】 出川常俊総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 事業継続計画に

つきましては、内灘町においては平成21年11

月30日に新型インフルエンザ対応の計画を策

定をしております。 

 質問の地震発生時の計画につきましては、

本町のインフルエンザ対応の計画も参考にし

ながら、災害時の応急業務と優先すべき通常

業務を洗い出しまして、その優先度、また必

要な資材並びに人材などを整理し、効率的な

運用を図る計画の策定に向けまして町の防災
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計画の修正とあわせて準備を進めたいと、そ

う考えています。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 また、同じく中小企

業庁では企業に対して災害時での運用指針を

定め、事業の継続あるいは早期復旧を可能に

するための方法や手段をあらかじめ取り決め

ておくことを促しております。 

 そこで、民間中小企業へのＢＣＰ普及の取

り組みとして、町でセミナーの開催などのお

考えについてはどうでしょうか、お示しくだ

さい。 

○議長【夷藤満君】 山田吉弘都市整備部担

当部長兼企業立地推進室長。 

〔都市整備部担当部長兼企業立地推進室長 山田吉弘君 登壇〕  

○都市整備部担当部長兼企業立地推進室長

【山田吉弘君】 民間企業へのＢＣＰ普及の

ための取り組みについてお答えいたします。 

 今回の東日本大震災のような未曾有の災害

によりまして民間企業の事業が中断すること

は、企業にとっても町にとりましても大きな

損失になるものであります。 

 事業中断に備えます事前の対策や不測の事

態が発生した場合の対処方法については、事

業の対応等も含めまして事前に考えておく必

要があります。 

 まずはＢＣＰの事例や効果等について、中

小企業庁などの資料をまず調査研究をするこ

とが大切だと思います。各事業所における防

災対策も含めて、これらについて商工会の行

います経営改善普及事業に組み入れることは

できないかなど、その普及策についても今後

町商工会と協議していきたいというふうに考

えております。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 いま一つ、何かＢＣ

Ｐに対する理解がぴしっと来てないなという

感じがどうもしないでもないんですけれども、

ここで大事なことを見落としてはならないと

思うんですね。というのは、２市２町の広域

を視野に入れて、内灘町が中心となってこの

ＢＣＰセミナーを開催していくことで企業間

交流や産官連携の交流を図っていくと、そう

いったことから町の雇用対策や新しい産業創

出の可能性も予感されるわけでございますの

で、そういった意味から、こういったことは

町の実行力、企画力ということが当然要請さ

れてくることとなってまいりますけれども、

とにかく前向きの検討をぜひともよろしくお

願いしたいと思うんです。 

 ＢＣＰに関する専門家の先生をお招きする

とか、かなりちょっとやっぱり難しい話らし

いんですよね。そういった普及も兼ねてお願

いしたいと思います。 

 次に、公立学校の防災機能の向上について

お伺いします。 

 このたびの震災を初め、過去の大規模地震

の際にも学校施設は多くの住民を受け入れ、

避難所として活用されてきたことは、テレビ、

報道などを通じて多くの事例が紹介されてお

ります。応急的な避難所としての役割を担う

ことから、学校施設では耐震性の確保だけで

なく、食料、生活必需品などが提供できるよ

う必要物資を備蓄するなどの避難生活にかか

わる諸機能を備えることが求められます。 

 また、実際に震災を経験した自治体からは

学校施設の防災機能に関するさまざまなニー

ズがあることが紹介もされております。ここ

では、この諸機能の実例に関しましては時間

の都合上もございます。省略いたしますけれ

ども、その一方で、学校施設は教育施設であ

るため防災機能の整備は現実不十分であり、

実際の使用に関しては不便や不都合も生じて

いるようです。 

 そのようなことからいたしまして、ここで

お伺いしたいと思います。いざというときに

住民の避難所として十分機能するような学校

施設へと整備することの防災機能向上のため

の取り組みについて、町ではどのようにお考

えでしょうか。具体的な整備における対策な
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どありましたらご紹介ください。 

○議長【夷藤満君】 長丸信也総務課長。 

   〔総務課長 長丸信也君 登壇〕 

○総務課長【長丸信也君】 公立学校施設は、

今回の東日本大震災において多くの被災住民

の避難場所として利用されるとともに、必要

な情報を収集かつ発信する拠点になるなど、

さまざまな役割を果たしております。 

 本町の小中学校校舎及び体育館の耐震化は、

平成21年度にすべての施設が完了しておりま

す。また、防災用資機材としては備蓄用物置

を設置し、ポータブル発電機や投光器などを

配備しております。 

 町といたしましても、今回の震災を受け、

指定避難場所である学校施設のあり方や防災

機能の向上につきましては、国や県の防災基

本計画などの修正を踏まえ、町地域防災計画

の見直しの中で具体的な整備について検討し

てまいりたいと考えております。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 最後の質問になりま

すけれども、今ほどの学校施設としての防災

機能の整備を進めていく上での財源について

お伺いします。 

 これらの整備における財源といたしまして

は、文部科学省の補助金事業のほか、内閣府

や国土交通省、消防庁などからも多くの事業

が検索されます。各自治体では、これらの事

業情報が余り認知されていないというのが実

態であるとのことでございます。 

 そこでお伺いをいたしますが、今年度、国

の支援制度から本町が取り組みを考える上で

学校での防災機能向上のための整備に必要な

事業項目について、既におわかりのようなも

のがありましたらここでお示しください。 

○議長【夷藤満君】 長丸信也総務課長。 

   〔総務課長 長丸信也君 登壇〕 

○総務課長【長丸信也君】 学校施設の防災

機能向上のための国の補助金制度につきまし

ては、議員ご提示のとおり、文部科学省の公

立文教施設整備費を活用した備蓄倉庫や屋外

トイレなどの整備に加え、総務省消防庁や国

土交通省による備蓄倉庫や各種防災設備の整

備に対する補助金制度がございます。 

 本町の町地域防災計画の見直しに基づき、

学校施設における指定避難場所としての防災

機能の向上を図る際には、国の防災施設など

の補助金制度を調査、活用し防災設備の整備

を行ってまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 何か聞いております

と、国や県の方向性に準じてやりたいなとい

う何かいま一つ主体性が見えてこないかなと

いう感じもしているわけなんですけれども、

今ほどの国からの補助事業ということにおき

ましても、私ども平成20年、21年、こういっ

た私、インターネットで資料を見ました。28

項目ほどあるんですね。 

 一例を挙げますと、グラウンド等への夜間

照明の設置、自家発電装置の設置、耐震性貯

水槽の整備、浄水型プールの整備、プールや

井戸への浄水器の設置、防災行政無線の整備、

備蓄倉庫の整備、こういったようなたくさん

まだあるんですけれども、現場でもこういっ

たことをちょっと見て調べて前向きに取り組

んでみるとか、そういったことは大事じゃな

いかなと思うんですね。 

 先ほど話もありました、町では小中学校の

耐震工事が100％終わったばっかりだという

ことでございますので、厳しい財政状況の中、

いつ起こるかわからないことにお金と労力を

なかなかかけてはいられないよという考え方

も一つはあるかと思いますけれども、公立学

校での防災施設としての整備拡充ということ

でございますので、内灘高校も含めて県への

要請なども検討をお願いいたしまして、私の

質問を終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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    ○休   憩 

○議長【夷藤満君】 この際、暫時休憩いた

します。 

 再開は午後１時30分といたします。 

           午前11時43分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時30分再開 

    ○再   開 

○議長【夷藤満君】 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 12番、渡辺旺議員。 

○12番【渡辺旺君】 12番、渡辺でございま

す。 

 一問一答でよろしくお願いします。 

 一般質問をする前に、23年３月11日午後２

時46分に発生した三陸沖を震源とするマグニ

チュード8.8、後で9.0となる地震がありまし

た。そのとき私たちは３月定例会で各委員会

が開かれており、地震ではないかということ

で一時委員会をやめてテレビを見ると、何と

地震どころか津波の映像が入り、一瞬映画の

１シーンかと思ったが、しかしそれは現実で

あった。船は流れ、車は木の葉のようになり、

家は瞬く間になくなり、大変なことになった。

日本が沈没かと思った。我々生きているうち

に日本国内でこんな悲惨な災害が起き、その

映像を見ることになるとは思わなかった。 

 次の日、新聞報道等されたのは「死者数百

人、巨大地震」となっていましたが、その後、

数百人どころか何万人となっている。23年６

月８日現在で死亡１万5,391人、行方不明

8,171人、計２万3,562人でございます。そう

いう大惨事となった東日本大震災である。 

 謹んで東北関東大震災により被害を受けら

れた皆様に心よりお見舞いを申し上げ、一日

も早く復興されるようお祈りを申し上げます。 

 そしてその間、23年４月24日に行われた統

一地方選挙があり、その間、選挙運動が自粛

して行われました。そして今日私がいるのも

住民の方々に協力を得た、再度当選させてい

ただき、心より感謝をしながら一般質問をす

ることにお許しを願います。 

 それでは初めに、地震対策についてお尋ね

をいたします。 

 内灘町大規模災害による職員初動マニュア

ル、震度４の地震が発生したとき、津波予報

区、石川県加賀に津波警報が発生されたとき、

海岸の警戒となっている。そこで地震から来

る津波によるハザードマップ（災害予想地図）

があるのかないのか、お伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 渡辺議員の津波ハ

ザードマップがあるかどうかということであ

ります。 

 本町では、石川県が平成８年３月に想定、

調査いたしました能登半島東方沖地震のシミ

ュレーション結果によりまして、町域の海岸

部に最大2.4メートルから2.8メートル程度の

津波が到達すると予想されているところでご

ざいます。この結果から、内灘町地域防災計

画において標高３メートル未満の海岸地域は

危険性があるとして、町域の海岸線の一部を

津波危険地域として指定しておりますが、本

町の居住区域は含まれていないわけでござい

ます。 

 このようなことから、渡辺議員の質問にも

ございます津波ハザードマップというものは

現時点では作成をしていないわけでございま

す。まずは現状で想定される町域への津波危

険地域等について広報などを活用しながら町

民の皆様へ周知してまいりたいと、このよう

に考えている次第でございます。 

○議長【夷藤満君】 渡辺議員。 

○12番【渡辺旺君】 内灘町はリアス式海岸

でなく、砂浜ばかりで地震も少なく、しかし

ここ異常気象でございます。想定外のことも

ある。石川県地方に津波がなかったと思われ

るが、過去には今から180年前、天保の津波で
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輪島で5.7メートルの津波があり、47名が死亡

した。 

 また、1983年（昭和58年）５月26日、日本

海中部地震、マグニチュード7.7のとき起きた

青森県及び秋田県能代市で起きた津波、これ

は砂浜で15メーターの大津波、ここでは36人

が犠牲となっております。 

 県内の沿岸15市町のうち、津波被害による

浸水想定区域や浸水場所を盛り込んだハザー

ドマップを策定しているのは、これは３月15

日現在でございますけれども、輪島市と珠洲

市の２市だけとなっております。これは県の

想定で最大5.5メーターの津波を指すもので

あります。 

 また、23年３月27日付で、石川県津波浸水

想定区域で能登半島東方沖でマグニチュード

7.8の地震が起きた場合、石川県で想定される

津波の高さは金沢市金石で2.4メーター、羽咋

市柴垣で5.1メーターとなっております。また、

平松金大の先生によると、能登西方沖地震に

ついては加賀地方はその２倍になると言われ

ております。 

 そんな津波が来たらどうするのか、その対

策をお聞きをいたします。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの渡辺議

員の質問にお答えしたいと思います。 

 現在、石川県及び内灘町の地域防災計画で

の津波の想定は、能登半島東方沖マグニチュ

ード7.8の地震が起きた場合の調査に基づい

たものでございますが、平成23年４月15日の

今ほども議員おっしゃいました地元新聞掲載

記事に、新たに地震学者から能登半島西方沖

の地震も想定すべきだと、このような報道が

ありました。地震学者の推測では、能登半島

西方沖で県の地域防災計画で想定する能登半

島東方沖と同程度、つまりマグニチュード7.8

の地震を想定した場合に、加賀地方で５メー

トルから６メートルの津波になるおそれがあ

るとのことでありました。そして、東方沖地

震で予測している波高、波の高さの２倍から

３倍だと述べられているところでございます。 

 推定する規模の津波が発生した場合に、町

域でも被害が発生するおそれがあります。こ

れも新聞報道によりますが、石川県では今後、

従来の想定を超える地震に対応するために、

津波の浸水区域の見直しを図るとともに、想

定される地域の地震の規模や震源区域の見直

しにも着手するということでありまして、き

のうの県知事の記者会見でもございました。 

 その調査結果に基づきまして内灘町の津波

ハザードマップを作成し、町民の皆様へ周知

啓発してまいりたいと、このように考えてい

る次第でございます。 

 また、その対策につきましては、調査結果

をもとに議会の皆様初め関係機関と協議の上、

取り組んでまいりたいと、このように思って

いるところでございます。 

○議長【夷藤満君】 渡辺議員。 

○12番【渡辺旺君】 今ほどもありましたと

おり、地域防災計画を見直しの中で津波とい

うことに特に力を入れて、ここら辺では砂浜

で津波がないということで昔から言われてお

りますけれども、東北のときでありましたよ

うに大変なことになりますので、ひとつよろ

しくお願いをいたします。 

 町では指定避難場所を指定してあるが、地

震のとき森本・富樫断層の場合、地盤沈下、

いわゆる液状化現象をどう見るのか。今回の

地震で被害者が避難生活を送る場所をと想定

していた地域防災センターが津波で飲まれ50

人以上が死亡した、そういうケースもあるわ

けでございます。そんなところもあるので、

指定避難場所もいま一度、液状化現象を調査

してみる必要があるのではないか。想定外の

災害と見ず、百年に一度あるかないか、それ

もあすかもしれない。そういう災害。これか

ら将来を託す子供たちが安心して暮らせる町

にしてほしいと思います。 
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○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの渡辺議

員の指定避難場所の液状化ということについ

て質問がありました。お答えをしたいと思い

ます。 

 現在、当町では災害発生時に町民の皆さん

が安全かつ迅速に避難できますように、内灘

町地域防災計画で地区の公民館や小中学校等

合わせて32カ所を指定避難場所として指定を

しているところでございます。また、一時避

難場所として地区公園等34カ所を指定をして

いるところでございます。 

 当該地域防災計画には、内灘町に震度６弱

から６強の地震を想定した液状化危険地域の

予測結果を掲載してあり、海岸部や河北潟干

拓地及び大野川沿岸部が危険度が高く、医科

大大通りを中心とした丘陵地帯が比較的危険

度が低いとの結果になっているところでござ

います。 

 現在の指定避難所は、場所によりまして液

状化の危険度が高い箇所もあるわけでござい

ますが、地震のほか風水害などの各種災害も

想定して指定したものであると思っているわ

けでございます。災害発生時には、被災の状

況によりまして避難所として使用できる施設

を開設することになると思っております。 

 今後は個別の災害に応じた適切な避難所の

見直しを進め、町民の皆さんへの周知を徹底

してまいりたいと思っているところでござい

ます。 

○議長【夷藤満君】 渡辺議員。 

○12番【渡辺旺君】 今ほども各小学校体育

館等が指定避難場所ですけれども、それをひ

とつ調査を見るということにお願いをいたし

ます。 

 通告はしていないのですが、ここで地震、

津波の対策ですが、これから梅雨に入る前に

2008年（20年）７月28日の浅野川水害を教訓

に、全庁的に情報を共有し、水害に対しても

強いまちづくりにしてほしいと思いますので、

つけ加えておきます。 

 次に、鶴ケ丘東保育所についてお尋ねをい

たします。 

 平成17年12月に内灘町立保育所民営化検討

委員会が設置され、平成18年12月に内灘町立

保育所民営化に関する報告書が提出されまし

た。この中で統合、民営化の目標年次は2013

年（平成25年）となっております。 

 また、この保育所６カ所、これは向粟崎、

緑台、鶴ケ丘、東、大根布、北部になってお

りましたが、そのうち５カ所、現在は緑台、

大根布は違いますけれども、そのうち５カ所

が建築後30年以上経過しており、老朽化して

いるため、建てかえが急務となっています。

そういう中で、平成19年４月に宮坂を含め白

帆台保育園が誕生し、また平成23年４月より

はまなす地区で内灘はまなす保育園、大根布

地区で大根布保育園、千鳥台地区で千鳥台幼

稚舎が続いて誕生いたしました。 

 さきの報告書の中で、鶴ケ丘東保育所と鶴

ケ丘保育所を統合し、鶴ケ丘地区で民設民営

保育所にするとなっております。しかし、平

成20年８月に提出された民営化保育所候補地

案として示された場所については、法的制約

があり建設は難しいということであります。

新たな候補地はどうなったのか、教えていた

だきたい。 

 今まさに23年、目標年次まで２年しかなく、

早急に決めなければならないが、６月７日の

町長提案理由の説明の中で、町立保育所民営

化検討委員会の報告に基づき、鶴ケ丘保育所、

鶴ケ丘東保育所の統合、民設民営化を進める。

地域住民の皆様、保育者の皆様のご理解をし

っかり得た上で推進するとなっておりますが、

場所、そういったものが決まったのならひと

つ教えていただきたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 川口克則君 登壇〕 

○町民福祉部長【川口克則君】 渡辺旺議員
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ご質問の鶴ケ丘東保育所についてお答えいた

します。 

 町立鶴ケ丘東保育所と町立鶴ケ丘保育所を

統合し、民設民営で設置する保育園の候補地

につきましては、当初、鶴ケ丘中央公園と県

営鶴ケ丘住宅裏の町有地の２案をお示しいた

しました。しかし、いずれの候補地も法的な

制約があり、保育所建設は難しい状況となっ

ております。 

 このような中、ことし４月に鶴が丘乳児保

育園がはまなす地区で内灘町はまなす保育園

として開設したことに伴い、町といたしまし

ては旧鶴が丘乳児保育園と町立鶴ケ丘保育所

を合わせた町有地を新たな候補地として現在

検討をしております。 

 次に、町立保育所民営化検討委員会の報告

では、統合、民営化の目標年次は平成25年と

なっております。政府が昨年６月に新たな子

育て支援制度として発表しました子ども・子

育て新システムや保育所建設に係る国庫補助

金の詳細についていまだ不透明な部分が多く、

また厳しい町の財政状況をも今後見きわめな

がら、平成25年を目標に置いて進めていく予

定でございます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 渡辺議員。 

○12番【渡辺旺君】 跡地が今言われました

ところが決まったのなら、それを地元、それ

から保護者等によく説明をしながら、議会に

もそれを示していただきたいと思いますので、

よろしくお願いをします。 

 それでは、一方、鶴ケ丘地区には私立の保

育園がありますが、政府は2013年（平成25年）

にこども園を計画しているということが報道

されておりました。それとの関係はどうなる

んでしょうか、ひとつお願いをします。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 川口克則君 登壇〕 

○町民福祉部長【川口克則君】 子ども・子

育て新システムの中のこども園につきまして

は、先ほども申し上げましたが、いまだ不透

明な部分が多い状況でございますが、鶴ケ丘

東地区の保護者の利便性を考えた場合、誠美

幼稚園を保育園と幼稚園をあわせ持つこども

園として移行し運営していただくことも選択

肢の一つかと考えております。 

○議長【夷藤満君】 渡辺議員。 

○12番【渡辺旺君】 今ほど答弁されました

ような誠美幼稚園とそういうところを含めて

という考えもあるのなら、それをまた地元の

人によく説明をして理解を得るようにひとつ

お願いをいたします。 

 最後に、河北潟の浄化についてお尋ねをい

たします。 

 河北潟干拓事業は、昭和38年（1963年）か

ら国営河北潟干拓建設事業として始められ、

昭和60年（1985年）に現在の干拓地が誕生い

たしました。これはご案内のとおりでござい

ます。面積2,248ヘクタール、うち1,350ヘク

タールを干拓し、残存水面892ヘクタールとな

りました。 

 その当時より河北潟の水質の悪化が深刻化

しているということで、石川県に調査を要望

しておったわけです。平成７年３月に石川県

が河北潟流域を指定、平成８年３月に流域６

市町、その当時は金沢市、内灘、津幡、宇ノ

気、七塚、高松でございますが、生活排水対

策推進計画を策定し、平成８年６月に河北潟

水質浄化連絡協議会が設置をされました。こ

のときの河北潟の水質汚濁の過程を示す化学

的酸素要求量（ＣＯＤ）は、１リットル当た

り8.8ミリグラム／リットル。これは20年１月

末現在のものございます。環境基準の１リッ

トル当たりの５ミリグラム／リットルを超え

ていて、これは全国の約140湖沼のうち悪いほ

うから数えても14番目に当たるとなっており

ます。 

 平成15年６月26日、（仮称）河北潟環境対

策推進協議会が、その後、平成15年９月に河

北潟環境対策期成同盟会にかわっている。当
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町議会にも平成15年６月に河北潟環境対策特

別委員会が設置をされました。そして、平成

15年９月に河北潟周辺議会連絡会が設置をさ

れまして、その間、石川県においても平成15

年から平成17年の３カ年にかけ河北潟水質保

全対策調査をする。また、石川高専の研究グ

ループが河北潟干拓地の一角でビオトープ、

水生動植物生息地の整備を進めている。 

 今までいろいろな方が大変な労力により河

北潟をきれいにしようとの思いで携わってき

たわけでございますが、それが一向に目に見

えないわけでございます。 

 そこで、ある市の話ではございますが、そ

れは千葉県我孫子市に手賀沼というところが

あります。面積650ヘクタール、水深0.86メー

ター、地域市町村は７市１村でございます。

この沼も昭和20年代までは水が澄んで、漁師

が漁に出たときは沼の水をすくって飲んでい

たといいます。ところが昭和30年後半、流域

で宅地開発が急速に進み、大量の生活排水が

沼に流入することになり、昭和54年（1979年）

ごろ、ＣＯＤは28ミリグラム／リットルとな

る。昭和49年から平成12年までの27年間、日

本一汚濁した湖沼と言われました。 

 この沼も平成12年（2000年）に国の事業で

北千葉導水路事業という名で浄化作業をやっ

ている。この事業は利根川と江戸川を結ぶ大

事業であり、手賀沼に浄化用水を注入し水質

改善が図られた。その結果、平成12年から平

成16年の４年間でＣＯＤが8.9ミリグラム／

リットルまで低下をしたわけでございます。

これは大変なことでございます。 

 そういう事例があるわけですが、そこで河

北潟も２市２町で先ほど言いましたがいろい

ろな対策を講じているが、この干拓事業は国

がやったことなので、ひとつ国に浄化作業を

やってもらうように平成15年に一般質問を私

がしましたときに、そのときの答弁に国に強

く働きかけるという答弁でございました。 

 県を通じて国に、みんな思うことは一つで

ある。昔のように水遊びができるように、子

供たちに河北潟を残してよかったと言えるよ

うな町にしなければならないと。町は国に対

し全面的に解決してもらうよう働きかける、

その意気込みはどうであるか、お聞きをいた

します。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの渡辺議

員の河北潟浄化についてお答えをしたいと思

います。 

 議員おっしゃいますように、内灘町を初め

周辺２市２町が河北潟水質浄化連絡協議会、

さらには河北潟環境対策期成同盟会、このも

のを結成いたしまして、さまざまな対策の実

施や県への要望活動をやってまいったわけで

あります。 

 さらに、石川県におきましても工場や事業

所からの排水規制の強化や農業排水対策等々

を種々実施したわけでありますが、おっしゃ

ったように抜本的な水質改善には、浄化には

なっていないということでありました。 

 議員もご指摘がありましたように、昭和38

年に出発いたしました国営事業、そして昭和

60年に終わったということでありますが、そ

の干拓が行われた河北潟は、もはやこれまで

のように小手先や一部に限ってといいますか、

部分的な浄化活動ということだけでは少し効

果が得られないのではないか。この際、国な

いし県の事業として顕著な効果が期待できる

大がかりな施策を実施していただくことしか

ないのではないかと、このように思っている

次第でございまして、これは我々だけでなく

て、地域の住民あるいは市民運動の皆さんも

こぞってそう思っているところでございます。 

 そして、これまでの活動でありますが、県、

国に対しての要望、国会議員を通しての要望、

このことを続けてきたわけですが、なかなか

前へ進まないという現状でありました。 

 今ほど話の中に千葉県の手賀沼の話をされ
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ておりました。ワースト１からワースト６に

なったというわずかのことなんですが、それ

で数千億の国の予算をかけるというそういう

ことでありますが、そこは飲料水であったり、

あるいは洪水で長年厳しい目に遭っていると

いう、そういうことだったゆえに国が予算を

つぎ込まざるを得ないという、そういう事情

もあったんだろうと思うんですが、そんな意

味では国が事業費を出すというのと出さんの

と大きな違いだと思っているわけであります

ので、ぜひそんなことを参考にしながら行き

たいと思っているわけでございます。 

 町では、そう言いながらこれまでのような

水質浄化に向けた部分的な活動もやっていか

にゃいかんという意味で、今年度は国の委託

事業といたしまして河北潟のＵＦＯ事業を実

施するわけでございます。この事業は、湖面

に浮かべるソーラーパネルで噴水を上げたり、

あるいは発電しながら水質データを採取をし、

ＩＣＴ技術を活用いたしまして河北潟の情報

を全国に発信するという、そんなことを今行

うわけでございます。 

 ある意味では、河北潟の水質浄化のシンボ

ル的な存在として多くの方々に関心を持って

いただき、水質浄化の機運を高めることは重

要なことではないかと、このように考えてい

るわけでございますし、にぎわい創出の一環

にもつながるものと、このように期待してい

るところでございます。 

 石川県では、河北潟の水には農業用水とい

うこともありまして、より高度な浄化策は必

要ないのではないかという、そんな見方も一

部にあるわけでございまして、県内に目を向

けますと、大日川を導水とすることによって

水質浄化を図っている木場潟を農林水産省と

石川県の農林がそれぞれ補助事業として水質

浄化策を実施しておりまして、今では水と緑

のふれあいパークというものを整備して都市

公園としての大規模な整備も行われていると

ころでございまして、地域の住民の皆さんの

憩いの場となっておるということであります。 

 近年、地産地消、農産物のブランド化によ

る地域活性化も重要な課題となっておりまし

て、我々としましては酪農を初め河北潟ブラ

ンドの強化を図る上で、木場潟の例にも見ら

れるように、農林水産省の事業として水質浄

化策を実施していただくことも有効な手段で

はないかと思っているところでございます。 

○議長【夷藤満君】 渡辺議員。 

○12番【渡辺旺君】 今ほども言われました

とおり、いろいろ河北潟の浄化対策はやって

おるんですけれども、いわゆる国がやった事

業ですから、手賀沼みたいように国の事業で

やるというような。２市２町、石川県だけで

やっておってもなかなからちが明かない。そ

ういうことでひとつ国がやったんだから国に

やってもらうと、そういうことをひとつ執行

部のほうからも、議会もまた応援しますもの

で、その辺をひとつよろしく願いをいたしま

す。 

 以上で終わります。 

○議長【夷藤満君】 ２番、中島利美議員。 

   〔２番 中島利美君 登壇〕 

○２番【中島利美君】 議席番号２番、中島

利美です。よろしくお願いいたします。 

 傍聴席の皆様におかれましては、大変お忙

しい中、議会の傍聴にお越しいただきまして

まことにありがとうございます。 

 まず初めに、先般行われました内灘町議会

議員選挙におきまして、皆様の温かいご支援

を賜り内灘町で初めて３つ目の女性の議席を

与えていただききましたことに心から感謝を

申し上げます。 

 私は、女性としての立場や目線で町政を見

据え、まずは私のスローガンであります「笑

顔あふれる内灘町へ」をモットーに、町民の

皆様にも議会にも元気と笑顔を与えられるよ

う新生内灘町の一員として取り組んでまいり

たいと思います。町民の皆様を初め町執行部

の方々、先輩議員の皆様には今後ともご指導、
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ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いいた

します。 

 また、３月11日に日本全体を大きく揺るが

した東日本大震災において被災されました皆

様に心からお見舞いを申し上げますとともに、

私たち一人一人がこのことをしっかりと胸に

刻み、日本復興に向けて助け合いや思いやり

の心を私たち自身はもちろん、子供たちにも

しっかりと伝えていかなくてはと思っており

ます。 

 今回、震災を免れた内灘町も決して他人事

ではなく、日常生活においてそれぞれが危機

感を持てるようなまちづくりに取り組んでい

きたいと思います。 

 それでは、あいさつが長くなりましたが、

通告に従いまして、初めてですので全問一括

方式で質問に入らせていただきます。 

 まず初めに、「想定外」という言葉がはや

るほど、今回の震災では私たち人類の想像を

はるかに上回る出来事が次々と起こりました。

このことを教訓に、私たちはできる限りの準

備をしておくことが必要であり、実際に災害

に遭遇したときには、まず自分で自分を守る

自助避難、そして次にご近所を初め地域の

方々による共助という助け合いの精神が重要

になってくると思います。 

 私も町の防災訓練に参加させていただきま

したが、そのときの訓練では集合場所におい

ての訓練のみでした。車いすに息子を乗せ避

難場所まで向かおうとしたところ、そこに到

達するまでに介助者がいても車いすを押して

坂道が上れない、グラウンドに着いてもスロ

ープの勾配が急でおりられない等の困難が

多々ありました。 

 現在、避難場所となっている向粟崎小学校、

大根布小学校の周辺はかなり勾配の厳しい坂

道のため、高齢者や車いすの方が自力で避難

するにはかなりの困難が予想されます。内灘

町はとりわけ坂道の多い地形です。要援護者

が自力で避難、または共助避難の際でも何と

か避難所にたどり着けるよう、事前の避難経

路の確認や、迂回路の指示、説明等を含めた

より実践に近い防災訓練の計画や予定はある

のでしょうか。 

 次に、内灘町では平成20年９月より災害時

要援護者の登録の受け付けが開始され、現在、

対象者1,336名に対し671名の登録がなされ、

総務課で管理をされていらっしゃいます。ま

た、未登録の方のお宅には民生委員の方が個

別訪問を行い、きめ細やかな周知がなされて

いるという努力も伺いました。しかし、現在

の情報管理体制では実際に地震や津波などの

災害が起こったときにのみ情報を開示するも

のであり、ことしの大雪の際など各家庭や住

宅街の除雪がままならず家から出ることも困

難という、まさに生活支援が必要なときには

全く活用されませんでした。 

 個人情報の問題もあり、情報開示には大変

難しい問題も多々あると思います。しかし、

せっかく提供していただいた情報をより有効

に活用するために、今後、社会福祉協議会や

地域の自主防災組織などと連携をとり、個人

の方々の意見を尊重しながら、高齢者や障害

のある方々でも安心して暮らせるように災害

時要援護者カードをより意義のあるものとし

て活用していく方向性はあるのか、お尋ねい

たします。 

 ３点目に、災害備蓄品の食料品についてお

尋ねいたします。 

 私は、数年前に災害時用の非常食を試食す

る機会があり、実際に食べてみました。それ

は元気な成人女性である私でさえ歯が立たな

いほどかたくて、とっても子供やお年寄りの

方が食べられるようなものではありませんで

した。そして先日、偶然にも東北の被災地の

ニュースをテレビで拝見していましたところ、

まさに私が試食したものと同じ乾パンが配ら

れていました。 

 災害備蓄品はあくまでも非常食であります

が、高齢者や乳幼児、また障害のある方々に
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とっては即、命につながる重要なものと考え

られます。現実に災害が発生したとき、炊き

出しなどが行われるのはある程度時間がたっ

てからになると思います。それまでに通常食

が困難な高齢者や乳幼児、障害のある方々で

も安心して食べられるおかゆやシチュー、す

りおろしリンゴなど、また今ではゼリー状の

ものなどさまざまな非常食があると伺ってお

ります。 

 内灘町では現在どのような非常食が保管さ

れているのか。また今後、高齢者や障害者の

方でも食べられるような非常食の購入予定は

あるのか。 

 以上、防災関連、防災訓練についてが１つ、

災害時要援護者カードについてが２つ目、非

常食についてが３つ目、以上３点を質問させ

ていただきました。 

 最後に、子宮頸がんワクチンについてお尋

ねいたします。 

 数多くのがんの種類の中から初めて子宮頸

がんのワクチンが開発され予防が可能になっ

たことは、人類にとって、そして私たち女性

にとって画期的な出来事でした。日本では毎

年１万5,000人もの人が子宮がんと診断され、

中でも20代から30代の女性では最も発症率の

高いがんだと言われています。 

 平成21年12月に厚生労働省が承認し、内灘

町でもことしの２月より任意での予防接種の

助成がやっと開始されました。しかし予防接

種が開始されて間もなく、残念なことにワク

チンが不足するという非常事態が発生しまし

た。その影響もあったのか、５月現在、内灘

町での接種状況は対象者582人に対して91名。

対象年齢の最終学年である高校１年生に至っ

ても50％に満たない接種状況であります。 

 町の担当の方に「なぜこんなにも希望者が

少ないのですか」と聞いたところ、対象者の

方には二度三度と個別にお知らせをし、なお

かつ町の広報などでも周知は行っていると伺

いました。私は、女性として、また女の子を

持つ母親としてこの現状に非常に驚き、そし

て一人でも多くの子どもたちにぜひ予防接種

を受けてほしいと思いました。 

 そこで、私なりになぜ希望者がふえないの

かを考えたところ、まず子宮頸がんについて

の知識が保護者も当事者の子供たちも余りわ

からないのではないかということ。それゆえ

に予防接種の必要性が明確にわからないので

は。また、予防接種の助成が始まってまだ間

もないため、助成対象外となった自費で予防

接種を受ける場合、費用が５万円近くもかか

ることなど情報が不足しているのではないか

と思いました。 

 ことしの３月ごろまでは女優の仁科亜季子

さん出演の子宮頸がん予防啓発コマーシャル

も、残念なことに全国的なワクチン不足から

取りやめとなり、せっかく始まった助成制度

も関心が薄れてきているように感じておりま

す。 

 今始まったばかりの制度ではありますが、

命を守るための大切な制度です。また、年齢

制限もあり、限られた時期にしか女性が受け

られないので、ぜひ内灘町としてもより一層

の周知はもちろん、啓発運動に取り組んでい

ただきたいと思います。 

 そこで、今回接種を希望されなかった方々

の救済措置と、また厚生労働省が定めた年齢

に該当しなかったせめて高校３年生までを内

灘町独自で対象年齢を引き上げ、接種対象と

していただけないか、お考えをお聞かせいた

だきたいと思います。 

 以上が私の一般質問となりますが、緊張の

ためところどころお聞き苦しい点もあったか

と思いますが、どうぞわかりやすいご答弁を

いただきますようによろしくお願いいたしま

す。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 中島議員の一般質

問にお答えしたいと思います。 
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 私からは、防災訓練についてお尋ねがあり

ましたので、お答えしたいと思います。 

 本町では、各地区ごとに実施をしていまし

た防災訓練を能登半島地震の教訓等を踏まえ

ながら平成19年度より大規模な防災訓練とし

て、各小学校を主会場として防災週間に合わ

せ毎年８月に実施をしてきたわけでございま

す。 

 防災訓練の内容でございますが、地震時に

おける消火、救助、避難、通信等の効果的な

対策を検討し、具体的防災訓練計画を立てま

して、特に自主防災組織や地域住民の皆様に

参加をしていただき、地震時の初期消火や避

難等の体験を通じて、より実践的な訓練を実

施しているところでございます。そして、訓

練終了後は評価及び課題の整理を行って、訓

練内容の改善や新たな訓練を取り入れるなど、

次回の防災訓練に反映させているところでご

ざいます。 

 議員ご質問の防災訓練における要援護者へ

の避難経路の確認や誘導につきましては、平

成21年度以降、災害時要援護者支援プランに

基づきまして、地域住民の皆様による要援護

者との避難経路の確認や誘導などの訓練を実

施し、加えて煙中体験訓練や消火器による初

期消火訓練など、いわゆるまちなか訓練を防

災訓練に行っているところでございます。 

 本年度は清湖小学校を主会場といたしまし

て防災訓練の開催を８月に予定をしておりま

すが、東日本大震災の教訓を踏まえて、各種

防災関係機関や地域住民の皆様とも協議をし、

より実践に近い防災訓練を開催したいと考え

ているところでございます。 

 私からは以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 出川常俊総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 私から、災害時

共助希望要援護者台帳の活用について、そし

て災害用備蓄食料品について、この２点につ

いてお答えさせていただきます。 

 最初に、災害時共助希望要援護者台帳の活

用についてお答えをいたします。 

 本町では、在宅で生活されておられる身体

障害者手帳の交付者や要介護認定を受けられ

た方など一定の要件に該当する方を対象に、

ご本人などの希望により災害時共助希望要援

護者台帳の作成を行っております。そして、

その台帳を民生委員や町会、区会から推薦さ

れた方に事前に配布をし、風水害や地震時の

災害発生時には地域の方々がこの台帳をもと

に要援護者の避難支援を行うこととしており

ます。 

 地域の方々がこの台帳をもとに要援護者の

避難支援を行うことにしておるものでござい

ますけれども、議員ご質問の要援護者台帳の

情報開示につきましては、災害時要援護者支

援プランに基づいて作成されました要援護者

台帳でありまして、当該制度の利用目的以外

には利用しないことを条件に作成をしている

ものでございます。 

 しかしながら、議員ご提案されたとおり、

高齢者や障害者の皆様が安心して暮らせるま

ちづくりを目指す観点から、要援護者の皆様

のまずは意見を踏まえまして、今後の情報の

共有のあり方や連携について、防災、福祉関

係団体や各担当部局と協議をしてまいりたい

と思っています。 

 次に、災害用備蓄食料品についてお答えを

いたします。 

 今回の議会定例会におきまして、宮城県南

三陸町へ救援物資として提供いたしましたア

ルファ米などを災害用備蓄食料品等として補

充する補正予算を計上しているところでござ

います。備蓄食料品の中には通常のアルファ

米のほか、食物アレルギー対応のアルファ米、

おかゆ、その他クラッカーやパンなどの食料

品を備蓄しております。 

 議員ご提案の高齢者や障害者等の方々が安

心して食べることのできる非常食につきまし

ては、今後、災害用備蓄品としてその品質や
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保存期間などを調査してまいりたいと考えて

おります。いずれにいたしましても、町民の

皆様が食べやすい非常食を補充していきたい

と考えております。 

 私からは以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 北雅夫町民福祉部担当

部長。 

  〔町民福祉部担当部長 北雅夫君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長【北雅夫君】 私のほ

うからは、子宮頸がんの予防ワクチンの助成

についてお答えしたいと思います。 

 議員ご指摘のとおり、子宮頸がん予防接種

の助成は、その対象を中学１年生から高校１

年生までといたしまして、全国的にも２月ご

ろから一斉に始まりました。しかし、３月の

初旬にはワクチン不足があったということに

なりまして、このため国からは初回接種者へ

の接種差し控えなどの接種制限方針が示され

ました。 

 こういったことと、それから議員ご指摘の

とおり、この制度が始まったばかりであると

いうことからも周知が十分でなかったことな

どの理由から接種者が少ないという事態に立

ち至りました。 

 現在、このワクチンの供給は夏ごろには充

足されるというふうに聞いております。これ

を受けまして、内灘町では昨年度の未接種者

に対する救済措置といたしまして、平成22年

度高校１年生であった現在の高校２年生の

方々、この方々を暫定的に今年度は助成対象

といたしました。その上で、既に希望者の方

には接種券を発行しております。また、接種

を希望されていない方も昨年度に引き続きま

して重ねて接種案内の発行の準備をいたして

おりますので、ご理解ください。 

 次に、助成年齢の拡大についてですが、制

度として予防接種には法律に基づいて市町村

が実施する定期接種、それから接種者の希望

により受ける任意接種があります。現在のと

ころ子宮頸がんワクチン接種は任意接種であ

ります。しかし、国では24年度に向けて定期

接種化を検討しているということであります。

この内容には、対象年齢に対するワクチンの

有効性なども含まれると考えております。 

 こういったことから、当面、町といたしま

しては国の検討内容や接種方針の変更等に的

確に対応してまいりたいというふうに考えて

おります。 

 あわせまして、子宮頸がんワクチンの有効

性の周知と接種率の向上につきましては粘り

強く取り組んでまいりたいと思っております

ので、ご理解ください。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 答弁が終わりました。

よろしいですか。中島議員。 

○２番【中島利美君】 まず防災関連につい

てですが、本当にことしの３月の震災以来、

町民の一人一人の皆様はもちろん、多分町執

行部の皆様においても真剣に考え、これから

のことを取り組んでいただけると私は信じて

おりますが、私たちは、私自身ももちろんで

すが、まだ一回も大きな地震、災害というも

のに遭遇したことないですよね、ほとんどの

人たちが。だからこそ余計に実践に近い、実

践に基づいたものを訓練としてやっていかな

いと、危機感というものが本当になくなって

しまうのではないかという私は不安を持って

います。 

 小学校なんかでも防災訓練、避難訓練とや

っていても、子供たちがどこか遊び半分でや

っているのでは、それは万が一、本当に災害

があったときには子供たちが実際に対応でき

るかという心配も出てくると思いますので、

本当に訓練そのものがより実践的に行われま

すようによろしくお願いいたします。 

 あと、子宮頸がんワクチンについてなんで

すが、このワクチンのことだけではなくて、

やっぱりいろいろな助成制度が対象者がいな

いとか希望者が少ないとかということが続い

ていきますと、どうしても助成費が減らされ
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たりとか、いろんなことが減少していく傾向

に多分あると思うんですね。でも私は先ほど

も言いましたが、命を守るための大切な制度

だと思いますので、この子宮頸がんワクチン

の助成に関しては絶対にそういった助成費を

減らすことがあったりしてはいけないと思い

ますし、今後ますます一人でも多くの子供た

ちがしっかりとそういった助成費のもとでワ

クチンというものを接種を受けられるように、

町のほうでどんどん力を入れていってほしい

と希望いたします。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 中島議員の再質問

にお答えしたいと思います。 

 先ほども最後に申し上げました。東日本大

震災の教訓を踏まえて、いろんな機関の皆さ

んと連携をとりながら、皆さんおっしゃった

ようなより実践に近い訓練をいかにできるか

ということに集中して協議していきたいと、

このように思っていますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 北雅夫町民福祉部担当

部長。 

  〔町民福祉部担当部長 北雅夫君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長【北雅夫君】 ワクチ

ンについての再度の質問にお答えいたします

が、先ほど申し上げたとおり、国では夏ごろ

にワクチンが充足するというふうに言ってお

りますが、その時期に合わせまして国のほう

も再度、子宮頸がんについての啓発活動を再

開するのではないかということも考えられま

す。そういった機会をとらまえまして、私ど

もも一体となってさらなる啓発をしていきた

い。これは全体通して、子宮頸がんの危険性

であるだとか、先ほどご指摘のありました事

柄も踏まえまして一層取り組んでいきたいと

思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 答弁が終わりました。

よろしいですか。 

○２番【中島利美君】 ありがとうございま

した。 

○議長【夷藤満君】 ３番、酒本昌博議員。 

   〔３番 酒本昌博君 登壇〕 

○３番【酒本昌博君】 議員番号３番、酒本

昌博でございます。 

 最初に、東関東大震災の被災者の方にご冥

福をお祈りするとともに、私、４月の町議選

におきましてご支援いただいた方にこの場を

おかりして御礼を申し上げたいと思います。

未熟な私ではありますが、一生懸命町政のた

めに頑張っていきたいと思います。 

 まず、私は内灘町の防災士会の会長という

ことで、ただいま18年に内灘町で第１回目の

防災士の試験を合格いたしまして、今６年に

なろうかと思っております。先ほどから、き

ょうはほとんど東関東のこの震災の話が多い

ということで質問がいろいろかぶりますこと

があるかもしれませんが、なるべく避けて質

問したいと思います。 

 まず、質問に入らさせていただきますのは、

耐震工事についてということでございますが、

学校、保育所、集会所等の公民館などの進捗

状況をお聞かせいただきたいのと、今後の計

画のほうをお示しいただきたいと思います。 

 また２点目のほうですが、ライフラインと

いうことで、災害時の確保。電気の確保と発

電設備等のことを、庁舎、消防署、学校等の

設備のことをどこまで充実して、また今後の

計画等がありましたらお聞かせ願いたいと思

います。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 酒本議員の一般質

問にお答えしたいと思います。 

 私のほうからは、耐震工事の現状というこ

とでありますのでお答えしたいと思います。 

 公共施設は多くの町民の皆さんの利用が見

込まれるということでありまして、地震災害
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等の発生時には災害応急対策の実施拠点や避

難所になるということで、防災拠点としても

重要な役割を果たすことから、その耐震化を

進めることは町民の安心・安全を確保する上

でも大変重要な施策であると思っているわけ

でございまして、本町の厳しい財政状況の中

でも順次進めさせていただいているところで

ございます。 

 内灘町では、児童生徒の安全確保を最優先

に、義務教育施設であります小中学校の校舎、

体育館の耐震化を積極的に推進をいたしまし

て、平成21年度にすべて完了したところでご

ざいます。また、平成22年度には学校施設に

準じ利用しています内灘町総合体育館、町民

の保健拠点となる保健センター、さらに鶴ケ

丘学童保育クラブ、宮坂学童保育クラブ施設

の耐震化工事を完了しておりまして、さらに

平成23年度、今年度なんですが、内灘町武道

館の耐震化工事や向粟崎公民館、向粟崎学童

保育クラブとの複合施設となっています向粟

崎体育館の耐震診断を行うことにしていると

ころでございます。 

 また、保育所につきましては民営化による

建てかえによりまして耐震化を進めることと

し、平成22年度には千鳥台幼稚舎、大根布保

育園、内灘はまなす保育園の建設をしたとこ

ろでございます。鶴ケ丘保育所、鶴ケ丘東保

育所の両施設につきましても民営化による建

設を計画しておりまして、これによりまして

すべての保育施設の耐震化が終了することに

なるわけでございます。 

 さらに、町内32カ所の指定避難所につきま

しては、今年度改修予定分を合わせますと19

カ所が耐震性能を有することとなりますが、

昭和56年以前に建設をいたしました13施設に

つきましては今後順次耐震化を進めていきた

いと、このように考えている次第でございま

す。 

 今後の公共施設の耐震化計画でありますが、

あくまで町民の安全・安心を確保するため、

国庫補助等あらゆる補助制度を活用して、で

きる限り早い時期に耐震化事業の推進を図っ

てまいりたいと、このように思っているわけ

でございます。 

 私からは以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 出川常俊総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 私のほうから、

ライフラインということで、主に電気の確保

ということでお答えさせていただきます。 

 まず、町内の施設においての非常用発電装

置を整備しているのは役場庁舎、消防署、総

合体育館、文化会館、そして水道施設として

鶴ケ丘浄水場、向陽台浄水場、宮坂中継ポン

プ場があります。燃料を補給しない状態での

発電装置の稼働時間は、役場庁舎は175時間、

消防署が72時間、総合体育館が12時間、文化

会館が２時間、水道施設はいずれも10時間と

いうことになっております。 

 そして、災害時の電気の確保はということ

で、小中学校に発電機を各１台、投光器を各

２台配置し、災害時に電気が途絶えても最低

限の明かりは確保すると、そういうこととし

ております。 

 また、自主防災組織において防災資機材の

整備を進めてきており、これまでに14団体で

22台の発電機が整備をされています。 

 いずれも最低限の確保でありますので、避

難生活の長期化を考慮し、民間事業者と締結

した災害協定等による発電機の確保にも努め

てまいりたいと存じます。 

 私からは以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 答弁が終わりました。

よろしいですか。 

○３番【酒本昌博君】 質問書のほうには、

簡単な話なんですが、今後の計画ということ

を言っていたと思うんですが、今後の計画の

ほうはどうなっているのでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 酒本議員、もう一度よ

ろしいですか。少し聞こえなかったみたいな
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んで。 

○３番【酒本昌博君】 済みません。耐震工

事についてのほうの今後の計画をもう少し詳

しくちょっとお聞きしたいんですが。 

 先ほど今後の計画のほうを発言していただ

いたんですが、簡単な日、大体予定的なもの

は全然決まってないんでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 酒本議員の再質問

にお答えしたいんですが、先ほども申し上げ

たんですが、今後の耐震ということで平成23

年度には、今年度なんですけど、内灘町の武

道館の耐震工事を行うということ。さらに向

粟崎公民館、向粟崎学童保育クラブとの複合

施設になっております向粟崎体育館の耐震診

断を実施する。診断ですから、その結果、耐

震しなきゃならないということに多分なるだ

ろうと思うんですが、そのときに耐震をして

いくということであります。 

 保育所についても、先ほど民営化というこ

とで順次、民営化になったところは建てかえ

しているわけですから、オーケーと。あと残

る鶴ケ丘東と鶴ケ丘保育所については合同で

民営化するという計画になっていますが、そ

れが済めばそれもオーケーということであり

ます。 

 当面はそんな感じで行うわけでありますが、

いずれにしましても昭和56年以前に建設した

あと13施設あるんですが、順次耐震化に向け

た診断、工事、こんなものを進めていくとい

うことでありますので、よろしいでしょうか。 

○３番【酒本昌博君】 ありがとうございま

す。 

○議長【夷藤満君】 答弁が終わりました。

よろしいですか。 

○３番【酒本昌博君】 はい。ありがとうご

ざいます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○散   会 

○議長【夷藤満君】 以上で本日の日程は終

了いたしました。 

 あすの本会議は午前10時から開き、引き続

き町政に対する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後２時40分散会 
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○議事日程（第３号） 

  平成23年６月10日  午前10時開議 

 日程第１ 

  町政一般質問 

   ８番 北 川 悦 子 

   ７番 恩 道 正 博 

   11番 水 口 裕 子 

   ４番 生 田 勇 人 

   １番 太 田 巨 宣 

   10番 清 水 文 雄 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午前10時00分開議 

    ○開   議 

○議長【夷藤満君】 皆様、おはようござい

ます。 

 傍聴の皆様、早朝より本会議の傍聴にお越

しいただき、まことにご苦労さまでございま

す。 

 ただいまの出席議員は16名であります。よ

って、会議の定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【夷藤満君】 本日の会議に説明のた

め出席している者は、７日の会議に配付の説

明員一覧表のとおりであります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○一 般 質 問 

○議長【夷藤満君】 日程第１、町政に対す

る一般質問を行います。 

 質問時間は１人30分以内ですので、時間内

にまとめるようお願いいたします。 

 なお、関連質問につきましては、通告によ

る質問が終わってから行います。 

 傍聴の皆様には、携帯電話の電源をお切り

いただくようお願いいたします。 

 また、議員が質問している際、静粛にして

いただき、立ち歩いたり退席したりしないよ

うお願い申し上げます。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 ８番、北川悦子議員。 

   〔８番 北川悦子君 登壇〕 

○８番【北川悦子君】 皆さん、おはようご

ざいます。議席番号８番、日本共産党、北川

悦子です。 

 一問一答方式で質問いたします。 

 東日本大震災と福島原発事故から３カ月が

たちました。しかし、被災者、被災地の救援

と復興は大きくおくれており、福島原発事故

も収束させる見通しが立っていません。今な

お多くの被災者が避難生活を送らざるを得な

い。お金も物資も十分に届いていない状態で

す。一刻も早い仮設住宅の建設、生活のため

の支援、農林漁業や中小企業の再建に向け、

国が思い切った財政支援を行うこと、そのた

めの２次補正予算を急いで組むことが求めら

れています。 

 津波から守った命を失うことがあってはな
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らない。復興に希望が持てる生活再建をと願

い、質問に入らさせていただきます。 

 最初に、東日本大震災と福島原発事故に学

び、安心して暮らせる町の防災対策について

お尋ねしたいと思います。 

 東日本大震災の津波で生徒108人のうち74

人が死亡、行方不明となった宮城県石巻市立

大川小学校の保護者説明会では、校庭から200

メートルほど離れた高台に避難を始めるま

で、午後２時46分の地震発生から約40分間あ

ったと説明しています。 

 防災無線の海岸沿いは危険ですので高台に

避難してくださいという声は、地震発生から

６分後に教職員には伝わっていました。児童

の点呼と迎えに来た保護者への引き渡しや、

津波避難所に指定されているため地域の人た

ちの対応に追われ、学校側は校庭にいれば安

心、山道のない裏山は登らせられないと考え

ました。迎えに来た保護者から、大津波が来

る、津波は10メートルだってという話に騒然

となり、松林を津波が超えてきました。高台

に避難してくださいとの市の広報車の声が聞

こえた40分後、高台に逃げることを決め、児

童らは避難を始め、津波に飲み込まれていき

ました。 

 ２次避難場所はあらかじめ定めていなかっ

たこと、津波対策のマニュアル不備や保護者

への引き渡し訓練なども行われていなかった

とあります。助かった可能性の高い裏山へ避

難しなかったのは、津波を想定しておらず、

山崩れなどのおそれがあったからだとありま

す。 

 一方、もう一つの例として、壊滅的被害と

報じられました岩手県陸前高田市の河口近く

の保育所では、子供たちと保育士は山をはい

上がって避難しました。子供たちの命を救え

たのは、ゼロ歳児をおんぶし、１、２歳児を

避難車に乗せ、幼児を励まし、一緒に走って

逃げられるだけの数の保育士がいたこと。日

ごろから避難訓練を行い、臨機応変に子供を

守る専門性を身につけていたとあります。園

舎は大津波で全壊し、流失してしまいました。 

 きのうの渡辺議員の質問に、津波を含め、

避難所の見直しをしていくという答弁があり

ました。再度、ことし４月開園した町が提供

しました千鳥台幼稚舎は海の近くでありま

す。含めて、津波を想定した訓練、指定避難

場所の見直し、情報の伝達方法の見直しが必

要だと思います。町の考えをまずお伺いした

いと思います。 

○議長【夷藤満君】 出川常俊総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 昨日の渡辺議員

のご質問の中でもお答えさせていただきまし

た。現在、本町では災害発生時に町民の皆さ

んが安全かつ迅速に避難できるよう、内灘町

地域防災計画で32カ所の指定避難所と34カ所

の一時避難所を指定してございます。指定に

際しましては、地震、風水害など各種災害を

想定し、災害発生時には避難所として開設可

能な公共施設を指定しているものでございま

す。 

 議員ご指摘の津波の指定避難所につきまし

ては、石川県で以前に想定した地震の規模や

震源地域を見直すということで、現在、津波

の浸水想定区域の見直しをするところでござ

います。その調査結果に基づきまして内灘町

の津波ハザードマップを作成し、町民の皆さ

んに周知、啓発してまいりたいと、そう考え

ています。 

 情報伝達の見直しについて。 

 全国各地で近年発生しました水害、土砂災

害等において具体的な避難勧告の発令基準が

本町でないことから、十分な避難支援が行わ

れないことが全国的な課題となっておりまし

た。 

 本町では、適切な避難勧告の発令により町

民の皆様の迅速な避難を実現するために、平

成22年６月に避難勧告等の判断・伝達マニュ

アルを作成し、水害、土砂災害等における具
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体的な避難勧告等の発令基準及び伝達方法を

まとめております。 

 今回の大震災の教訓を受けまして、津波に

関する避難指示等の伝達体制及び伝達手段に

ついて点検をし、構築をしていきたいと、そ

う考えています。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 ハザードマップに津

波が想定されていないほど経験のないことな

ので、避難訓練を重ねて身につけていく必要

があるということを訴えて、次の質問に移り

ます。 

 福島原発事故で志賀原発は大丈夫か。町民

の不安は大きい。４月の晴れた日に町の展望

台に上ると志賀原発をはっきりと見ることが

できました。きょうはちょっとそのときの写

真を持ってまいりましたけれども。 

   〔写真提示〕 

 ちょっとうっすらなんで後から見ていただ

ければいいかなと思いますが、これが温泉病

院です。こちらのほうにうっすらと見えます

けれども、展望台からははっきりと目で見る

ことができました。ちょっとこんな感じにう

っすらと、これかなと思うんです。こちらの

ほうにうっすらと展望台に上れば見ることが

できます。 

 志賀原発から内灘まで40キロから50キロま

でのところにあると言われています。こうし

て展望台から見るととても近く感じ、北西の

風が吹けば内灘町にも放射能が運ばれてくる

ことになります。福島原発事故は地震、津波

対策をとってこなかったことで引き起こされ

た人災だと思います。その上、いまだに収束

できていないのは、まだまだ原発技術が未完

成であることを物語っています。 

 志賀原発はどうでしょうか。１号機は1993

年営業運転開始されていますが、装置ふぐあ

いのトラブルで、また２号機は2006年営業運

転開始されていますが、現在定期点検で、と

もに運転を停止しています。さらに１号機に

はプルサーマル実施を計画しています。 

 運転再開に向け、町は地元同意に参加を求

める意向を示していますが、北陸電力の説明

会は求めないと報道されています。なぜ説明

会を求めないとしたのか、お尋ねしたいと思

います。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 北川悦子議員の一

般質問にお答えしたいんですが、今ほど北電

の住民説明会をなぜ受けないのかというお話

でありました。 

 先般、地元新聞社がおいでまして、個別に

インタビューをしたいというこんな話もあり

まして、そのときに北電の説明会に申し入れ

るのかとこういう話があったときに、私は現

状の中で防災対策重点地区は志賀町だけとい

うそんなことから、我々にはその権利がない

んではないか、権限がないんではないかとい

うことでお話ししたところ、今のような記事

になったということであります。 

 念のために言っておきますけど、その記事

の出た日の同じ、ページは違うんですが、そ

のときに再稼働に対する地元合意について、

地元同意について求めるのか求めんのかとい

うお話がございました。私はもちろん地元同

意を求めてほしいと、このことを明確に申し

上げたところでありまして、そのことが新聞

にも載っているわけでありますので、その真

意をぜひご理解いただきたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 確かに新聞報道には

１面と最後の面に載っていました。やはり地

元同意に参加を求める意向を示しながら、な

ぜ説明会を求めないのかというところが町民

の皆さんには疑問に思えたというところで、

またぜひ町の安全性ということを考えて、説

明会もまた設けていただければなと思いま

す。 

 また、福島原発事故の収束と原因究明がな
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いまま志賀原発の運転再開は許してはならな

い。事故を踏まえた新たな基準で志賀原発の

総点検を行うこと。とりわけ危険性が指摘さ

れているプルサーマル計画は中止すべきであ

り、また活断層の近くにある危険な原発でも

あり、廃炉の方向で原発依存から町も推進し

ている自然エネルギーへの転換を進めていく

ことが大事だと思いますが、志賀原発再開に

対して町の見解を伺いたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 北川悦子議員の質

問に答えたいと思いますが、今ほど北電の志

賀原発再稼働について地元の同意を要望する

ということは、これだけ福島原発事故で大き

な被害が出まして、今もなお収束のめどがつ

かないという状況を考えたときに、私は福島

の住民の皆さんだけでなしに、全国の住民の

皆さんがそのことについて不安を持っておら

れるということでありますので、当然、私ど

もの町の町民の皆さんは多くの人が不安を持

っているということでありますから、ぜひと

もその説明会について要請をしていきたい

と、このように考えているわけでございます

ので、ぜひともご理解いただきたいと思いま

す。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 今町長から伺いまし

た。ぜひ町民の安全を第一に行動していただ

きたいと思います。 

 次に、障害のある人や介護が必要な方への

福祉避難所を指定し、日ごろから受け入れ訓

練をしていただきたい。また、防災備蓄品、

きのうも中島議員より質問がありましたけれ

ども、この中に個別の間仕切りを加えて災害

訓練時にも組み立てを実施するなど、身体が

不調な方、介護が必要な方を優先して、少し

でもやわらげる、プライバシーを守る備えも

必要ではないか、お伺いしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 出川常俊総務部長。 

   〔総務部長 出川常俊君 登壇〕 

○総務部長【出川常俊君】 現在、内灘町地

域防災計画では福祉避難所はまだ指定はして

ございません。避難する高齢者や障害者等は

一般の避難所では健康の維持確保などが難し

いことから福祉避難所を早急に指定しなけれ

ばならないと、そう認識をしております。 

 現在、特別養護老人ホーム夕陽ケ丘苑と協

定締結に向け、鋭意協議をしているところで

ございます。 

 備蓄品についてでございますけれども、今

回の東日本大震災の報道を拝見しております

と、避難所でのプライバシーの確保は大変重

要な課題であります。議員ご提案のとおり、

我々今回の大震災を受けまして必要な備蓄品

の再点検をもう一度確認をしまして今後検討

していきたい、そう考えています。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 ぜひとも福祉避難所

を指定しましたら訓練等も行ってほしいと思

います。そして、防災備蓄品の中にプライバ

シーを守るために個別の間仕切りをぜひ加え

ていただきたいと思います。 

 次に、町立保育所についてお伺いしたいと

思います。 

 ２カ所の保育所が民営化され、４月より千

鳥台幼稚舎と大根布保育園としてスタートし

ております。保育所民営化に当たり、資格の

ない保育士、調理師助手のパート職員43名が

退職となりました。１年契約とはいえ、更新

で最長14年勤務の方を含めて10年以上勤務の

方４名、５年以上勤務の方15名、５年未満の

方24名と町の保育に大変貢献していただきま

した。就労への支援と３月末に向けて有給休

暇消化への配慮をしてほしいとお願いしてき

ました。 

 保育所を回っていきますと、有給休暇の方

で黒板が真っ赤になっていました。残された

保育士の方々は、安全に気をつけながら本当

に大変だったと思います。特別な事態だから
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と頑張ってこられたのではないでしょうか。 

 ところがどうでしょうか。４月の広報には

嘱託職員募集１名、５月にはパート保育士助

手４名募集、６月の広報にもパート保育士４

名募集とあります。募集に至った詳細な説明

をお願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 川口克則君 登壇〕 

○町民福祉部長【川口克則君】 北川悦子議

員ご質問の町立保育所体制を問うについてお

答えいたします。 

 広報に保育士の募集が続いている、なぜか

についてでございますが、パート保育士を募

集しているもので、５月以降の入所児童数の

増加に伴い、気になるお子様や３歳未満児の

保育補助などとして保育の充実を図る上で専

門知識が必要と考え、保育士資格を持ったパ

ート保育士を現在募集しております。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 お尋ねしますが、４

月に嘱託保育士１名募集をかけました。その

ときには採用されたのでしょうか。５月にも

また保育士助手４名募集して、６月にもとい

うと、これを見ますと採用されていないので

はないかというふうに思いますが、その点に

ついてお伺いしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 川口克則君 登壇〕 

○町民福祉部長【川口克則君】 北川悦子議

員の４月に嘱託職員を１名募集したが、その

嘱託職員については採用はしておりません。

これは理由としまして、保育士の数につきま

しては国の保育所基準というものがありまし

て、それを精査したところ、特に嘱託職員は

必要ではないということで、この５月以降か

らパート職員４名を募集しております。 

 以上でございます。 

○８番【北川悦子君】 採用。 

○町民福祉部長【川口克則君】 パート職員

４名につきましては、現在応募がない状況で

ございます。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 以前も募集しても応

募がないため、保育士助手に資格のない方を

採用してきた経緯があります。また今回も保

育士の免許のある方と、資格のある方という

ことで募集をかけていますが、５月にも応募

がない、６月にはまだ少しありますのでわか

りませんが応募がないという状態ということ

になりますが、見直しをかけての採用でした

か、その辺のところをお伺いしたいと思いま

す。 

 以前にも資格のある人を採用しようとして

募集をかけても応募がなかった。今回も応募

がない。それまでの間に見直しを何らかかけ

てきたのでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 川口克則君 登壇〕 

○町民福祉部長【川口克則君】 先ほども申

し上げましたが、今回のパート保育士の募集

につきましては、パート保育士の業務といた

しまして、気になるお子様や３歳未満児の保

育補助など専門知識が必要でございますの

で、保育士資格を持ったパート職員を募集し

ております。 

 それでなかなか応募がない状況でございま

すので、今後、待遇面も少し見直ししまして、

早急に再検討したいと思っております。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 保育所の仕事は小さ

な命を預かって育てていく大変な仕事であり

ます。私も保育園、保育所を何カ所か回って

みました。本当に先生方、今の状態では何か

起こったら大変だと。辛うじて回っているの

がどの保育園でも共通しております。７月に

なれば夏休みも入ってくるかと思います。ま

た研修や、保育士も病気になります。 

 先ほども陸前高田市の保育所の避難の模様

をお話ししましたけれども、何か起きたとき

にやはり保育士に余裕がないと、こうして子
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供の命を守っていくということは大変なこと

になります。そういった意味でも、今何とか

５月には採用が１名ふえるかな、６月にはう

ちの園に、保育所に来てくれるのかなという

ことで皆さん待っていらっしゃると思いま

す。待遇等を考えられて、ぜひとも保育所の

先生方の、保育士の方たちの今の現状でいい

のかどうかもお伺いになられて、余裕のある

保育体制をとっていただきたいと思います。 

 そこで、私は一つの提案をしたいと思いま

す。他の自治体でも行っております。保育士

の登録制を提案したいと思います。保育士の

資格はあるが毎日は無理だとおっしゃられる

方やら、また退職して家にいらっしゃる方、

そうした方たちを発掘してぜひ登録していた

だいて、行政または保育所長の権限で必要な

ときお願いができるような体制にしていくの

も一つの手だと思いますので、こうした保育

士登録制についてどのようにお考えでしょう

か、お伺いしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 川口克則君 登壇〕 

○町民福祉部長【川口克則君】 町立保育所

の入所児童数は、６月１日現在、ゼロ歳児８

人、１歳児28人、２歳児46人、３歳児以上214

人の合計296人でございます。 

 先ほども言いましたけれども、国の保育士

配置基準ではゼロ歳児３人に対して１人の保

育士、１歳児、２歳児は６人に１人、３歳児

は20人に１人、４歳児は25人に１人、５歳児

は30人に１人の保育士を配置することとなっ

ております。 

 国の保育士配置基準では、当町の必要保育

士は26名で、当町の保育士数につきましては

現在、正規保育士24名、嘱託保育士９名の計

33名が常勤保育士で、いずれの保育所も保育

士数は国の基準を満たしております。 

 また、先ほどもご説明いたしましたが、パ

ートの保育士数につきましては14名で、気に

なるお子様や３歳未満児の保育補助などとし

て、より充実した保育を行うため雇用をして

おります。 

 次に登録制のことでございますが、保育士

の登録制につきましては、現在応募のない状

況でございますので、今後この登録制につい

て研究をさせていただきたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 確かに国の基準には

合っているかと思いますけれども、これがそ

れぞれ４カ所の保育所ということになります

ので、そこの中の一つの保育所で２名の方が

休んだりとかいうことになるともう大変にな

ってくるのが目に見えています。いろんな会

議でいろんな打ち合わせをしたいということ

があっても、本当に抱っこして会議に出ない

と会議できないような状態になっているとい

う話もありますので、ぜひ保育所の現場を見

ていただいて、これで本当に大丈夫なのか、

１人、２人減ったときにでも回っていくのか、

見ていただきたいと思います。 

 ぜひ登録制についても一つ安心できる制度

になっていくかと思いますので、安心して預

けることができ、また保育士さんも安心して

働くことができるよう努力していきたいと思

います。 

 もう一つ、子ども・子育て新システムにつ

いてお伺いしたいと思います。 

 現在、市町村に保育の実施責任があります。

運営費の国庫負担制度と保育所最低基準によ

って国と自治体が保育の保障と保育水準の確

保、保育費用の負担に責任を持つ仕組みとな

っていますが、新システムでは市町村の役割

は保護者の仕事などの状況から保育の必要度

を認定すること、幼保一体給付という補助金

を支払うことが中心となってきます。まるで

介護保険制度、障害者自立支援制度と同様な

仕組みになっていくのではないかというふう

に思います。 
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 保育必要度の認定を受け、利用したい施設

やサービスを自分で探して直接契約するとい

うものです。確定はまだしていませんが、こ

のようなシステムに変えようとしていること

に対して、町はどのように考えていらっしゃ

いますか。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 川口克則君 登壇〕 

○町民福祉部長【川口克則君】 子ども・子

育て新システムについてお答えいたします。 

 子ども・子育て新システムでございますが、

政府は昨年６月に新たな子育て支援制度とし

て子ども・子育て新システム基本制度案要綱

を発表しております。また、この子ども・子

育て新システムを構築するために内閣府にお

いて検討会議を発足し、現在、その検討会議

の作業グループの下部組織であります幼保一

体化、基本制度、子ども指針の各ワーキング

チームによってさまざまな議論がなされてお

ります。 

 しかし、市町村の役割や責任、費用負担な

どはまだ不透明なところが多く、現時点では

町は子育てナンバーワンの町として、これま

でと同様にすべての子供、子育て家庭への支

援を責任を持って行いたいと考えておりま

す。 

 政府は、平成23年通常国会に法案を提出後、

平成25年施行を目指しているようですが、東

日本大震災によってこのワーキングチームも

一たん休止し、ようやく５月に再開されたと

いうことですので、今後の国の動向を注視し

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 今まで同様、すべて

の子供たちに保育の責任を負っていくという

お話を伺いました。とても安心しております。

ぜひ保育によって貧富の差が出ないように、

保護者への情報を流して、保護者の皆さん方

と子育てについて考える機会をつくっていっ

てほしいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 ３番目の質問に移りたいと思います。 

 国民健康保険税についてお尋ねしたいと思

います。 

 今でも高い国民健康保険税、引き上げは今

年度ストップされ、大変皆さんから喜ばれて

います。保険税だけは支払わないと、お金を

借りて支払っている、本当に大変だという声

も聞いております。22年度は単年度で黒字と

なりました。今後医療費はふえ、赤字となっ

ていくのは当たり前の現象だと思います。こ

れ以上の引き上げはとても負担が大変であり

ます。これが町民の実感であります。せめて

１世帯平均１万円の引き下げに向け、さらな

る一般会計からの繰り入れも必要と思います

が、見解をお伺いしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 北雅夫町民福祉部担当

部長。 

  〔町民福祉部担当部長 北雅夫君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長【北雅夫君】 国民健

康保険税の引き下げについてでございます

が、議員ご承知のとおり、国民健康保険は高

齢者が保険加入に多くいらっしゃいました。

そういうことで医療費の増加が著しいという

のが現状でございます。 

 加えまして、長引く景気低迷に伴いまして

加入者全体の所得が減少いたしました。そし

て、それに伴いまして保険税収も減少してお

ります。これは国保が抱える構造的な問題で

ございまして、今や全国の自治体の国保財政

は非常に厳しい状態になっております。 

 内灘町もこの傾向は同様でございまして、

医療費の伸び、それから高齢化によりまして

ますます厳しくなってくることはご承知のと

おりでございます。 

 ご承知のとおり、国民健康保険税の基本的

な財源構成は、保険給付費の約５割を国、県、

町が負担いたしまして、残りの５割を加入者

からいただく保険税で賄う仕組みでございま
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すので、このような現在の赤字会計下にあり

まして、現行の保険税率を引き下げるという

ことはとても無理でございます。 

 また、議員ご提案の１世帯１万円の保険税

を引き下げるということで、一般会計から補

てんせよということでございますけれども、

23年度を見込みでおりますと、保険税の納税

義務者世帯は約3,900世帯ございます。この

3,900の世帯に対して１万円ずつ引き下げる

となりますと、これつきましては一般会計か

ら新たに3,900万のご負担をいただかなけれ

ばならないということになります。 

 国保加入者の医療費を国保加入者以外の町

民の皆様にご負担いただくと。これは法律に

定められました半分以上というそういうもの

に加えまして、さらに加えて上積みするとい

うことになりますし、議員ご承知のとおり、

一般会計もまた非常に厳しい財政運営を強い

られておりますので、これ以上の財政負担を

お願いすることは困難な状況かというふうに

思っております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 確かに国保会計は大

変な中で努力をしていらっしゃるということ

はよくわかります。保険構造を随分昔と思う

と変わってきていますので、国保の保険構造

がね。そういう点でも国で見直しをしていく

ということが大変になってくるかと思います

が、3,900万円ということで、やはり町民の命

を守っていくという点でいけば安いものだと

思いますので、いま一つ考えていただきたい

と思います。 

 次に、４番目の質問に移っていきたいと思

います。 

 子供の医療費助成が４月より入院で中学校

卒業まで拡大されました。子育てに一つ安心

がふえ、喜ばれています。 

 白帆台定住促進を進める上でも、現在、19

の市町のうち12の市町が入院、通院も中学校

卒業まで助成が実施されています。1,000円の

自己負担なしの自治体も５自治体にふえてお

ります。また、18歳まで助成をするという市

も出ています。 

 「子育てしやすい町 内灘」として医療費

助成の拡大は大きな役割を担っていくと思い

ます。何より、どの子の命も守るという点で

も今後助成拡大への必要があると思います。

ぜひ拡大へ向けて努力をしていただきたいと

思いますが、お伺いしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 大徳茂町民生活課長。 

   〔町民生活課長 大徳茂君 登壇〕 

○町民生活課長【大徳茂君】 北川議員のご

質問の子供の医療費の助成拡大ということに

お答えしたいと思います。 

 乳児及び児童医療費助成を中学校卒業まで

通院も拡大せよとのことでありますが、今ほ

ど議員が言われましたとおり、23年度、今年

度からですけれども、入院医療費の助成を小

学校卒業から中学校卒業までに拡大をしてお

ります。このことは、町の財政状況からいっ

ても助成の拡大は難しいと考えておりました

が、子育て支援ナンバーワンを目指している

当町といたしましては、子供の健全育成と保

護者の経済的負担を軽減するため医療費助成

を拡大したものであります。 

 議員ご提案のさらなる拡大につきまして

は、国、県の子育ての支援施策が今後どのよ

うに変化していくのか、その方向性を見きわ

めながら町の子育て支援全般の見直しの中で

検討してまいりたいと思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 ぜひ次世代を担う子

供たちへの投資だと考えて、医療費助成を研

究していただいて、他市町村にもうおくれを

とっているわけですが、ぜひ追いつくように

拡充していっていただきたいと思います。 

 最後の質問に移ります。 

 盆が来れば内灘霊園も多数の方が墓参りさ
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れるでしょう。以前にも質問しました。車い

すでも行かれるように改修をとの質問に、バ

リアフリー化に向けて改修していくというこ

とでした。ことしは階段に手すりが１カ所つ

くとお聞きしました。 

 あわせて、盆の期間だけでも墓参りに行き

やすいように、コミュニティバスを白帆台商

業用地前のバス停から霊園前まで迂回してい

くルート変更はできないでしょうか。ルート

変更は難しいということは知っていますが、

盆の期間、３日間ほどです。何とかならない

でしょうか、お尋ねしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 田中徹企画財政課長。 

   〔企画財政課長 田中徹君 登壇〕 

○企画財政課長【田中徹君】 北川議員さん

のお盆の時期にコミュニティバスを内灘霊園

まで延長できないかというご質問にお答えし

たいと思います。 

 コミュニティバスのルートにつきましては、

平成20年２月の運行開始後、利用者の皆様か

ら多数の意見、ご要望をいただきまして、ア

ンケート調査結果も踏まえ、平成20年10月か

ら現在の全町ルート、南部ル一トの２つのル

ートで運行をいたしております。 

 墓参りの期間だけ臨時に内灘霊園ヘルート

変更することにつきましては、たとえそれが

短期間であっても国土交通省への正式なルー

ト変更手続、内灘町地域公共交通会議での需

要予測に係る議論も不可欠になること等から、

一時的な変更はできませんので、ご理解いた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 大変残念です。また

代替の車などを出すなどして検討していって

いただきたいなと思います。 

 また、ルート変更時には将来のことも考え

て案を練るようつけ加えて、私の質問は終わ

ります。 

 ありがとうございました。 

○議長【夷藤満君】 ７番、恩道正博議員。 

   〔７番 恩道正博君 登壇〕 

○７番【恩道正博君】 議席７番、恩道正博

です。 

 平成23年第２回定例会に質問の機会をいた

だきました。通告に従いまして、一問一答方

式で質問を行います。 

 質問の前に、さきに発生しました東日本大

震災は未曾有の大災害となり、東北、関東沿

岸における被害は目を覆うばかりでありまし

た。犠牲になられました多く方々には心から

哀悼の意を表するとともに、避難生活を送ら

れている被災者の皆様には心からお見舞いを

申し上げます。甚大な被害を受けた被災地の

一日も早い復興を願うものであります。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 １番目としまして、町の名所づくりについ

てお伺いいたします。 

 河北潟放水路のり面を10年計画で花畑にす

る計画が４月23日の朝刊に掲載されておりま

した。計画では、うちなだ福祉作業所が母体

となって協議会をつくり、個人、法人の会員

募集を開始する。町が認定を受けている「恋

人の聖地」の発信や北陸新幹線金沢開業に向

けた名所づくりになると大きく載っておりま

した。 

 私も平成21年第２回定例会において一般質

問で、「恋人の聖地」認定を機会に全国に向

け内灘町を発信するいい機会であり、その方

策として内灘の自然と歴史のロケーションを

生かし、町、商工会、ボランティアなどを含

む町民参加型で放水路両岸にお花畑公園をつ

くり、内灘の一大名所とする計画を提案をい

たしました。 

 これら夢のある計画について、改めて今後

の町の取り組みについてお伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 恩道議員の質問に

お答えしたいと思います。 



 

 －51－

 町の名所づくりということでご提案がござ

いました。 

 民間の皆さんがＮＰＯ法人の協議会をつく

りまして、コスモスやシバザクラなどなど花

の苗を提供すること、さらには植栽も含めた

そういうことをする会員募集を行うというこ

とでありまして、放水路を花いっぱいにする

計画につきまして、先日、新聞の記事で知っ

たわけでございます。 

 この計画は、今ほど議員おっしゃいました

ように、３年後の北陸新幹線金沢開業に向け

まして町が作成しました内灘魅力発信行動計

画の中にも組み入れられているものでありま

して、実現できればサンセットブリッジ内灘

周辺から河北潟、日本海とともに一望できる、

文字どおり町の名所となるものだと思ってい

るところでございます。 

 町といたしましても、この夢のある計画を

全面的に支援する考えでありまして、そのた

めにはＮＰＯ法人を目指した協議会の設立準

備会にも出席をしてまいったわけでございま

す。 

 協議会が一日でも早く設立されまして、多

くの方々がこの協議会に参加をされ、住民の

力を結集したこの取り組みが実現できること

を心から願っている次第でございます。 

○議長【夷藤満君】 恩道議員。 

○７番【恩道正博君】 ぜひとも町を挙げて

の名所づくりにできることを願いまして、次

の質問に入りたいと思います。 

 次は町の防災対策につきましてでありまし

て、１番目の防災計画の見直しについては、

先ほど北川議員からもありました。また、本

定例会におきまして、これまで各議員の質問

と重複をいたしますので省かせていただきま

す。 

 それでは、防災業務や消防、救助活動の拠

点となる消防本部、いわゆる消防庁舎の建て

かえについてお伺いをいたします。 

 まず１番目としまして、その前に消防の広

域化の進捗状況についてお伺いをいたしま

す。 

 私は、平成21年第４回定例会におきまして

消防庁舎移転計画について一般質問をしまし

た。そのときの消防長の答弁では、石川県消

防広域推進計画が平成20年３月に策定され、

中央ブロックの金沢市、かほく市、津幡町、

内灘町の２市２町で勉強会を始めており、消

防広域化が具体化した時点で消防庁舎建設を

進めたいと答弁をされております。２市２町

の勉強会から既に３年、私が一般質問してか

らでも１年半が経過しております。その後の

消防広域化の進捗状況についてお伺いをいた

します。 

○議長【夷藤満君】 津幡博消防長。 

   〔消防長 津幡博君 登壇〕 

○消防長【津幡博君】 ただいまの恩道議員

の消防広域化の進捗状況についてお答えをい

たします。 

 消防の広域化につきましては、県内を５ブ

ロックに分けた石川県消防広域推進計画が平

成20年３月に策定されております。その中で

石川中央ブロックであります金沢市、かほく

市、津幡町、内灘町の２市２町の中で平成24

年度末をめどにしまして消防広域化を進める

こととなっているということにつきましては、

議員ご指摘のとおりでございます。 

 平成20年の６月から２市２町の消防広域化

に向けまして６回の勉強会を重ねてまいりま

した。内灘町としましては広域化を積極的に

推進する方向で勉強会に臨んでおりましたが、

各市町の消防本部の考え方の違いから、平成

22年度中におきましては勉強会の開催がござ

いませんでした。現時点では広域化に係る協

議会を設立するまでには至っていないという

ことが現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 恩道議員。 

○７番【恩道正博君】 当初、石川県の消防

広域化推進計画の策定から５年をめどに広域
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化が実施されると聞いておりますが、今ほど

の答弁ではなかなか難しいというか、改めて

今後の見通しについてお伺いをいたしたいと

思います。 

○議長【夷藤満君】 津幡博消防長。 

   〔消防長 津幡博君 登壇〕 

○消防長【津幡博君】 消防広域化の今後の

めどについてお答えをいたします。 

 消防の広域化につきましては、国は市町村

の消防の広域化に関する指針というものを出

しておりまして、その中で消防広域化推進計

画の策定後５年度以内、つまり石川県におき

ましては平成24年度末となりますが、それを

めどに広域化を実現することとされておりま

す。 

 しかし、先ほどお答えしましたとおり、２

市２町の中での広域化の協議は具体的には進

んでいないというのが実情となっております。

したがいまして、今後のスケジュールを考え

た場合に、国が示すところの平成24年度末の

石川県の中央ブロックでの広域化実現は現在

のところ間に合わないという考えをしており

ます。 

 しかしながら、今後の少子・高齢化あるい

は市町の財政的な負担を考慮すれば、いずれ

は広域化は行わなければならないというもの

を認識しております。したがいまして、今後

は平成24年度末にこだわることなく勉強会を

続けていきたいというふうに考えております

ので、ご理解のほどよろしくお願いをします。 

○議長【夷藤満君】 恩道議員。 

○７番【恩道正博君】 それでは、次に消防

庁舎の建てかえについて質問をいたします。 

 現在の消防庁舎の敷地が軟弱なため、いわ

ゆる不同沈下で庁舎が傾いております。それ

とまた地震を伴う災害時において庁舎の耐震

性や今現状の地盤の高さからしますと、液状

化現象等により消防や救急活動の支障を来す

懸念があります。また、職員の実際勤務され

ておりますけれども、それに伴う危険のおそ

れがあると思われます。 

 現状では、先ほどの広域化もありましたけ

れども、国からの建てかえの補助もなく、今

町は行政改革を進め財政を維持している厳し

い状況はわかりますけれども、町民の生命と

財産を守るべき消防、救急活動の拠点となる

消防庁舎の移転計画について、改めてお聞き

をいたします。 

○議長【夷藤満君】 津幡博消防長。 

   〔消防長 津幡博君 登壇〕 

○消防長【津幡博君】 消防本部の建てかえ

についてお答えをいたします。 

 消防庁舎は昭和49に建設されまして、その

後、職員の増加並びに消防車両の配備数の増

加によりまして平成元年に増築いたしまして

現在に至っております。しかしながら、消防

庁舎の敷地全体が軟弱地盤で不等沈下し、旧

庁舎部分は東側に傾いておるということは議

員ご指摘のとおりでございます。 

 庁舎の耐震性の問題もさることながら、液

状化によりまして消防隊、救急隊の出動がで

きないことも現在想定しておりまして、地震

発生時には車庫の外へ車両を移動させるよう

な対策もとっております。 

 ３月11日に発生しました東日本大震災には

多くの方が亡くなられ、あるいは行方不明に

なっております。その中には５月16日現在で

はございますが276名の消防職団員も含まれ

ております。また、被災した建物には消防庁

舎も含まれておるということは聞いておりま

す。 

 このような状況を考えれば、内灘町の消防

本部の庁舎を早期の移転を進めなければなら

ないというふうに考えております。 

 消防庁舎移転につきましては、これまでも

平成21年に恩道議員あるいは平成19年には川

口議員からご質問をいただいております。そ

の中で、２市２町の消防広域化が具体化した

時点で適正な署所の配置を待って建設を進め

てまいりますというふうに答弁をしてまいり
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ました。しかし、先ほど２市２町の広域化の

ところでお答えしましたが、広域化は具体的

に進んでいないというのが現状となっており

ます。 

 消防庁舎建設につきましては、ご指摘のと

おり国の補助もなく財政的には厳しいものが

ありますが、今後は消防の広域化を待たずし

て早期に町民の皆様のご理解を得ながら庁舎

の移転先用地を確保していきたいと、そうい

うふうな作業を進めていきたいというふうに

考えております。 

 議会の皆様におかれましても、消防庁舎の

現状をご理解いただきまして庁舎移転にご支

援を賜りますようよろしくお願いをいたしま

す。 

○議長【夷藤満君】 恩道議員。 

○７番【恩道正博君】 ぜひとも町民の生命

と財産を守る一番の拠点であります消防本部

の建てかえについて、改めまして前進される

よう私も支援を申し上げまして、私の質問は

終わります。 

○議長【夷藤満君】 11番、水口裕子議員。 

   〔11番 水口裕子君 登壇〕 

○11番【水口裕子君】 2011年６月議会で質

問させていただきます。 

 中島議員がきのうおっしゃったように女性

議員が３人になりました。本当に感慨深いも

のを感じております。その中で質問をできま

すことを本当にうれしく思いますが、質問の

内容は大変悲しいものでございますけれども、

東日本大震災から福島原発震災まで、今引き

続いているその悲しい現実から質問をさせて

いただきたいと思います。 

 私がきょう着てまいりましたＴシャツは、

20年もの間、能登半島を原発要らんと自転車

で走り続けている大阪のピースサイクルの人

たちのものです。去年もことしもまた内灘へ

来られます。「原発いらん、ピースサイクル」

と書いてあります。 

 志賀原発の工事主任だった平井さんは、被

曝による肺がんでした。実態を話しに来てく

ださった夜、我が家の２階で一晩じゅうせき

込んでいられましたけれども、しばらくして

亡くなりました。志賀町周辺でも生涯をかけ

て原発の危険性を訴えて亡くなっていった方

がたくさんいらっしゃいます。 

 そんな人たちの思いを私は今まで本当に真

剣に受けとめていたのだろうかという、その

反省を込めて、きょうは質問させていただき

ます。 

 想定外の自然災害のため、福島第一原発で

は絶対安全だったはずの五重の壁が破られ、

次々と水素爆発しました。メルトダウンどこ

ろかメルトスルーまで引き起こして、なお原

発震災は収束の見通しが絶たず、深刻な放射

能汚染は広がり続けております。世界的にＦ

ＵＫＵＳＨＩＭＡと呼ばれることになってし

まった悲劇を、ただ成り行きに任せるのでは

なく、原因をしっかりと究明し、現地復興の

ため、また未来の世代のために生かしていか

なければならない責任が私たちすべて、日本

人のすべてに課せられております。それは脱

原発の未来です。 

 私のきょうの質問は、この脱原発を目指せ、

ただ１点であります。 

 ところが福島の現状はといえば、この重大

な時点に東京電力も政府も保安院も原子力安

全委員会も全く対策を講じる能力がない上に、

正確な情報を開示せず、御用学者が「直ちに

影響はありません。レントゲンより被害は少

ない」と繰り返したことは皆様ご存じのとお

りです。 

 飯舘村の村民は、雨、雪の中、マスクもせ

ず、傘も差さずに無用な被曝を生みました。

大学の先生が次々と来て安全だという講演を

していかれましたけれども、２カ月後には突

然計画的避難区域に指定された。あの先生た

ちの講演は一体何だったんでしょう。私たち

は今も目に見えない放射能という津波に飲み

込まれ、もがき苦しみ続けていますと語って
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おられます。 

 東京電力に内部被曝を子供だけでもはかる

ように求めても実現しておりません。東電は、

子供の命を守るために年金の削減をすべきで

す。現役は給料返上すべきです。推進の旗を

振ってきた議員や学者も自分の子や孫を連れ

て現場に行ってみなさい。彼らに行く勇気が

あるでしょうか。 

 20キロ圏内の住民が避難待避しているのに、

２カ月もたってからすべて個人の責任で避難

しろと言われても、飯舘村の人たち初め、そ

ういった区域の方々が簡単に行くわけがない。

飯舘村では102歳の老人が避難を苦に自殺さ

れたそうです。 

 こんな見殺しの状況を見るにつけ、この飯

舘村に志賀原発から40キロの内灘町の姿が重

なります。 

 福島県の双葉町も石川県の志賀町も原発の

立地や稼働に意見を言うことができます。さ

らに、例えば志賀町では07年に原発関連の税

収が固定資産税などを含め約55億円、交付金

や補助金のそれまでの累計額が212億円だと

朝日新聞が08年に報道しております。でも、

お金のことはいいです。お金という麻薬に侵

されたら、それがなくては生きていけない麻

薬患者になってしまうだけです。 

 双葉町は、巨額の関連収入がありながら夕

張市と同じ財政破綻に陥りつつありました。

でも飯舘村や内灘町は意見も言えず、安全協

定も結ばれておらず、原子力防災計画にも組

み入れられず、万一のときは被害だけもらう、

そういうことになる地域です。 

 この点について、町民を守る立場として町

長はどう思われますか、お聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 水口さんの質問に

お答えしたいと思います。 

 町民を守る立場として町長どう思われるか

ということでありました。 

 今ほどもお話がございましたように、原発

事故、収束がいつになるかわからないという

現状について毎日のようにテレビ報道されて

いるわけでありまして、それを見るたびに心

が痛むわけでございます。 

 今回の飯舘村の状況、あそこは30キロから

60キロ圏内ということでありますから、一般

的にいうＥＰＺ（防災対策重点区域）から離

れているわけでありますが、しかしながら現

実には高度な放射性物質が検出されたという

こともあって、急遽今もお話ありましたよう

に計画的な避難地域として言われたというこ

とであります。本当に現地の人たちはどんな

ふうな気持ちになったんだろうと、こんな思

いすらするわけでございます。 

 その意味では、我が内灘町もその距離にし

てみれば、40キロ圏内ということでいえば全

く重なるということでありますから、内灘町

も当事者として考えることになるということ

でありまして、そんなことを考えますと当然、

原子力防災計画の中に入って自分たちの意見

を言う、こんなことができるようなことにぜ

ひしなけりゃいかんという、そんな思いであ

ります。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 ありがとうございま

す。 

 きのうの北陸中日新聞には、羽咋市議会が

防災重点区域拡大を求めて県と国に請願とい

うか意見書を上げたということでございまし

たけれども、これに対し谷本知事がどういう

気持ちなのかわからないと語ったと報じられ

ております。 

 これから類推すると、内灘町は原発から40

キロ以上離れているのに防災が必要だとはど

ういう気持ちなのかわからないと言われそう

な気がいたします。原子力防災計画に組み入

れられないということも十分考えられると思

います。原子力防災計画を策定することも大

切でしょうが、原発が動いている限り大事故
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になればすべては机上の空論で、結局は町を

追われ難民になるか、被曝をそこでし続ける

か、どちらかしかないということが今回明白

になったわけです。 

 これからは原発に頼らない生き方をしてい

くしかないのではないかと思います。また、

そのことについて次にお伺いしたいと思いま

す。 

 ２番目は、北電の説明会開催についてです。 

 独占大企業である電力会社の傲慢さや隠ぺ

い体質は、残念ながら北陸電力も同じです。

能登半島沖地震が起きたとき、志賀原発は臨

界事故隠しが発覚し、停止させられていまし

た。一つ間違えば大変な惨事だったのに、記

録を書きかえて８年間も隠ぺいを図り、明る

みに出て停止させられ、その10日後に地震が

起きました。不幸中の幸いだったのです。 

 さらに、活断層があるという学者の意見も

聞かず、金沢地方裁判所では大きな地震に耐

えられないからとめなさいという判決が出て

も無視し、運転を再開しては事故を起こし、

また再開して事故を起こしては隠すという危

ない綱渡りを続けてきたことは皆様ご存じだ

と思います。北陸電力には原発運転の資格が

ないと言わざるを得ません。能力もないと思

います。 

 現在とまっている１、２号機について、北

電は再稼働はまだ申し上げる時期ではないと

していますが、きょう北陸中日にも書いてお

りましたけれども、九州の玄海原発で今再開

をめぐって大変厳しいやりとりが続いており

ます。その町長は、やはり引き受けざるを得

ないというふうに答えているのを聞きまして、

本当に志賀原発に関しても危機を感じており

ます。時期を見計らって再稼働したいと思っ

ているのは目に見えておりまして、中には７

月末ではないかという情報もあります。とん

でもないことです。内灘町民にも北陸電力に

聞きたいことは山ほどあるし、知る権利も、

知って意見を言う責任もあると思います。 

 そこでお尋ねいたします。北電に内灘町で

説明会を開かせていただきたいが、いかがで

しょうか。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 水口さんの質問に

答えたいと思いますが、先ほど北川悦子議員

にもお答えをいたしました。原発事故がこれ

だけ各般し、しかも収束がいつになるかわか

らないという厳しい状況の中で、多くの首長

たちは不安におののいているんだろうと、こ

んなふうに思っています。そんな意味では、

当事者である北陸電力さんに対して説明を求

めるのは当然であるわけであります。 

 先ほども北川悦子議員からもお話がありま

した。新聞記事で説明を求めないという話は

いかがかというお話がありました。先ほど申

しましたように、現状の区域の中で我々とし

たら権利がないんではないのと、こんなこと

が新聞記事に載って求められていくことにな

ったということでありまして、一方で、同じ

記事の中に再稼働についての同意を求めると

いうそんな話もしてきたわけでありますから、

今も同じ気持ちであります。 

 ぜひともそのための北陸電力に対しての説

明を求めていくということには変わりないと

思いますし、現に北陸電力さんそのものが自

治体から、あるいはいろんな団体から説明会

の要望があればこたえていきますと、このよ

うにおっしゃっているわけでありますから、

当然受けていただくものと、このように思っ

ているところでございます。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 ありがとうございま

す。ぜひお願いいたします。 

 では、３番目は、節電を選ぶのか原発再稼

働を選ぶのかでございます。 

 東京電力は原発がとまって電気が足りない

とマスコミに大合唱させ、計画停電を進める

ことで電気不足を印象づけようとしましたけ
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れども、しかし混乱を引き起こしただけで、

停電は起こりませんでした。もちろん節電は

大変大切ですが、現在、電気はおおむね足り

ております。03年に東京電力でも情報隠しが

ばれて17基すべての東電の原発がとまったと

きも停電にはなりませんでした。いつもとま

ってばかりで、今もとまっている志賀原発１、

２号機も同じです。それどころか現在既に全

国に54基あるうちの19基しか動いてないわけ

であります。それで何の不都合もないんです。

足らないのは真昼の午後、年間十数時間だけ。

そのときわっとクーラーなどをつけて消費電

力が上がるわけですけれども、そこさえ我慢

して節電をみんなですれば原発に頼る必要は

ありません。夜などはクーラーをつけて寝た

っていいわけです。 

 そういう電力会社に不都合な情報は流さな

いで、わずかのピークの需要に合わせて原発

をつくり、余った電気はオール電化として消

費をあおるということは前から言ってきまし

た。北陸電力は、この夏、５％ほど電気が足

らなくなりそうなので原発を動かさなければ

ならないかもしれないと言いました。これも

まゆつばだと思います。1,000歩譲って電気が

たとえ不足するとしても、私は危険を選ばず

節電を選びたい。 

 町はこれまでエコやエネルギーについて意

識の高いまちづくりを自然エネルギーも取り

入れて町長は進めてこられたと思います。

５％ぐらい節電するぞと、ここにいる皆さん

が思われると思います。町は原発再稼働と節

電とどちらを選びますか、お答えをお願いい

たします。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 水口議員の原発再

稼働か節電かということでありました。 

 先般、東日本大震災から２カ月たったとき

に、マスコミ各社が首都圏における皆さんに

インタビューをしてアンケートをとっておら

れました。その中で一番出ていたのが家族の

きずなを大切にしたい、こんなお話がござい

ましたし、一日一日を大切にしたい、こんな

お話もございました。 

 それから、これが今言われた話ともかかわ

るんだろうと思うんですが、生活そのものを

見直していきたい。便利さを追い求めてきた

自分がこのようなことに結果としてなってき

たのではないか。そんな意味では、生活を改

めないかんということをおっしゃっていまし

た。 

 私はそれを見ていて非常に印象的だなと。

そして、我々がちょうど高度成長期に成長し

てきた者として、大量生産、大量消費、そし

て大量廃棄、こんなことの中で大量の電気を

使ってきたという、それは間違いない事実で

ありまして、そんなことを考えた場合に私は

まず節電と、こんなことを考えているわけで

ございます。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 町長の本当に真摯な

言葉にありがたいと思います。 

 節電をしていこうというお話でしたけれど

も、今までの流れとしての上にある節電では

なく、危険な原発とはさよならをするための

積極的な意思表示としての節電と受けとめま

した。今こそ前から私が提案しておりました

内灘町節電発電所宣言をするときではないか

と思っておりますが、いかがでしょうか。 

 前から節電宣言をしようということを申し

上げておりました。節電することは一種の発

電をしていることと同じだということでござ

いまして、節電発電所宣言をしてはどうだと

いうことを前から申し上げておりましたけれ

ども、今こそそれを町として町を挙げて取り

組んで宣言していくべきではないかと思うの

ですが、いかがでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 今ほどの水口議員
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の質問でありますが、おっしゃるとおりであ

りまして、そのことを前提にしたような取り

組みをやっていければいいかなと、このよう

に思っているところでございます。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 ぜひどんどん進めて

いただきたいと思います。 

 では、４番に移ります。４番は町長への申

し入れについてでございます。 

 ５月９日、原発震災を案じる内灘住民の会

として町長に11人ほどでしたかしら行きまし

て申し入れをいたしました。それについての

町長の所見をお伺いいたします。 

 申し入れの１項目めです。１番、志賀原発

の廃炉を目指すよう県と北陸電力に申し入れ

てください。志賀町での地震の確率は低いと

言う人もおりますが、福島だってそうだった

のです。絶対に起こらないということは絶対

にないということ。1,000年に１回の津波がま

たあしたかもしれないということ。志賀町で

起こるかもしれないということ。人が想定す

る基準を自然はあざ笑って軽々と超えてくる

ことを私たちは大変な代償を払って学んだの

ではないでしょうか。 

 先ほども申し上げました。ここから出発し

て変えていくことが福島県のあの大惨事をた

だ大惨事に終わらせない一歩だと思います。

始まりです。安全神話がうそだったと明白に

なった以上、今の状態を続けることは犯罪的

です。地元では全く必要がない志賀原発の電

気。私たちの頭の上を飛び越えて大阪や名古

屋に送られておりました。その志賀原発が電

気を送っていた大阪の橋下知事も原発の電気

は要らないと言い始めております。大阪の電

気のために石川や福井が犠牲になることはな

いのです。 

 また、富山県の石井知事は、富山県の周辺

自治体の理解がなければ志賀原発の運転再開

は難しいとはっきりおっしゃっています。そ

れなのに石川県の谷本知事は国の指示を待ち

ますというだけで、県民の安全を真剣に考え

てくださっているのかどうか、私は大変疑問

に思い、不安を感じております。 

 町は県の、県は国のという大人たちの指示

待ちの態度、責任転嫁が社会に無関心な若者

をふやしている大きな原因だと思っておりま

す。子育て支援の町として、町は何よりも子

供の命を守るために、志賀原発は廃炉を目指

してくれるように県及び北電に申し入れてく

ださい。 

 続いて、申し入れの２項目めです。津波対

策費は自然エネルギー対策に回してください。

保安院は５月６日、志賀原発の緊急津波対策

に妥当というお墨つきを与え、５月20日には

運転継続や再開に支障はないと県に報告して

おります。２カ月で、たった２カ月で何が変

わるというのでしょう。それこそ自然からの

しっぺ返しを受けるだけです。 

 皆さんはご存じないかもしれませんけれど

も、石川県の原子力安全対策室というのがご

ざいますが、そこの室長も保安院からの出向

職員です。なれ合いでやっているとかしか思

えません。 

 しかも、福島原発は津波が来る前に地震に

よって大きなダメージを受けていたのだとい

うことが明らかになってきています。北國新

聞では、東電関係者が津波より前に地震の揺

れで圧力容器や配管などが損傷していた可能

性を認めたと１面で報じました。 

 地震対策を見直すことになれば、志賀原発

はもちろん、もうどこの原発も動かせないの

です。北陸電力が準備すると言っている150

億円は、無駄な津波対策ではなく、自然エネ

ルギーのこれからの推進に使うように県と北

電に申し入れてください。 

 ３番目は、先ほどもありましたプルサーマ

ルの即時撤回です。福島３号機で超猛毒のプ

ルトニウムの飛散が起きています。行き場の

なくなったプルトニウムをＭＯＸという燃料

に仕立てて普通の原発で燃やそうというプル
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サーマル。志賀原発でも受け入れを表明する

と、県は去年までなら30億円、ことしの３月

までなら25億円、国からもらえたのです。こ

れからでも来年までに受け入れを表明すれば

20億円、再来年なら15億円というえげつない

仕組みになっていて、金をえさに赤字で青息

吐息の自治体に言うことを聞かせようと、そ

ういう姿勢が、国の姿勢が丸見えです。しか

し20億円で石川県民の命を売らないでほしい。

知事の責任は重大です。 

 テレビによく出てくる福島県の佐藤雄平知

事は、プルサーマルは絶対導入させないと言

っていたその前の佐藤栄佐久知事が覚えのな

い汚職の罪をかぶせられ政界から抹殺された

後、知事に就任した推進派でございます。こ

の事件には政治と官僚と業界と学者とマスコ

ミが癒着したいわゆる原子力村の多大な関与

があったということを前知事はこの「知事抹

殺」という本で詳しく書かれています。図書

館にありますので、ぜひ読んでみてください。 

 原発を推進した今の知事こそ、自公政権で

推進してきた人たちとともに、そして学者も

ともに県民のみならず全世界におわびをしな

ければならないのです。 

 石川県の谷本知事にはそんな轍
てつ

を踏んでい

ただきたくないと思います。プルサーマルは

即刻撤回すべきと県と北電に申し入れてくだ

さい。 

 以上、３項目の申し入れについて、町長の

お答えをいただきたいと思います。お願いし

ます。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 水口議員の質問に

お答えします。 

 今申されました３点につきましては、それ

ぞれ関連しているものでもあり、また進めて

いく手順もあるんだろうと、このように思っ

ているところでございます。 

 私の基本姿勢そのものは、先ほど来お話が

ありますように原発が安全でなくなったとい

うことですね。こんな福島原発の事故から考

えた場合に、脱原発、そして自然エネルギー

の推進、これが私の基本姿勢ということで受

け取っていただきたいと、このように思って

いるわけでございます。 

 これらの中に直ちに行動に起こせるものも

ございますが、しかしながら社会情勢に応じ

て進めなければならないものもあるわけでご

ざいます。日本社会の経済のこと、さらには

雇用のこと、その地域のこと、それぞれある

んだろうと思っていますが、そんなことも視

野に入れながら私は基本的に私自身の基本姿

勢を貫いていきたいと、このように考えてい

るところでございます。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 基本姿勢が脱原発、

自然エネルギーであるとはっきりおっしゃっ

てくださったんですね。なかなか申し入れ自

体は難しい部分もあるかもしれません。しか

し、その町長の基本姿勢が聞けて本当によか

ったと思います。ぜひともその方向でどんど

ん進めていただきたいと思います。 

 ６番、次は志賀町へ申し入れをしてくださ

いについてお伺いします。 

 志賀原発再稼働のかぎを握っているのは相

変わらず県と志賀町です。この２つがオーケ

ーと言えば、周辺住民の意思とは関係なく動

き出してしまうのです。 

 それで５月９日、原発震災を案じる内灘住

民の会として、小泉勝志賀町長に、広い視点

と将来にわたる展望を持って、志賀町住民だ

けでなく周辺自治体の住民に対しても責任あ

る行動をとってくださいと申し入れをしまし

た。しかし対応した志賀町職員は、再稼働に

は志賀町住民の理解を得ればよい。ほかの自

治体は県の責任だと平然と言いました。 

 ここに、1983年、当時の高木孝一敦賀市長

が志賀町でした講演録があります。ちょっと

引用してみます。「ことしはひとつやってや
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ろうかと。まあ大した金じゃございませんが、

6,000万円でしたけれど、もうやっぱり原電、

動燃へぽっぽと走っていった。すぐ金が出ま

してね。今度は北陸一の宮、これも６億円で

修復したいと。こんなのつくるのわけない」。

そして最後に、「そのかわりに100年たってか

たわが生まれてくるやら、50年後に生まれた

子供が全部かたわになるやらはわかりません

よ」という捨てぜりふで終わっているのです

が。志賀町の聴衆は大笑いと拍手喝采で迎え

たそうです。 

 あいた口がふさがりません。差別用語が平

気で使われ、安全神話がまかり通っていた時

代だったとは思いますけれども、今、福島で

明白となった事実を踏まえたら、志賀町の皆

さんには周辺自治体の命運まで自分たちが握

っているのだということ、責任の重さを感じ

ていただきたいと思うわけです。 

 内灘町及び周辺住民すべての命と財産を守

るために、志賀原発は廃炉を目指してくださ

いと内灘町から志賀町に正式に要請していた

だきたい。志賀町の皆さんの決定が周辺自治

体の命を握っているのだということをしっか

りと伝えていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 今ほどの質問でご

ざいますが、原発に関する国民意識、これは

いろんなテレビ報道でもあるんですが随分変

わってきているということであります。当然、

志賀町の皆さんも変わってきているというこ

とでありますし、町長ご自身、今の現状の中

で再稼働は難しいと今言われているんですよ

ね。それは町民の皆さんの意識が随分変わっ

てきたということではないかと思っているん

ですね。 

 そんな意味で、志賀町自身がどんなふうに

判断するかというのは志賀町自身が私は考え

ることなんだろうと思っているんですが、今

おっしゃったように小泉町長がそのことをと

らまえて、みんなと一緒になって行動すると

いうような話といいますか、そんなことにつ

ながっていくように思えるわけでありますが、

しかしながら現実はなかなか厳しいものです

からね。しかし、現状と気持ちを合わせなが

らきちんとやってくれるに違いないと、こん

なふうに思っています。 

 小泉町長とは近々にもお会いすることもあ

りますから、そんな要望があった、そんなお

話があるということについてお知らせをして

いきたいと思っているわけでございます。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 確かに志賀町の住民

の皆さんに今申し上げたことは失礼な部分も

あったかもしれません。もちろん皆さんの意

識も変わってきておりますし、初めにも申し

上げましたとおりに、命をかけて原発反対を

訴えてきたような方もやはり住民の中にはい

らっしゃったわけです。しかし今回のことに

関しまして、先ほども申し上げましたように、

九州の玄海原発で玄海町の町長が受け入れざ

るを得ない、それがたしかきょうの新聞にも

北陸中日に載っておったと思いますけれども、

その町の財政を考えたら、それこそ麻薬中毒

の話もしましたけれども、その交付税や固定

資産税がなければ町が立っていかないという、

その１点のために受け入れていかれるところ

が非常に多いのではないかと危惧するわけで

ございます。 

 志賀町も良識を持って判断していただける

ものともちろん思いたいし、信じたいと思っ

ておりますけれども、ぜひとも正式な申し入

れということが無理でございましたら、今お

っしゃいましたように、まずは個人的な申し

入れでも構いません。でもどんなふうな反応

だったのかということはまた知りたいと思い

ますけれども、その点はどうなんでしょう。

志賀町町長が態度を東日本震災直後のときに

はマグニチュード９を想定した耐震が必要だ
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というふうにおっしゃっていましたのに、今

後は国から示される指針に基づき判断したい

というふうに７日の志賀町の町議会での答弁

では変わってきているわけです。そういうふ

うにやはりだんだんはっきり言えば保身とか、

自分たちの守りの体制に入ってしまうという

ことが心配でございます。 

 ぜひとも申し入れをしていただきたいと再

度、個人的な意見ではなく、正式に内灘町が

こういうふうに考えているということを申し

入れていただくわけにはいきませんでしょう

か。もう一度お伺いします。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 何遍も同じことか

もしれませんが、その旨を小泉町長にお話を

させていただきたいと、このように思ってい

ます。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 今はそういう段階で、

そういうところでやっぱり仕方がないのかな

と思います。 

 そこで次にお伺いしますが、八十出町政に

なって７年、協働のまちづくり、情報公開と

新たな展開があり、その成果として来年、ま

ちづくり基本条例が制定される予定でござい

ます。これを礎に一人一人が大切にされるま

ちづくりがより一層進むものと期待しており

ますが、この条例は住民投票制度を組み込ん

だものとなると聞いております。 

 この精神を先取りして、原子力発電所につ

いての町民の賛否を問うていただきたいと思

いますが、いかがでしょう。こういうふうな

賛否を問う住民投票を行って、住民の気持ち

が、やはり内灘住民の気持ちが原発は要らな

いんだというふうなことになっていけば、そ

れを町として申し入れていくという、県にも

国にも、そして北陸電力にも志賀町にも申し

入れていくという町長の後押しをする、そう

いう力になると思いますけれども、いかがで

しょうか。 

 町長一人に頑張れとはとても申しません。

みんなで頑張っていきたい、いかなければな

らないことだと思いますが、いかがでしょう

か。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 今ほどの原発につ

いての賛否を住民投票で問えというお話であ

りました。 

 お話のとおり、まちづくり基本条例は来年

１月15日の町制50周年に向けて今作成中であ

りまして、恐らくその時期には皆さんに発表

できるのかなと思うんですが、そのときの住

民合意ということの中にあるわけでございま

す。 

 今おっしゃったように、原発の是非につい

て住民投票をと、こういう投票制度を利用し

てというお話でありました。私は、内灘町に

原発を誘致すると、だから皆さんどうですか

ということについては、大いにこれについて

やったらいい。あるいは町を二分するような

具体的な町に関するようなことがやっぱりあ

った場合に、例えば合併とかという話があれ

ば住民投票で皆さんに問うということはあっ

たとしても、志賀町の原発の是非について内

灘町が投票行為をするというのはちょっとな

じまないのではないかな、このように思って

いるところでございます。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 わかりました。その

ことに関しましてはやはり町長に押しつける

のではなく、町民のほうからまた盛り上げて

いくべき問題かなとも思いました。 

 最後の質問です。今回、大きな犠牲を払っ

て原発神話が崩壊し、やっと政府も電力会社

の独占体制を見直し、発電と送電を分離させ

る発送電分離ということを言うようになりま

した。発電の部門と、そしてそれを送る送電

の部門が独立した形になれば、電気の独占企
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業の体制が変わっていけば、それぞれの地域

でそれぞれが発電する、そんなことで原発は

要らなくなってまいります。 

 また、太陽光発電や風力、波力、地熱など、

今申し上げましたようにそれぞれの地域に適

した自然エネルギーを飛躍的にふやしたいと

も政府は言っています。やっと世界と肩を並

べられるようになりそうで期待しているわけ

ですけれども、内灘町ではそれよりも一歩も

二歩も早く自然エネルギーを推進してまいり

ました。 

 町長として、この自然エネルギーの推進を

追い風にできると思いますけれども、今後、

内灘町だけでなく能登地域をそのような新し

いエネルギーの基地として進めていくための

リーダーとして、どんなまちづくりを目指し

ていかれるのか、進むべき方向をお示しいた

だければと思います。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 水口さんのどんな

町へ進むのかというお話でありました。 

 先ほどからもお話ししていますように、私

の基本姿勢は脱原発。福島原発の事故を見て

こんなふうに感じた。そして、自然エネルギ

ーへの推進ということであります。 

 内灘の環境を考えますと風は最も有効な資

源ということでありまして、これまでも風力

発電について前からもありますし、新たに海

岸にという話もしてきたわけでありますが、

残念ながらそれが実現しなかったわけであり

ますが、その夢は今も持ち続けているわけで

ありまして、機会があったらこの問題もう少

し皆さんと議論しながら進めていきたいなと、

このように思っているわけであります。 

 それは、町全体のエネルギーを町だけで生

産できるように、そんなまちづくりを進めて

いきたいと、こんなふうに思っているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 太陽光発電への大き

な補助や、そして太陽熱温水器への補助は石

川県で初めてだったと、これもきょうの新聞

に載っておりました。 

 風力発電に関しましては、浮体洋上発電と

いうそういった新しいものが長崎のほうで進

められていると聞いております。そういった

こととか、それから電気ではありませんけれ

ども、何か新しい藻で汽水湖などでその藻を

養殖して、そして石油にしていく。それがう

まくいけば日本は石油に全く困らなくてもよ

くなるんだという、そんな大きな構想も出て

いるようでございます。ぜひともそういう情

報を逃すことなく、しっかりとアンテナを張

っていただいて、おくれをとらないで、これ

からも自然エネルギーの先頭で走っていって

いただきたいと思います。 

 そこで、私本当にここにもう一度立たせて

いただきまして、今町長がはっきりと「脱原

発だ」と言明してくださったことで、私がこ

こに戻ってきた意味があったかと本当に感慨

深く思いました。本当にうれしく思います。 

 もう一度ぜひその言葉だけをおっしゃって

いただきたいと思うのですが、お願いします。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 ただいまの質問に

お答えします。私の基本姿勢は脱原発であり、

自然エネルギーの推進ということであります。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 ありがとうございま

した。今の言葉を聞いて、最後の締めは本当

に無駄だなと思いますけれども、忍耐強くて

暴動を起こさない日本人という評価が、言う

べきことを言わない腑抜けの日本人というふ

うな評価に変わる前に、私たちも町とともに

国を動かすために行動を起こしたいと思いま

す。 

 みんなが一歩ずつ動いて変えていけば、必
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ず変えられると思います。署名運動や志賀原

発さよならの集会に参加してみるとか、自分

が支援してきた県会議員や国会議員にもう原

発はとめてくれと言うとか、できることはい

っぱいあります。３月11日から３カ月目のあ

した、６月11日、町民ホールでエネルギーを

考える映画会もあります。まず知ること。正

しい情報を得て、そしてともに行動していき

たいと呼びかけて、ここで終わらせていただ

きます。 

 ありがとうございました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【夷藤満君】 この際、暫時休憩いた

します。 

 再開は午後１時30分といたします。 

           午前11時46分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時30分再開 

    ○再   開 

○議長【夷藤満君】 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 ４番、生田勇人議員。 

   〔４番 生田勇人君 登壇〕 

○４番【生田勇人君】 議席番号４番、生田

勇人です。 

 平成23年第２回定例会におきまして一般質

問の機会を得ましたので、通告内容に従い質

問したいと思います。一問一答方式にて行い

ますので、町長初め執行部においては明快な

る答弁をお願いいたします。 

 今定例議会におきまして、去る３月に発生

した東北大震災の影響もあり、防災対策に関

する質問が多々あるわけでございますけれど

も、私のほうからも１問目はそういった点か

らの質問をさせていただきます。重複する内

容もあるかと思いますが、よろしくお願いい

たします。 

 ３月の定例議会時に起きた大震災、これは

本当に日本で起きているのか、大自然の力を

前に、人はいかに無力かを思い知らされる瞬

間でもありました。犠牲になられた方々にご

冥福と、そして被災地の皆様に心からお見舞

い申し上げ、一日も早い復興と安定した生活

に向け、我々一人一人が何をすべきかという

意識を持って行動していかなければならない、

こう思うものであります。 

 以前の阪神・淡路の震災後、建築基準法に

おいて耐震設計基準の強化が図られたように、

今回の震災を受けて、今後さらに耐震に強化

が図られると、そして津波の防災にも大きな

転換や見直しが図られることと思います。と

りわけ高齢者の方の不幸にも犠牲となった方

の割合が非常に高く、健康体でも若者に比べ

て動きが遅く、災害では逃げおくれる事例が

多いことから、避難施設までの誘導のあり方

や手助けできる環境の構築にも今後取り組ん

でいかなければなりません。 

 当町においては、学校教育施設においてす

べて耐震化を終えており、今後は必要性、緊

急性に応じて順次調査を行い、その他公共施

設を耐震化実施していくとの見解を、私の過

去の質問についてそういう答弁をいただいて

おり、そしてそれが着実に実行されてきてお

ります。 

 そういった中、学校教育施設の耐震化には

生徒、保護者、そして周辺の住民にとって災

害時においては非常に心強い施設となるでし

ょうし、また公民館、集会場などの耐震基準

に適合している公共施設を有する地区におい

ても、避難施設イコール耐震施設として心強

いと思います。 

 しかし、近隣や自分たちの地区にそのよう

な耐震施設のない住民の方々の不安は、この

東日本大震災を受け非常に大きいものとなっ

ているのではないでしょうか。 

 「指定された避難施設はあるけれども、そ

こは耐震施設になっとらんげん」と、そうい

う声を聞くことがあります。当町でも近隣や
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地区の中に耐震の公共施設がない、いわゆる

耐震の空白地区があると思いますが、きのう

の一般質問でも避難施設に指定されておる32

カ所のうち13施設がまだ調査が必要な、いわ

ゆる新耐震基準に適合しない昭和56年以前の

建物であるということでした。今後は地区や

近隣に公共耐震施設のない空白地区、かつ高

齢者世帯割合の大きい地区を優先的に避難施

設の耐震化を図るべき必要があると考えます。 

 避難施設が老朽化し、基礎、構造材、そし

て地盤。この地盤につきましては、きのう渡

辺議員より液状化現象の質問もございました。

内灘町は砂丘地上の安定した地質の地区と河

北潟沿いの軟弱地盤の資質の地区で構成され

ております。そういったものが耐震化に不十

分な場合や既存施設耐震化に大きな金額がか

かるような場合は、住民と協議し新築という

対応をせざるを得ない施設も出てくるかと思

いますが、安心・安全のまちづくりのために

この耐震公共施設、空白地区について今後の

取り組み方をお聞きいたします。 

○議長【夷藤満君】 蓑外史男副町長。 

   〔副町長 蓑外史男君 登壇〕 

○副町長【蓑外史男君】 ただいまの生田議

員のご質問にお答えいたします。 

 これまでも何人もの議員の方々のご質問に

お答えしてきましたが、内灘町地域防災計画

に基づいて災害時に町民が安全かつ迅速に避

難できるよう町内の小中学校や各地区の公民

館を初めとして公共施設32カ所を指定の避難

所としております。その避難所となる施設は、

災害時の拠点としても重要な役割を果たすこ

とから、本町の重要施策の一つとして施設の

耐震化に鋭意取り組んでまいりました。 

 昨日からのいろんな議員の方々にもお答え

しましたが、現在、32カ所の指定避難所のう

ち、議員のおっしゃるとおり残り13カ所がま

だ耐震性能を有しているわけではありません。

残りの施設につきましても順次計画的に、こ

れまで以上にスピードアップして耐震化を図

ってまいりたいというふうに思います。 

 その優先順位につきましては、生田議員か

らもご指摘がありましたように、高齢者等の

要援護者などが多く暮らす地域、高齢化率も

ありますし、実際にお住みになっている高齢

者の方々の人数が多いというこういう視点も

あると思います。また、耐震性能を有する施

設が近くにないとか、あるいは少ないとかい

うことなどを全部精査しまして、改めて優先

順位をしっかり決めて進めていきたいという

ふうに思います。 

 また、老朽化の著しい施設の建てかえ、新

築につきましては、地元の負担も伴うことが

ありますので、地元の方々と、あるいは議会

の皆様と相談しながら進めてまいりたいとい

うふうに思います。 

 いずれにいたしましても、今回の東日本大

震災で防災が各自治体の最重要課題となりま

した。町といたしましては、全職員を挙げて

しっかりと意識し取り組んでまいりたいと思

います。 

 議員各位にもどうぞご支援くださいますよ

うお願いいたします。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 生田勇人議員。 

○４番【生田勇人君】 どうもありがとうご

ざいました。この13施設に関しては、やっぱ

り今副町長から答弁いただきましたように、

空白地区というか、小学校も一つの耐震施設、

避難施設になっておるわけですから、そうい

うところのない地区、一つもない地区をやっ

ぱり優先的に耐震していただいて、公平、不

公平でいえばちょっとわからないですけど、

公平感のある住民の不安、そういったものを

取り除いていっていただきたい、こう思うわ

けでございます。ありがとうございました。 

 続いて、次の質問に入りたいと思います。 

 次に、白帆台地区においての小学校の建設

についてお聞きいたします。 

 白帆台地区には、団地造成当初より小学校
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建設用地が確保されております。一時期は停

滞していた定住人口の伸びも近年の定住促進

施策が実を結び、４月末現在の人口は1,050

人を超え、世帯数も332世帯となりました。住

民も若い方が多く、そして子育て世代の割合

が高い団地でありますので、当初から定住さ

れていた方は当地区での保育園の開園を非常

に喜び、また今後定住される方も含めて最も

期待を寄せるのは小学校の建設であります。 

 町では、今後どういう目安で小学校整備を

考えているのか。住民数、世帯数、または生

徒数はどれぐらい必要なのか、まずお聞きい

たします。 

○議長【夷藤満君】 長丸一平教育次長兼学

校教育課長。 

〔教育次長兼学校教育課長 長丸一平君 登壇〕  

○教育次長兼学校教育課長【長丸一平君】 白

帆台小学校建設の世帯数の目安はどのくらい

かというご質問にお答えいたします。 

 内灘町教育委員会といたしましては、学校

の適正規模は国の指針どおり12学級から18学

級と考えております。また、学校を新しく建

設するときは、増築を繰り返すことのないよ

うに適正な時期に建設をしたいというのが基

本的な考え方であります。 

 建設の世帯数の目安でありますが、転入さ

れる家族構成によってその算定幅があります。

現在、白帆台の１世帯当たりの小学生数は約

0.34人であり、100世帯で34人という状況であ

ります。そして、各学年41人で計算しますと

最低250人の小学生がいれば12学級となり、そ

れを世帯数に換算しますと約740世帯くらい

の目安となります。 

○議長【夷藤満君】 生田議員。 

○４番【生田勇人君】 ありがとうございま

した。今、250人、740世帯ということで答弁

いただきまして、この250人、740世帯という

ものは、今長丸課長言われました１地区の中

というそういうものじゃなくて、その建設に

必要な人数を確保するために他地区をまたぐ

というか、他地区の白帆台以外のところの生

徒数を含めたり、校区割りで合計目標人数を

確保して建設できるのかということと、今町

がもし白帆台に小学校を建設するという場合

に校区割りというものがまず出てくると思う

んですけど、それについて現在はどのような

案を持っているか。校区割によっては通学路

等のアクセスルートを確保して整備しなけれ

ばならないと思いますが、現時点での考えを

お聞きいたします。 

○議長【夷藤満君】 長丸一平教育次長兼学

校教育課長。 

〔教育次長兼学校教育課長 長丸一平君 登壇〕  

○教育次長兼学校教育課長【長丸一平君】 今

ほどの校区割りについてお答えいたします。 

 小学校の場合、その校区の学校は地域づく

りの重要な拠点となっていることから、校区

割りの変更は格別の配慮を要する事柄であ

り、慎重に検討する必要があると考えており

ます。また、校区の決定につきましては、町

教育委員会において小学校及び中学校通学区

域審議会を設け、その中で審議していただく

こととなっております。 

 したがいまして、白帆台地区の児童数の増

加があり、校区割りの議論が必要となった時

期が来ましたら、審議会を設け検討していき

たいと思います。 

○議長【夷藤満君】 生田議員。 

○４番【生田勇人君】 校区割りということ

はなかなかデリケートな部分で、今どうこう

ということもなかなか言えないんじゃないか

なというふうに思うとるんですけど、ただい

ま伺った白帆台の人口の増加の伸びとあわせ

て、そういった委員会、協議会を設置してそ

ういう校区割りも大体決めていきたいと、そ

ういうふうな答弁だったかと思うんですけ

ど、その生徒数、そういったものの今の伸び

の上昇、状況、状態、そういったことから具

体的に何年ぐらいの、何年以内に建設、開校

を町の目標としているか、考えをお聞きしま
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す。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 今ほどの白帆台小

学校の建設時期についての質問でございます。 

 先ほどもお話がありましたように、現在の

白帆台地区の児童数は１学年当たり12人から

25人でありまして、現在の児童数ではまだ先

ほど申した適正規模には至っていないという

ことであります。 

 適正規模の児童数になる時期は、社会情勢

にもかかわるわけでありますが、また校区割

りの面でも変化することから明確な時期の断

言はできないわけでありますが、白帆台地区

はこの10年間で、先ほどお話ありました332

世帯、1,056人というすばらしい伸び率を示し

たわけでございます。特にこの１年間では100

世帯、300人という極めてすごい速さで伸びて

きたわけでございます。 

 そのことが考えられますと、10年以内には

まず建設が可能になるということであります。

そのように推測しているところでございます。 

 さらに、仮に隣接する宮坂地区も加えた校

区を想定するならば、白帆台だけで現在の児

童数が112名でありますから、そこに宮坂地区

の児童数50名程度が加わり、建設規模の目安

となります250名に大きく近づくことになる

ということであります。そういたしますと、

先ほど申し上げました10年以内の建設という

のは、もっと早まって４年か５年早くなると

いうことではないかというふうに予測をされ

るわけであります。 

 町といたしましても、絶えず白帆台地区の

児童生徒数をチェックしながら、また大根布

小学校校区全体数を見きわめながら、適正な

時期に建設に着手したいということを思って

いますし、先ほどからお話がありますように

小学校の建設ということは定住促進にも大き

くかかわるわけでありますから、ある意味で

はそのことに期待も込めて積極的な意味で考

えていきたい、検討していきたいと、このよ

うに思っている次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 生田議員。 

○４番【生田勇人君】 どうもありがとうご

ざいました。今町長の答弁でもありましたと

おり、人口の上昇、伸び率といいますか、そ

ういうものを注視しながら、やはり今定住さ

れている方で夫婦の人とかもいます。生まれ

てくる子供が小学校行くときは自分のところ

の小学校でとか、そういう夢もあります。そ

してやっぱり定住促進策にもさらにつながっ

てくると思いますので、注視しながら今後取

り組んでいっていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 そして最後になりますが、白帆台の小学校

建設までの間に、今現在、大根布小学校にス

クールバスで生徒が通っておるわけでござい

ます。その集合場所に雨や雪をしのぐ施設が

ないということで通告してありましたが、通

告書提出後に一刻も早くということで、以前

の集合場所で利用していた施設を緊急的に移

設していただきました。移設していただいた

ものはやはり団地のスクールバスで通う当初

のものですので、２坪程度の少し狭いかなと

いう建物になっております。ぜひ今後は生徒

数の増加状況を見て待合施設を改善していっ

ていただきたいというのと、あわせて、現在、

学年によってバスの待合場所への集合時間が

違うという状況が起きていると聞いておりま

す。これはスクールバスの乗車定員数によっ

て苦肉の策だとは思いますが、やはりお兄さ

ん、お姉さんと一緒に行くといった集団登校

といいますか、通学の安全、そしてやっぱり

交通安全の面からも改善が望ましいと思って

おりますので、その点についても考えをお聞

かせください。 

○議長【夷藤満君】 長丸一平教育次長兼学

校教育課長。 

〔教育次長兼学校教育課長 長丸一平君 登壇〕  
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○教育次長兼学校教育課長【長丸一平君】 今

ほどのスクールバスが学年によって集合時間

が違うというご質問でございますが、お答え

いたします。 

 現在、朝、北部地区の小学生や中学生をス

クールバス４便で学校まで送迎いたしており

ます。現在のスクールバスの定員は80人乗り

と55人乗りの２台を使用しております。小中

学生を短時間に登校時間までに送り届けるの

には、室からの便も考慮し、白帆台地区にお

いては学年別に３便に乗車時間を割り振らさ

せていただいております。そういったことか

ら、当面、現在のスクールバスの状況では現

状の運行方法と考えたいと思いますので、何

とぞご理解願いたいと思います。 

 また、先ほどの待合施設の改善につきまし

ても、今後、児童生徒数の状況に応じ適切に

対処していきたいと考えております。 

○議長【夷藤満君】 答弁が終わりました。

よろしいですか。 

○４番【生田勇人君】 はい。ありがとうご

ざいました。 

○議長【夷藤満君】 １番、太田臣宣議員。 

   〔１番 太田臣宣君 登壇〕 

○１番【太田臣宣君】 議席番号１番、太田

臣宣でございます。 

 私のほうからは、全問一括質問とさせてい

ただきます。 

 傍聴席の皆様には、早朝から引き続き多く

の方に傍聴していただき、まことにありがと

うございます。 

 まず、３月11日に発生した東日本大震災に

おきまして犠牲になられた方々にご冥福をお

祈り申し上げますとともに、多くの被災され

た方々に心よりお見舞い申し上げます。また、

一日も早い復興をお祈り申し上げております。 

 そしてまた、先般行われました内灘町議会

議員選挙におきまして、町民の皆様の温かい

ご支援、ご支持を承り、初めて議会へと送っ

ていただきました。心より感謝申し上げます。

この初心を忘れることなく一生懸命勉強し、

町民目線で、町民の立場で皆様の声をしっか

りと町政に届けていく所存でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、一般質問させていただきます。 

 何分初めてでございますのでお聞き苦しい

点あるかと思いますが、町長並びに関係部課

長にはわかりやすく簡潔明瞭なご答弁をよろ

しくお願いいたします。 

 金融危機に端を発した世界的な景気後退に

より地域経済は急速に悪化し、そしてまたさ

きの東日本大震災によっても地域経済は深刻

なダメージを受けております。景気低迷によ

る企業業績の悪化は、学校を卒業しても就職

が決まらない若者、またパートを探しても職

がなかなか見つからない主婦、さらにはリス

トラで職を失った人も非常に多くおり、雇用

の悪化も深刻な状況であります。 

 こういった経済状況の中、私たち議員、そ

して行政の人たちも知恵を出し合い、有利な

財源確保や費用対効果をしっかりと見きわめ、

各種の住民サービスや雇用促進のための事業

を選択、選別していくことが必要不可欠であ

ります。そういったことから、今回３点につ

いてお伺いいたします。 

 １つ目は、内灘町では平成18年度に内灘町

行財政改革大綱を策定し、実施計画、いわゆ

る集中改革プランに取り組み、経費の削減を

図っていることに敬意を表したいと思います。 

 しかしながら、安全・安心で住みよいまち

づくりの実現のためには、さらに知恵を出し

合い健全財政を図っていくべきだと考えてお

ります。今後の町財政の道筋をお聞かせくだ

さい。 

 ２点目は、公共施設を新しく建て直すには

莫大な費用がかかることは当然であります。

単に新築するばかりでなく、現在使っている

施設について、町民ニーズをしっかりお聞き

し、使いやすく安全・安心な施設に改修でき

ないかという提案であります。 
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 内灘町には17町会に17の公民館があります。

元気なまちづくりを進めるのにとても恵まれ

た環境にあり、その公民館が地域コミュニテ

ィの核となってだれもが集える居場所となる

ことが、この町が輝き、活気が出るのではな

いでしょうか。 

 私が子供のころは、公民館で卓球をしたり

して地域の子供たちでいつもにぎわっていま

した。北陸は雨や雪のため外で遊ぶ機会が非

常に限られております。内灘町は公園整備等

で公園には非常に恵まれております。公園ば

かりでなく、子供たちが中で遊べるように公

民館ホールの柱に防護パットやガラス面には

防球ネットを設置するようなわずかな費用を

かけるだけで安全に遊べ、地域がにぎわう環

境づくりの一環になると考えます。 

 公民館が地域コミュニティの場として、子

供からお年寄りまでだれもがいつでも集える

場として気軽に足を運べ、利用してもらえる

ような周知や啓発も必要だと思います。限ら

れた予算の中で安全に遊べる施設改修と、も

っと気軽に利用してもらえるような周知につ

いてどのように考えているか、お聞かせくだ

さい。 

 また、モデルとして１つの公民館をモデル

事業として実行できないでしょうか、お願い

いたします。 

 ３つ目の質問に移ります。 

 冒頭に申しましたが、雇用状況が悪化して

いる中、失業中の方は毎日ハローワークに通

い必死に仕事を探しています。企業誘致もな

かなか進んでいないのが現状だと先般の一般

質問よりもお伺いしております。 

 それと並行して、行政と商工会が協力し合

い、河北郡市での広域連携を図り、雇用情報

を収集、公開し、失業者支援ができないかと

いうものです。ぜひ町民の悲痛な声を真摯に

受けとめていただき、就職活動支援をどのよ

うに行っているのか、また行っていない場合

はどのように考えているのか、お聞かせくだ

さい。 

 また関連しての質問でありますが、地元企

業の育成の立場から５月、６月、この仕事が

少ない時期に、23年度予算に計上されている

事業については、12月や３月の仕事が集中す

る時期に発注するのではなく、この時期に予

算を執行されるのが最も費用対効果が反映さ

れるのではないでしょうか。そういったこと

が地元企業への配慮であり、育成につながる

のではないかと考えます。また、雇用の促進

にも必ずつながっていきます。予算の最も効

率的な執行を求めていきたいと思います。本

年度の予算執行計画についてお示しください。 

 以上、私からは行財政改革、地域の居場所

づくり、就職支援の３点についてお伺いしま

す。 

 以上であります。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 太田議員の一般質

問にお答えしたいと思います。 

 私からは、行財政改革について答弁をした

いと思います。 

 内灘町では平成18年度に作成をいたしまし

た行財政改革大綱に基づきまして、集中改革

プランの着実な実施を行ってまいりました。

その取り組みの成果として、平成22年度決算

見込みでは２億2,000万円余りの黒字化が達

成できる見通しであります。これは、平成15

年度から毎年単年度収支が赤字決算でありま

したが、実に８年ぶりの黒字化達成でありま

す。 

 この間、義務教育施設である全小中学校の

耐震化工事の実施、保育所の民設民営化の推

進等、教育、子育て支援に傾注をし各種施策

を展開してまいりました。 

 あわせて、自主財源の確保、歳出削減、事

務事業の改善を図るとともに、町民サービス

の質の向上に努め、財政基盤の安定、行財政

改革の推進を強力に図ってきたところであり
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ます。 

 推進に当たっては、町民参加による行財政

改革推進委員会の討議、議会においては行財

政改革特別委員会の設置をされて審議をいた

だき、ここに厚くお礼を申し上げる次第でご

ざいます。 

 しかしながら、平成23年度当初予算におき

ましては国民健康保険特別会計への繰出金、

各種補助金や扶助費等の義務的経費の伸びが

大きく、財政調整基金から４億5,000万円、そ

の他基金を合わせまして５億2,000万円余り

を取り崩す予算編成となったわけでありまし

て、このまま推移を続けますと平成24年度当

初予算編成も基金からの大きな取り崩しが必

要となるわけであります。 

 さらに歳入にあっては、地方交付税や臨時

財政対策債など国の動向に大きく左右される

依存財源の割合が高く、財政基盤はまだまだ

不安定な状態であります。 

 今後の行財政改革の取り組みにつきまして

は、行財政改革推進委員会の最終意見書の提

言を踏まえて、第４次内灘町総合計画の終了

年度となる平成27年度を目標に第２次行財政

改革集中改革プランの策定に取り組んでいる

ところであり、また並行して、平成22年度か

ら本格導入いたしました外部評価を含む行政

評価を活用し、業務の改善、効率的な行政経

営を図り健全財政の堅持に努めてまいりたい

と、このように思っているわけでございます。 

 私からは以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 中西昭夫都市整備部長。 

   〔都市整備部長 中西昭夫君 登壇〕 

○都市整備部長【中西昭夫君】 私から２点

お答えいたします。 

 まず、就職活動支援についてのご質問にお

答えいたします。 

 内灘町では、町民の利便を図るため、正面

玄関横に求人コーナーを設け、ハローワーク

の求人情報を掲示し、またハローワークのホ

ームページにアクセスできるようパソコンを

設置しております。また、高校卒業者の就職

活動支援といたしまして、郡市の企業で組織

された河北雇用対策協議会が郡市内の企業情

報を載せた就職ガイドブックを毎年発行して

おります。また、求職者の就労相談につきま

しては、いしかわ求職者総合支援センターに

よる生活就労相談を毎月１回、役場におきま

して実施しているところであります。 

 雇用情勢はますます厳しくなると思います

ので、議員ご提案の件につきましては、先ほ

ど申し上げました河北雇用対策協議会や河

北・森本広域商工会協議会といった組織と連

携を図りながら、雇用情報の一層の収集を図

ってまいりたいと考えております。 

 次に、本年度の予算執行計画についてのご

質問にお答えいたします。 

 公共工事の発注につきましては国等の補助

申請手続が必要でありまして、その後入札な

どを行うため、発注の多くは７月以降になっ

ております。本年度につきましては、昨年度

末に国において編成されました緊急経済対策

による補正予算を活用いたしまして、それを

今年度に繰り越しいたしまして工事の発注の

平準化を図っているところであります。 

 今後は補助事業の早期着工制度あるいは前

年度中に実施設計を行うなどいたしまして事

務改善を図り、効率的な早期発注の工事につ

いて努めてまいりたいと、そのように考えて

おります。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 島田睦郎生涯学習課長。 

   〔生涯学習課長 島田睦郎君 登壇〕 

○生涯学習課長【島田睦郎君】 私のほうか

らは、地域の居揚所づくりについてのご質問

にお答えをさせていただきます。 

 本町の地区公民館は、地域住民に最も密接

に結びついた学習の場として、また健康増進

や地域コミュニティ醸成の揚として地域にな

くてはならない施設として活用されておりま

す。 
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 その公民館では、地域のさまざまな方々が

利用され、コミュニケーションが図られ、相

互理解と信頼関係が深められています。そし

て、世代間交流とも相まって地域の教育力や

連帯感も高められており、地域づくりの拠点

となっているものでございます。 

 議員ご提案のように、将来を担う児童生徒

が目を輝かせながら公民館に集う機会がふえ、

子供たちが安全に遊べる施設としてどのよう

な使用形態が望ましいのか、まずは各公民館

長を介しましてニーズを調査し把握したいと

存じます。あわせて、室内における遊び方の

工夫についてもご相談を申し上げたいと思っ

ております。 

 その上で、公民館が各種会議、教室あるい

は行事などいろいろな形態で利用される揚合

があることや、必要経費等も勘案しながらモ

デルケースの取り組みも検討してまいりたい

というふうに考えております。 

 そして、より気軽に地域住民の皆様に利用

していただける方策が具体化しましたら、関

係各位とご相談しながら公民館だよりやホー

ムページなどによりまして情報発信に努めて

まいりたいと存じますので、ご理解をお願い

いたします。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 答弁が終わりました。

よろしいですか。 

 太田議員。 

○１番【太田臣宣君】 先ほど就職ガイドブ

ックの「ＫＡＨＯＫＵ」についての話があっ

たかと思います。高校新卒者あてに出してい

る冊子だとお伺いしています。 

 この中身見ますと、本当に河北郡市のすば

らしい企業がたくさん出ております。しかし

ながら、内灘町の企業は１社しか出ておりま

せん。もっと行政のほうから内灘町の商工業

者に対しましても雇用の促進を図るためにこ

ういうところに参加していただき、河北広域

で話し合いを持っていただき、地元に住まい

されている方々の雇用の促進をこれからます

ます進めていっていただきたいと思っており

ます。 

 最後に、町長さんにお伺いします。行財政

改革、今から27年度目指して集中改革プラン

やるというふうな話おっしゃっていただきま

した。それに沿って今後もしっかりと黒字財

政を目指してやっていってほしいと思います

が、町長の今後のお考えをお聞きしたいと思

います。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 太田議員の再質問

ということであります。 

 行財政改革の今後の見通しも含めてという

ことであります。 

 先ほども答弁いたしましたように、22年度

は我々が目指しておりました単年度黒字にこ

ぎ着けたということについては、いろんな皆

さんのご協力があったからこそというふうに

思っていますが、ご案内のとおり、国、県、

そして町とも厳しい経済環境にあるというこ

とは事実であります。 

 そんな意味では、よほどの気持ちを締めな

かったら、町が継続可能な町として、自治体

として運営していくことは難しいと、こんな

状況でありますので、多くの皆さんの貴重な

ご意見をいただきながら、見通しのいい経済

になるように、町がそんな方向に担っていけ

るように頑張っていきたいと思っているわけ

でございますので、太田議員にもそんな意味

でしっかりとご支援賜ればと、このように思

っているわけであります。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 中西昭夫都市整備部長。 

   〔都市整備部長 中西昭夫君 登壇〕 

○都市整備部長【中西昭夫君】 今議員のほ

うからご指摘があった点、また商工会と連絡

をとりながら、内灘町の商業者の利益になる

ような方策を考えながら、また高校なり求職
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の場を、雇用の場を確保できるよう担当部局

としてまた図っていきたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 答弁が終わりました。

よろしいですか。 

○１番【太田臣宣君】 はい。 

○議長【夷藤満君】 10番、清水文雄議員。 

   〔10番 清水文雄君 登壇〕 

○10番【清水文雄君】 社民クラブの清水で

す。 

 最後の一般質問になりました。何かぎくし

ゃくする質問をきのうしたということで言わ

れていますけれども、決してぎくしゃくする

つもりはございませんので、町民の福祉向上

を願って純粋に議会活動、議員活動を続けて

いきたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いをいたします。 

 執行部の答弁におかれましては簡潔にわか

りやすくお願いをいたしまして、質問に入ら

せていただきます。 

 最初の質問は、町で独自の奨学金制度を創

設する考えはないか、お聞きしたいと思いま

す。 

 自民党、公明党による政権が推し進めた自

由主義的政策による格差拡大、そして貧困層

の拡大、そのことは今も歯どめがかかってお

りません。今ほど太田議員のほうからもござ

いました。ワーキングプアと言われる年収200

万円以下の働く者は1,000万人を超えている。

生活保護世帯も11年１月で144万人、過去最高

というふうになっています。 

 非正規労働者、現在約1,740万人と言われ、

これはふえ続けて2,000万人を超えるんでは

ないかというふうにも言われているわけでご

ざいます。非正規の雇用者比率が11年で

35.4％という高い水準となっております。３

人に１人が非正規雇用者ということでござい

まして、失業率も５％前後に高どまりをして

いるということでございます。 

 この内灘町、金沢市のベッドタウンという

ことで働く者、勤労者の町であります。我が

町においても、これらの数字が詳しくわかれ

ばいいんですが把握されていないということ

でございますし、生活保護世帯についてお聞

きをいたしました。増加をしておりまして、

生活保護世帯、この内灘町、平成19年で57世

帯あったのが現在５月段階で89世帯という状

況になっていますので、先ほど申し上げた全

体状況というのがこの内灘町にも明らかに出

てきていると、そんなに違わないという状況

だろうというふうに思います。 

 こうした中で、県内、市町独自の奨学金制

度の利用というのがここ５年間で21％増加し

ているという北陸中日新聞のまとめがござい

ました。親の収入格差の拡大、貧困層の増大

というのが未来を担う子供たちの教育にも広

がっているというのが現状であります。 

 私の周りにも会社をリストラされて他の会

社へ契約社員という形で行ったんですけれど

も、それも雇いどめになってしまった。子供

の教育費にお金がかかる。高校の授業料の無

償化にはなったけれども、通学費やら就学旅

行の積み立てやら大変だと、そんな声が聞こ

えてくるのが現状でございます。親の貧困が

子供の教育の格差につながってはならないと

いうふうに思うわけでございます。 

 そうした意味からも、国、そして自治体独

自の奨学金制度の充実というのは重要な課題

であります。県内では10市９町で９市３町に

独自の奨学金制度がございます。残念ながら

我が内灘町にはないわけです。志賀町は高校

生、月１万2,000円、公立大学が３万6,000円、

私立大が４万8,000円というふうになってい

ます。あと穴水町が大学生で３万円。能登町

が高校生で２万円、短大生で２万5,000円、大

学生で３万円と、いずれも貸与としての制度

があります。 

 この河北郡市見てみますと、隣のかほく市

が給付という形で高校生月8,000円の制度と

なっているわけでございます。利用者は、か
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ほく市の場合、06年６人だったわけですけれ

ども、10年度で13人ということで倍以上にな

っているのが現状でございます。 

 町独自の奨学金制度のないこの内灘町に

も、町として独自の奨学金制度をつくる考え

がないのか、お伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 清水議員の奨学金

の質問に答えたいと思います。 

 今ほどもお話がありました県内12の自治体

では、成績優秀で経済的理由によって就学が

困難な高校生や大学生に就学上必要な学資金

（奨学金）を支給をし、あるいは貸与をし、

有用な人材を育成する目的で奨学金制度を取

り入れているところでございます。 

 内灘町では、これまでは問い合わせがあっ

た場合に、石川県育英資金やあしなが育英奨

学金、または私立高校の奨学金制度等を紹介

していたわけであります。 

 ご案内のとおり、国では平成22年の４月か

ら、家庭の教育費の負担を軽減するため、家

庭の経済状況にかかわらず、すべての意志あ

る高校生等が安心して勉学に打ち込める社会

をつくるために、国の費用で公立高等学校の

授業料無償化及び私立高校の就学支援金の支

給がなされたわけであります。この無償化の

対象はあくまでも授業料のみでありまして、

入学金、教科書代、修学旅行費等、授業料以

外の学費は無償となってはいないわけでござ

います。 

 清水議員言われました格差社会と言われる

昨今の状況の中で、将来有為の人材の育成を

支援することは内灘町にとっても非常に大切

なことであると、このように認識をしている

ところでございます。 

 したがいまして、奨学金の原資となる財源

の見通し、あるいは給付方式や貸与方式など

さまざまな制度で運用いたしております他自

治体の奨学金制度の内容等をしっかりと把握

調査をいたしまして、本町における制度設計

の研究をぜひ進めたいと考えておりますので、

ご理解をいただくようにお願いしたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 やはりそういう制度

をつくるときに問題になるのが財源だという

ふうに思います。知恵を出して、ぜひとも内

灘町でその制度の確立に向けて力強く早急に

実施をすべきだというふうに思いますので、

できたらおおよその制度の実施時期等につい

て、あればお聞かせを願いたいというふうに

思います。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 今ほどの質問です

が、答弁いたしましたとおりこれから研究調

査をしていこうということでありますので、

具体的な日程については予定がないわけでご

ざいます。できる限り早く研究に努めていき

たいと、このように思っているわけでありま

すので、よろしくご理解いただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 こういう格差社会と

いうのが現実に存在していますし、その必要

性というのが大変大きい制度だというふうに

思いますので、ぜひとも早急な制度の設立を

お願いをしたいというふうに思います。 

 引き続いて、２つ目の質問に入らせていた

だきます。 

 防災計画の見直しと原子力防災計画の策定

の考えはないかの質問に入らせていただきま

す。 

 八十出町長は、先ほどの水口議員の質問の

中で、脱原発社会、脱原発、自然エネルギー

の推進をやるという表明をされました。私は、

今度の選挙に立候補するに当たって、私の選
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挙公約で「脱原発、自然エネルギーの推進」

というのを掲げさせていただきました。そう

いう意味では、脱原発、自然エネルギーの推

進に向けたまちづくりに向けて、私は議会、

議員の立場からその前進を目指していきたい

というふうに考えています。 

 そんな意味で、この推進を図っていくため

の具体的な中身についてお伺いをさせていた

だきたいと思います。 

 それは、やっぱりパフォーマンスであって

はなりませんし、言い方悪いんですけれども、

やっぱりこういう今の福島の事故を見たとき

に、きちっと町としての取り組みというのを

町民に示して、町民の安全・安心というのを

つくっていかなければならんというふうに思

っておりますので、ぜひともよろしくお願い

します。 

 そういう前提に立って質問をさせていただ

きます。 

 ３月の11日に発生いたしました東日本大震

災、マグニチュード９という日本の観測史上

最大の地震ということになりました。地震と

津波による死者、行方不明者約２万5,000人、

建物の全半壊は10万棟以上ということでござ

いまして、今なお10万人を超える住民が避難

生活を余儀なくされている巨大災害になって

います。 

 さらに、地震と津波だけではなく、福島第

一原子力発電所の事故は、地震と原発事故が

複合するいわゆる原発震災というものになっ

て事態を一層深刻化させているのが現状でご

ざいます。 

 地震による災害、そして津波による被害、

さらには原子力発電所の事故の放射線による

被害、さらにはその放射線による農産物や農

水産物などなど風評被害という、そうした４

つの被害に苦しんで現地ではいらっしゃいま

す。そういう意味では、そうした被災者の皆

さん、そして亡くなられた皆さんに心からご

冥福とお見舞いを申し上げたいというふうに

思います。 

 同時に、復旧、復興に全力を挙げなければ

なりません。私も７月に現地へ今入る準備を

いたしております。そういう観点に立って、

まずは防災計画の見直しの質問を予定をして

おりました。しかし先に多くの皆さんが質問

をされまして、いずれも町長の答弁は国の災

害対策基本法、そして県の防災計画の修正を

受けて町の計画を見直すというのが基本でご

ざいます。省かせていただきたいというふう

に思います。 

 ただ一つ、防災訓練の回数をふやす必要が

ないのか、回数をふやす考えがないのか、お

聞きをしたいと思います。 

 先日、どこの局だったか忘れましたけれど

もテレビを見ておりましたら、東日本大震災

時のディズニーランドの状況を放送いたして

おりました。あの地震時に何万人という入場

者を冷静に何の混乱もなくアルバイト社員が

誘導して、みずからの考えで店の品物をお客

さんに頭にかぶってくださいとか、そうした

主導して体を守る保護具にしたりして、混乱

というのがほとんどなかったということでご

ざいます。 

 帰り帰れない人も含めて、ディズニーラン

ドの中に、電車がとまっていますから帰れな

かったという人たちも多くいたんですけれど

も、そこもきちっとそういう人たちが、社員

がきちっと主導して、混乱もなかったという

のを放映しておりました。 

 私はこの番組を見て、やっぱり訓練が大事

なんだなと。このディズニーランドでは年間

たしか180日訓練をしているというふうに言

われていました。そういう意味では、やっぱ

り訓練というのが非常に大事なんだなと。国

から県、そして町の防災計画などももちろん

大事でありますが、訓練によっていつ来るく

るかわからない災害の備えにしていかなけれ

ばならんというふうに思います。 

 現在、校下単位で実施されている年１回の
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町としての防災訓練をふやしていく方向とい

うのをやっぱり考えて、町民の皆さんにも安

全・安心をみずからがつくっていくという意

識をつくってもらって、そういう取り組みが

国や県の対策を待つんではなくて、町として

できることをやっていくことが大事だという

ふうに思うわけでございますけれども、町長

の考えをお伺いをいたしたいというふうに思

います。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 清水議員の質問に

お答えしたいと思います。 

 訓練そのものをふやせばどうかという話で

ありました。訓練はやればやるほど、いざ、

まさかのときに役立つというのはこれまでも

何遍も私どもは言ってきましたけれども、実

際にそのことと遭遇することはそんなにない

ものですから、そんな実施した中身について

は言えないわけでありますが、今度の東日本

大震災を見て本当にそのことを痛切に感じた

わけでありますし、小さい子供たちが日常ふ

だんに津波が来たらすぐ高台に避難するとい

う、そんなことがオウム返しにやっていた小

学生はそれこそ災害と同時に避難するという

そのことが明らかになったように、我々もそ

んな訓練を回数を重ねれば重ねるほど実際の

ときには役立つということでもありますの

で、今おっしゃったような訓練の中身につい

ては、できればふやせばふやすほどいいとい

うことですから、これまでの回数とプラス何

回かというのをやれればと思っているわけで

あります。 

 あわせて、その中には従来になかった津波

の訓練も含めて取り入れてやっていければい

いかと思っているわけでありますが、何分に

もそれを具体的に実践により近いというとき

に、やっぱり防災計画がきちんとないとなか

なか実践的な形にならんものですから、その

ことも期待しながら、一方で自分たち自身で

そういう計画を立てて訓練をするということ

も大事だと思っていますので、議員のおっし

ゃるとおり我々もそういうことを研究してい

きたいと、このように思っているところでご

ざいます。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 ぜひともよろしくお

願いをいたします。 

 ２つ目、原子力防災計画の策定についてお

伺いをいたします。 

 福島第一原子力発電所は、今もなお放射性

物質を放出を続けているわけでございます。

このことは原子力発電所の安全神話が完全に

崩壊したということでございまして、現地で

は職場を失い、期限の定めのない避難生活を

余儀なくされている被災者の暮らし、あるい

は出荷停止を命ぜられた農水産物生産者の思

い、地震や津波の犠牲になった亡きがらさえ

も収容できない遺族の思いなどなど、地域社

会が完全に崩壊させられている状況だと言え

ます。 

 内灘町は、志賀原子力発電所から40キロの

距離にあるわけでございます。現在、北陸電

力志賀原子力発電所は１号機がトラブル、２

号機が定期点検で運転を停止をいたしており

ます。 

 一方で、福島第一原子力発電所の事故は、

原子力発電所そのものの危険性を実証してい

るわけでございまして、志賀町、そして内灘

町を初め近隣自治体など多くの県民に大きな

不安が広がっているわけでございます。 

 したがって、運転再開に向けて北陸電力は

準備を進めているようではございますけれど

も、町民の原子力発電所に対する不安が大き

い中で、北陸電力と安全協定を結び運転再開

の同意権を持つ谷本知事に対して、運転再開

をさせないよう内灘町町長として申し入れる

べきだというふうに考えるわけでございます

が、その考えはないのか。 

 知事の姿勢を見ておりますと、なかなか国
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の指示待ちということを繰り返して言ってい

らっしゃいまして、県民目線に立っていない

んではないか、そんな声も聞こえてくるわけ

でございます。県民やそこに住む住民の不安

を取り除いていくのがそこの首長の役目だと

いうふうに私は思いますので、八十出町長、

ぜひとも町長として谷本知事に対して申し入

れをお願いをしたいというふうに思います。

その考えはないのか、お伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 幾つかの質問をさ

れたようでありますが、最初に、志賀原発の

再稼働をやらせないように県に対して要望で

きないかという、こんなお話でありました。 

 先ほど午前中にもお答えをいたしましたが、

今度の福島原発の大きな事故、そして今日に

至るも収束のめどがつかないという状況の中

で、私は福島地区の人たちだけでなしに全国

の原発の周辺の皆さんには不安がいっぱいだ

ということは申し上げるべきもない、全体が

そんなふうになっているということでありま

す。 

 そんな意味では、これも前にも申しました

が、再稼働するときには地元の合意をとらな

いかんということを言っていますし、その中

身が例えば今の状況でいえば志賀町というこ

とだけになっているんですが、そうでなくて、

我々は10キロだけでなしに、それ以外の我々

のところまで含めた範囲のところの住民の合

意といいますか同意も得てほしいと、こんな

思いでいっぱいであります。 

 新聞等でも見ますと、それは輪島もそうで

あったり中能登町もそうであったり宝達志水

町もそうであったり、能登のほとんどの皆さ

んがそんな不安でいっぱいだし、私たちの意

見も聞いてほしいよということだと思うんで

あります。やめようという気持ちを我々がお

願いするということよりも、そんな同意をぜ

ひさせてほしいと、こんな要望を知事と機会

があるわけでありますから、そんなときに正

式に申し入れると。 

 しかも自分たち、例えば内灘から単独でと

いうんじゃなくて、同じ境遇にある皆さんと

力を合わせてそんな範囲を広げてほしいとい

う、そんな要望も大事なんではないかなと、

このように思っているところでございます。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 大変町長として重大

な決意のもとに答弁があったというふうに思

います。 

 そうした答弁の本当の実行として、３つ目

の質問なんですけれども、志賀原発から40キ

ロにある内灘町として、北陸電力が志賀町、

当該の町と石川県と安全協定というのを結ん

で、原子力の安全にかかわる協定を結んでい

るわけです。そういう意味では、その２つの

自治体の同意がないと運転再開ができないと

か、さまざまな原子力発電所に対する安全に

かかわる協定というのがあるわけなんですけ

れども、今の町長の答弁をお聞きしましたら、

まさに内灘町もその安全協定を結ぶべきだと

いう考えなのかどうかをお聞きをしたいとい

うふうに思います。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 清水議員の質問に

お答えしたいんですが。 

 私が、今言われたように直接、北陸電力と

安全協定を結ぶという話をしているんじゃな

いんです。今、私は福島の原発の事故を見て

感じて、そして不安を感じ、それを何とか当

該北陸電力や、あるいは石川県や、あるいは

志賀町を初め周辺の皆さんと思いを共有でき

ないかという、そんな思いでありますから、

これからどんなふうなことが今一番必要なの

かということがあるんですが、まず先ほども

言いましたけれどもＥＰＺ（防災対策重点地

区）にこれが入らないと、防災協定はもちろ

んそうですし、今言う安全協定も含めて権利



 

 －75－

がない感じになってしまいますので、そんな

意味でお願いしていきたいなと、このように

思っているところでございます。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 言っている中身とい

うのは、まさに安全協定を結ぶべきだという

町長の認識だというふうに思うんですけれど

も、同時に、先ほどもございました。この能

登地域で、６月２日に七尾の武元市長があい

まいな立会人の立場では市民の声や要望を伝

える手続は弱いと。そんな意味で、安全協定

の中に入っていきたいと。北陸電力との中で

協定の当事者として安全・安心な状況を求め

ていきたいということも言われていますし、

中能登町の杉本町長も同意に加わって北電に

厳しく言いたいというような態度を示してい

ます。 

 町長もそういう意味では、中身のあるもの

をやっぱりきちっと保障を勝ち取って、町民

に示して、町民に安心・安全というのを示し

ていくべきではないかなというふうに思うわ

けで、いろいろあると思いますけれども、北

陸電力との安全協定を結ぶ考えがないのか再

度お聞きをしたいというふうに思いますし、

ＥＰＺにしても、その中で50キロ範囲ぐらい

にしないと住民の不安というのがなかなか取

り除けませんし、その中で原子力防災計画も

策定をしていくべきだというふうに思いま

す。 

 ぜひとも北陸電力との安全協定、これを結

んで、原子力発電所にかかわる安全について

町も当事者として加わっていく、その考えが

ないのか、お伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 今の質問にお答え

したいんですが、考えはもちろんどんな形で

あれ、その枠の中に入っていけたらという思

いがあるんですが、それは簡単ではないと思

うんです。だからこそ町単独でやることより

も、むしろ今言われたような自治体も含めて、

そんな危惧を持っていらっしゃるということ

ですから、手をつないでいけるんだったらそ

ういう危機感を共有化した自治体でお願いし

ていくと。それはどんな形になるかは知りま

せんが、そんな努力を始めていきたいと、こ

のように思っているところです。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 具体的な形としての

安全協定、北陸電力と締結していく考えだと

いう答弁がございましたので、ぜひとも実現

をお願いをいたしたいというふうに思います。 

 それでは時間もありませんので、３つ目、

内灘海水浴場の安全・安心についてお伺いを

いたします。 

 また、ことしも夏を迎えて内灘海岸の安

全・安心が心配な時期になってきました。09

年（平成21年）６月定例会で、私は、夜中の

花火の打ち上げ禁止や海岸の使用と管理のあ

り方など海岸条例の制定の状況はどうなって

いるかという質問をいたしました。町答弁は、

石川高専と連携して条例制定に向け研究に着

手したと。年度内に海岸魅力づくり委員会と

利用形態の調査、検討。その後、条例策定作

業に入るという答弁がございました。 

 八田議員からもこの間、同様の質問がなさ

れているわけでございますけれども、現在の

内灘町海岸条例制定に向けた町としての取り

組みというのはどのようになっているのか、

お伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 山田吉弘都市整備部担

当部長兼企業立地推進室長。 

〔都市整備部担当部長兼企業立地推進室長 山田吉弘君 登壇〕  

○都市整備部担当部長兼企業立地推進室長

【山田吉弘君】 まず、海岸条例の策定につ

きまして、非常に作業がおくれていることに

対しておわび申し上げます。 

 現在の状況でありますが、昨年12月議会で

八田議員の質問にお答えしましたとおり、条

例化のためには国、県と海岸管理上の課題を
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協議し、利用者の自主ルール策定を先行させ

ることも視野に入れまして、内灘海岸魅力づ

くり委員会を母体として議会に諮りながら作

業を進めていくことにしております。 

 平成23年に入りまして、海岸において規制

したい事項を条例制定か自主ルールづくりで

進めればよいのかを、また町が海岸管理者と

なった場合の問題点等について検討するとと

もに、石川県と協議を重ねてまいりました。

その結果、条例制定と自主ルールづくりのお

のおののケースでのメリット、デメリットが

明確となってきましたので、それらを議会に

お示ししまして当面の方針を決めたいと考え

ております。 

 方針が決定した後は、内灘海岸魅力づくり

委員会を母体といたしまして関係機関と協議

を重ね、作業を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 条例制定か自主的ル

ールづくりかということで取り組みが進んで

いるということでございますけれども、それ

ぞれの状況について議会に示すということで

ございますから、それを受けて議会の中で審

議をしていくべきだというふうに思いますの

で、これからの取り組みに期待をしていきた

いというふうに思っていますし、やっぱり私

は最終的には条例制定だなというふうに思っ

ておりますので、ぜひともそういうところも

踏まえてこれからの取り組みを進めていただ

きたいと。当面ということですから、当面の

あり方だということでございますから、そう

いうことでお願いをいたします。 

 ２つ目に、海水浴シーズンに入っての海水

浴場における事故防止と浜茶屋等の周辺地域

での事故防止、防犯面での対策、それは万全

なものになっているのか。毎年、海岸に移動

交番を設置していただいてやっているわけで

ございますけれども、看板の立てていくとこ

ろが保育園に、千鳥台幼稚舎になっていると

いうこともございまして、ことしのあり方も

含めて状況と考えをお聞きをしたいというふ

うに思います。 

○議長【夷藤満君】 山田吉弘都市整備部担

当部長兼企業立地推進室長。 

〔都市整備部担当部長兼企業立地推進室長 山田吉弘君 登壇〕  

○都市整備部担当部長兼企業立地推進室長

【山田吉弘君】 私からは、海水浴場の安全

対策についてお答えいたします。 

 海水浴場内のエリアにつきましては、くい、

浮き、ロープなどを設置いたしまして車両や

水上バイクの進入を防止しております。それ

以外の区域につきましては、現在は自由使用

ということもありまして、安全な海岸の利用

を促す啓発看板で対処いたしたいと考えてお

ります。 

 また、周辺地域の安全・安心面の確保につ

きましては、津幡警察署ヘパトロール強化を

お願いするとともに、地元町会及び海の家管

理組合と連携を密にして万全を期したいと考

えております。 

 なお、今月下旬には国、県、警察、町会、

海の家管理組合等に加え、今年度より新たに

設立されましたＮＰＯ法人内灘ライフセービ

ング協会の代表の方にお集まりいただきまし

て内灘海水浴場連絡会を開催する予定です。

この会議で海水浴場の運営や安全面について

協議し、各組織の役割等を互いに確認したい

と考えております。 

○議長【夷藤満君】 長丸信也総務課長。 

   〔総務課長 長丸信也君 登壇〕 

○総務課長【長丸信也君】 私のほうから、

移動交番の設置についてお答えいたします。 

 内灘町では、津幡警察署に依頼し、内灘海

水浴場入口付近において７月中旬から８月の

週末の夜間、移動交番の設置をお願いしてお

ります。この警察官による駐留警戒により、

夜間の内灘海水浴場付近における交通安全と

防犯の両面で大きな抑止力となっており、周

辺住民の安心・安全につながっているものと
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認識しております。 

 本年度も既に津幡警察署に移動交番の設置

を要望いたしております。議員ご指摘のとお

り、昨年までの移動交番の設置場所につきま

しては既に保育園が建設されており、本年度

は周辺場所で津幡警察署とも協議しながら設

置場所を検討したいと考えておりますので、

ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 ぜひともまた安全・

安心を守っていただきたいというふうに思い

ます。 

 以上、私の質問を終わらせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○議長【夷藤満君】 以上で通告による質問

は終わりました。 

 これより通告に関連する質問を行います。 

 質問は通告の趣旨に沿うもの、補足するも

のに限り、１人１問のみで５分以内とし、再

質問は認めませんので、ご注意願います。 

 発言は挙手の上、議長の許可を得てから通

告による質問をした議員の名前、質問の内容

を述べた後、関連質問を行ってください。 

 それでは、質問ございませんか。 

 14番、中川達議員。 

   〔14番 中川達君 登壇〕 

○14番【中川達君】 どうもご苦労さまでご

ざいます。関連質問のみということでござい

ますので、恩道議員の庁舎の建てかえという

件について関連質問をさせていただきます。 

 朝ほど恩道議員のほうから、庁舎の建てか

えはいつごろになるのかなという話がござい

ました。消防長、いろんなことを思っての発

言かわかりませんけれども、余り歯切れのい

い答弁ではございませんでした。 

 やはり今、きょう多くの皆さん、そしてき

のうも議員の皆さん方がそれぞれ防災、そし

て震災、あるいは耐震という形を訴えており

ますけれども、その防災、そして訓練、耐震、

その機関となる指導する立場である消防署の

職員の皆様の建物が今現在どういう形になっ

ているのか何ら説明がございません。 

 あの24時間、職員が一生懸命になって町の

町民の皆様の安心・安全を守っている姿を見

ると、あの傾いた消防庁舎が、いつ建てるか

わからない広域業務を見ながら、推移を見な

がらという発言もございました。しかし、消

防長にとられては早急にこれを何とかしなく

ちゃいけないという思いが強いと思います

よ。 

 ただ分庁という中で、本庁の皆様に遠慮を

しているのかどうかわかりませんけれども、

やはり防災、そして震災面を率先して、町民

の皆さんの安心・安全を率先して進めるべく

職員の庁舎が、先般も震災の中で、ややもし

ますと床が欠けてきているという状況もそう

でしょう。 

 そういったことを踏まえて、やはり職員の

皆さんのそれぞれがまず自分の職員の皆さん

をしっかりと支えるという気持ちを持って答

弁をしていただきたい、このように私は思っ

ておりますし、また町長もそういった形で職

員の皆さんが大事だと思います。やっぱりそ

れをきちっと、いつ幾日までに地元の皆さん

の同意をしっかりといただくという、設置場

所もある程度数年前から設置が決まっている

と思いますよ。そういったことも何ら町民の

皆さんにしっかりと認識をしていただく、こ

ういう状況になっているという認識をしてい

ただくことがまず大事だと思っております。 

 どうぞそういった立場で、消防長、もう一

度しっかりと、今現況の建物はこうなってい

る、こういう状況になっているということを

この席上ではっきりと示していただきたいと

思います。 

 そしてまた、町長のほうから、しっかりと

これからの消防庁舎のあり方、いつ幾日まで

にという、一刻も早く争うような状況になっ

ていることを認識した上でのご答弁をいただ

ければ幸いかと思います。 
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 どうぞ防災も大事です。地震も大事です。

しかし、今一番内灘町で危惧されている耐震

物は消防庁舎なんです。ですから、そこら辺

もしっかりもう一度適切なるご答弁をよろし

くお願いをいたします。 

 また、議員の皆様からそれぞれの質問がご

ざいましたけれども、選挙の総括の質問がご

ざいませんでしたので関連質問も何もできま

せんけれども、また改めてお尋ねしたいこと

も申し添えておきます。 

 どうぞよろしく、しっかりとしたご答弁を

よろしくお願いします。 

○議長【夷藤満君】 津幡博消防長。 

   〔消防長 津幡博君 登壇〕 

○消防長【津幡博君】 今ほどの中川議員の

関連質問についてお答えをいたします。 

 中川議員さんのほうからは、消防庁舎につ

いて応援の質問だと私は受け取っておりま

す。 

 今現在の庁舎につきましては、さきの３月

11日の東日本大震災におきまして庁舎が相当

揺れたということもございます。したがいま

して、一部の２階の床が抜けるというような

状況になっております。したがいまして、早

急に庁舎の移転を検討してほしいということ

で先ほどの答弁をさせていただきました。 

 しかし、庁舎移転につきましては、今ほど

も中川議員のほうからご指摘がありましたと

おり具体的な場所というのはまだ明示してお

りませんでした。しかし、庁舎の建設に係る

分に関しましては、今建っている場所はご存

じのとおり軟弱な場所というところもござい

まして、建てる場合には災害を受けない場所、

また中長期的に町の発展を含めまして、将来

的な中心であるような場所を検討したいと思

っております。 

 そして、その場所につきましては、今現在、

消防団が訓練を行っている場合あるんです

が、そういった場合は民間の駐車場を借用し

て訓練を行っております。したがいまして、

その駐車場もいつまで借りられるかというよ

うな場合もございまして、将来的には庁舎の

敷地内にそういった訓練場も含めたある程度

大きな用地が必要となってきます。そういっ

たところも含めまして、現在検討を進めてい

かなけばならないと思っておりますので、ご

理解のほどよろしくお願いをします。 

○議長【夷藤満君】 済みません。傍聴者の

方、少し私語を慎んでください。はね返って

全部聞こえますので、よろしくご協力をお願

いいたします。 

 八十出泰成町長。 

   〔町長 八十出泰成君 登壇〕 

○町長【八十出泰成君】 中川議員の質問に

お答えしたいと思います。 

 従来から消防庁舎の建てかえ、これは緊急

を要するということについてはお互いに認識

はしていたと思っているわけでありまして、

今中川議員おっしゃるように消防は別やとい

う話では決してございませんので、緊急を要

する。防災拠点の消防庁舎が倒壊して災害救

助に行かれないということはあってはならな

いということを申し上げてまいりました。そ

のときに今何が必要かというと、国の補助財

源があって建てれれば一番いいという意味

で、そのときには消防の広域化が大事だとい

うことで、この間ずっと消防長にはお願いを

していただきました。随分苦労していただき

ました。だけど、結果として今日に至るも理

解していただけなかったということでありま

す。 

 この上は、今おっしゃるように一日も早く

建設せないかんという状況でありますので、

急ごうということで、今たまたま白帆台地区

の皆さんにデジタル無線の鉄塔設置の説明に

行っているわけであります。そのときにあわ

せて、この場所で消防庁舎を建設させてほし

いというお話もさせていただいているわけで

ありますが、少し時間がかかるのかなとこん

なふうに思っていますが、できる限り早くそ
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のことが建築できるように努力してまいりた

いと思っていますので、議員の皆さんにもい

ろんな角度で応援をいただければありがたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 11番、水口裕子さん。 

   〔11番 水口裕子君 登壇〕 

○11番【水口裕子君】 先ほどの私の一般質

問の中でも若者の社会や政治への無関心が大

変だと、このままでいいのかということにつ

いてお話ししましたけれども、そういう観点

から、能村議員の質問されました選挙対策に

ついてということと、それから川口議員が質

問されました緑台公民館の跡地利用につい

て、少し質問させていただきたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 １問。 

○11番【水口裕子君】 一つの若者の社会参

加、政治参加についてという観点から、若者

対策ということで２つは。 

○議長【夷藤満君】 いや、１人１問のみと

いうことで関連質問しておりますので、２問

になりますので、どちらか１つだけにしてく

ださい。 

○11番【水口裕子君】 それは２問になりま

すか。 

 それでは、選挙対策のほうは選挙の立会人

に若者を起用してくださいということを前申

し上げまして、そのことに対してどうなって

いましたかということを聞きたかったんです

が、そのことはじゃ置きまして。 

 川口議員の緑台保育所の跡地利用について

お伺いします。 

 子供とお年寄りの交流とか、そういうこと

を目指して脱無縁社会、プラチナ社会への拠

点にしていきたいというふうなお話でござい

ました。 

 ただ私思いますのに、15歳ぐらいまでは中

学校の管轄で学校教育課がしっかりと管轄し

ている。しかし、そこから卒業しましてから、

今度子供を育てる親の立場、子育て世代の立

場となって戻ってくる35歳とか40歳ぐらいま

での20年ほどの間というのがいろんな施策が

ぽっかりとあいている世代じゃないかと思う

んです。その間にしっかりと社会参加とか政

治への関心とかいうことを育てておかないか

ら、また選挙のほうにも無関心になっていか

ないというふうなことになるのではないかと

思うわけです。 

 それで、答弁なさったときにも、保育所に

は幾つも教室があって、それでいろんなこと

を使うのに便利じゃないかというふうな話も

あったと思いますけれども、一つの例えば教

室を防音対策をして、若者たちが音楽とか、

それから演劇をしている人たちがこの内灘町

にいるのかはちょっと存じ上げませんけれど

も、音楽をしている人たちは練習をするとこ

ろがないというふうな話もあります。 

 金沢市の芸術村では、そういった若者たち

が集まってくる場になってにぎわっておりま

す。内灘町にもそういう若者が集まれる場所、

内灘町とつながっていける場所ができればと

思うのです。 

 ただ、それは内灘町がこういうのをつくっ

たからおいでというふうに与えるのではなく

て、こういうふうな場所があるからどうです

か、皆さんで何か利用したらどうですかとい

うふうな若者たちが自分たちで参加しながら

育て上げていくという、そういう視点を一つ

入れていただけたらなと思って関連質問させ

ていただきました。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長【夷藤満君】 蓑外史男副町長。 

   〔副町長 蓑外史男君 登壇〕 

○副町長【蓑外史男君】 ただいまの水口議

員の質問にお答えします。 

 確かにいろんな世代の人たちの中で、おっ

しゃるような世代が交流する場、子供を中心

にした子育て支援センター、そういう機会は

あるんですが、もっと多面的に交流する機会

が少ないというふうなご意見もあります。 
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 しかし一方で、各公民館で青年部であると

か、そういうような人たちの交流もあると確

認しています。そういうような人たちの改め

てニーズをしっかりとお聞きして、そういう

同じようなものが緑台保育所の跡地の中で設

置ができるということであれば、進んでその

方向で取り組んでいきたいというふうに思い

ます。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 ほかに関連質問ござい

ませんか。──なしと認めます。 

 これにて一般質問を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○散   会 

○議長【夷藤満君】 以上で本日の日程は終

了いたしました。 

 お諮りいたします。あす11日から15日まで

の５日間は、議案調査及び議案委員会審査の

ため休会といたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、あす11日から15日までの５日間は休

会とすることに決定いたしました。 

 なお、来る16日は午後１時から本会議を開

き、各常任委員長の報告を求め、質疑、討論

並びに採決を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後３時12分散会 
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